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資料 1-6 

 
乙訓二市一町（向日市、長岡京市、大山崎町）消防防災相互応援協定 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和 22年法律第 226 号）第 21 条の規定に基づき、向日市、長岡

京市、大山崎町（以下「協定市町」という。）の消防防災相互応援について定めるものとする。 

 （応援の対象） 

第２条 相互応援は、火災その他災害及び消防訓練を対象とする。 

 （応援要領） 

第３条 応援は、次に掲げる場合において、消防団等（以下「応援隊」という。）を派遣されるもの

とする。 

⑴ 災害発生地の市町村長等から要請されたとき 

 ⑵ 協定市町の境界線付近の火災等を認知したとき 

 ⑶ 協定市町合同の消防訓練に出動するとき 

  （指揮） 

第４条 応援隊の指揮は、消防長又は消防署長が行う。 

  （経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、次に掲げる区分によって負担するものとする。 

⑴ 応援側の負担 

ア  応援隊が使用した消防機械器具の小破損の修理、機関の燃料、消防団員の諸手当及び被服補

償等についての諸経費 

イ  応援隊員の死傷に伴う公務災害補償、消防賞じゅつ金（応援市町において定める公務災害補

償金及び消防賞じゅつ金とする。）及び弔慰金等の諸経費 

ウ  交通事故等における一般人の死傷に伴う損害賠償その他の諸経費 

⑵ 受援側の負担 

 応援活動のため、やむを得ない理由により、応援隊が建物施設等に必要な措置を講じた場合の

損失補償及び消防機械器具の重大な破損の修理に要する諸経費 

２ 前各号に掲げる経費以外の負担については、そのつど協定市町が協議の上、定めるものとする。 

  （協議） 

第６条 この協定に定めのない事項または疑義を生じた事項については、協定市町が誠意をもってそ

のつど協議の上、定めるものとする。 

  （実施の細目） 

第７条 この協定に定めるものを除くほか、この協定の実施に関し必要な事項は、協定市町が協議の

上、定めるものとする。 

  （有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、平成 13 年４月１日から平成 14年３月 31日までとする。 

２ 前項の期間満了の１カ月前に、協定市町のいずれからもこの協定の改正又は廃止の意志表示がな

いときは、さらに１年間有効期限を延長するものとし、事後この例による。 

３ この協定の有効期間中であっても協定市町が協議の上この協定を改正することができる。 

 

この協定の成立を証するため本書３通を作成し、協定市町長記名押印の上各自１通を保有する。 

 

平成 13 年４月１日 

 

向日市長  ㊞

 

長岡京市長  ㊞

 

大山崎町長  ㊞ 
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資料 1－7 

淀川水系の情報共有に関する協定書 

 

国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所長（以下「甲」という。）と向日市長（以下

「乙」という。）は、水文情報、映像情報及び河川管理施設情報など淀川水系に関する情報

（以下「水系情報」という。）を甲と乙との間で共有することについて、次のとおり協定す

る。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲及び乙が収集・処理した水系情報を甲と乙との間で共有し、相互に利

用することにより、また必要に応じて住民等に提供することにより、災害による被害の軽減

と淀川水系の円滑な管理に資することを目的とする。 

（共有する水系情報） 

第２条 共有する水系情報は、別紙のとおりとする。ただし、その詳細については、甲及び乙

の今後の施設の整備等を踏まえ、その都度調整するものとする。 

２ 情報共有は常時行うものとする。 

３ 共有した水系情報は、第１条の目的に使用するものとし、それ以外の目的には使用しない

ものとする。 

４ 甲及び乙は、提供する水系情報が適切でないと判断した場合には、その一部又は全部の提

供を停止することができる。 

５ 本協定の締結後に提供する水系情報に変更が生じる場合には、適宜甲及び乙で協議を行

い、別紙の内容を見直すものとする。 

（共有した情報の第三者への提供） 

第３条 共有した水系情報を住民等の第三者に提供する場合には、情報提供元の了承を得るも

のとする。 

２ 第三者への情報提供の責任は、情報を提供する者が有する。 

（共有した情報の責任） 

第４条 甲及び乙は、情報共有によって入手した情報に起因する支障について、乙又は甲の責

任を問わない。 

２ 甲から乙に提供される情報は、リアルタイムデータが主であり、近畿地方整備局で用いる

公称値とは異なり、かつ後日、値を修正することがある。 

（設備の設置・維持管理） 

第５条 本協定に基づく施設の設置・維持管理の責任分界点は、別図のとおりとする。 

２ 責任分界点から甲側の設備の設置は甲が、乙側の設備の設置は乙が行うものとし、設置及

び維持・管理に要する費用は施設を設置した者が負担するものとする。 

３ 甲及び乙は、互いの相手方及び第３者に損害を与えないよう、本協定に基づく設備の設

置、維持管理を行うものとする。 

万一、相手方及び第三者に損害を与えた場合は、甲又は乙の責任において一切を解決する

ものとする。 

４ 甲又は乙の敷地内に設置する設備の設置場所を提供するための費用及び設備を運用するた

めの費用（電気料金等）は、設備の設置されている敷地管理者の負担とする。 

(セキュリティー対策) 
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第６条 甲及び乙は、双方の情報資産を不正なアクセス等から保護するため、情報資産へアク

セス制御、ネットワーク制御、ネットワーク管理、ファイヤーウォールの設置等の必要な対

策を実施するものとする。 

（設備の障害時等の取り扱い） 

第７条 甲及び乙は、設備の障害等を発見した場合、情報セキュリティー侵害を発見した場合

又は維持管理のために設備の一時停止を行う場合には、事前に相手方に連絡するものとす

る。ただし、緊急の場合は、事後報告で良いこととする。 

（意見交換） 

第８条 甲及び乙は、この協定の趣旨に鑑み、共有した情報及びその活動状況等について随時

意見交換を行うとともに、必要に応じ共有する情報及びそのあり方について見直しを図るも

のとする。 

（協議事項） 

第９条 本協定書に記載のない事項が発生した場合及び記載内容に疑義が生じた場合には、甲

及び乙で協議を行うものとする。 

（協定の改廃等） 

第１０条 本協定の有効期限は、平成 27年３月 31 日までとする。ただし、甲及び乙のいずれ

からも、本協定の改廃について申し出がないときは、さらに１年継続するものとし当該期間

が満了したときも同様とする。 

 

 以上協定締結の証として、本書２通を作成し、甲、乙各自その１通を保有するものとする。 

 

平成 26 年７月１日 

 

甲 国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所長 

 

乙 向日市長 
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別紙 共有する情報（協定書第２条関係） 

 

◇淀川河川事務所が提供する情報 

【河川管理用水文情報】 

 ・テレメータ雨量データ、テレメータ水位データ 

 ・テレメータダム諸量 

 ・レーダ雨量データ 

【河川管理用映像情報】 

 ・河川管理用カメラ映像の内、配信可能なもの 

【河川管理施設情報】 

 ・樋門データの内、配信可能なもの 

 

◇向日市から提供する情報 

【河川管理用水文情報】 

 ・テレメータ雨量データ、テレメータ水位データ 

【河川管理用映像情報】 

 ・河川管理用カメラ映像の内、配信可能なもの 

【河川管理施設情報】 

 ・樋門データの内、配信可能なもの 
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資料 1-8 

災害時等の応援に関する申し合わせ 

 

 

  国土交通省近畿地方整備局長（以下「甲」という。）と向日市長（以下「乙」という。）は、

災害時等において、甲が乙に対する応援が円滑に行われるよう、次のとおり申し合わせを行う。 

（目的） 

第１条 この申し合わせは、乙が代表する地方公共団体の区域において、災害が発生または、災

害が発生する恐れがある場合に、被害の拡大と二次災害防止に資するために、甲が被災直後等

の緊急的な対応（以下、「応援」という。）を実施することにより、国民の安全、安心を確保

し、民生の安定を保持することを目的とする。 

（応援の実施時期） 

第２条  甲が応援を行う時期は、次のとおりとする。 

１ 向日市内で重大な災害の発生または、発生する恐れがある場合 

２ 向日市災害対策本部が設置された場合 

３ その他甲または乙が必要とする場合 

（応援の内容） 

第３条 災害時等の応援は、次の各号に掲げる内容とする。 

１ 情報の収集・提供（リエゾン［情報連絡員]含む。） 

２ 近畿地方整備局等職員の派遣（緊急災害対策派遣隊含む。） 

３ 災害に係る専門家の派遣 

４ 甲が保有する車両、災害対策用機械等の貸し付け 

５ 甲が保有する通信機械等の貸し付け及び操作員の派遣 

６ 通行規制等の措置 

７ その他必要な事項 

（リエゾンの派遣） 

第４条 第２条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合または甲が必要と判断した場

合に、甲は、乙の災害対策本部等にリエゾンを派遣する。 

    なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものと

する。 

（リエゾンの受け入れ） 

第５条 乙は、甲から派遣されるリエゾンの活動場所として災害対策本部等に場所等を確保する

ものとする。 

（緊急災害対策派遣隊の派遣） 

第６条  第２条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合または甲が必要と判断した場

合は、甲は、乙が代表する地方公共団体の区域に緊急災害対策派遣隊を派遣する。 

   なお、甲及び乙の相互連絡は、甲から派遣されるリエゾンを通じて行うものとする。 

（緊急災害対策派遣隊の受け入れ） 

第７条 乙は、甲から派遣される緊急災害対策派遣隊の活動において必要となる資料（図面等）

について、提供の協力をするものとする。 

（緊急災害対策派遣隊の報告） 

第８条  甲は、派遣した緊急災害対策派遣隊からの調査結果等の報告があった場合は、速やかに

乙にその内容を提供するものとする。 

（平素の協力） 

第９条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整

備に協力するものとする。 

（その他） 

第１０条 この申し合わせに定めのない事項、疑義に関しては、その都度甲及び乙が協議するも

のとする。 
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平成 26 年７月７日 

 

                   甲    近畿地方整備局長 

 

                     乙    向日市長 
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資料 1-9 
京都府広域消防相互応援協定書 

 

  （趣旨） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。）の規定に基づき、

大規模災害及び特殊災害等が発生した場合における京都府内の市町村及び消防一部事務組合（以下

「市町村等」という。）が行う消防の相互応援に関し、必要な事項を定めるものとする。 

  （対象とする災害） 

第２条 この協定の対象とする災害は、法第１条に規定する水火災又は地震等の災害で、災害の発生

した市町村等の消防力及び当該市町村等と消防相互応援協定を締結している隣接市町村等の消防

力をもってしても、防御困難な災害とする。 

  （応援の要請） 

第３条 応援の要請は、災害の発生した市町村等（以下「要請市町村等」という。）の長又は消防長

（以下「要請市町村等の長」という。）が、次に掲げる事項を明確にして他の市町村等の長又は消

防長に対し、行うものとする。 

⑴ 災害の種別 

⑵ 災害発生の日時、場所及び状況 

⑶ 必要とする人員、車両、回転翼航空機（以下「ヘリコプター」という。）及び資器材等の種別

並びに数量 

⑷ その他必要な事項 

２  応援の要請を受けた市町村等（以下「応援市町村等」という。）の長又は消防長（以下「応援市

町村等の長」という。）が要請を受諾した場合、要請市町村等の長は、次の各号に掲げる事項を明

確にして応援市町村等の長に通報するものとする。 

⑴ 応援の場所及び集結場所 

⑵ 現場最高指揮者の職、氏名及び無線局名 

⑶ その他必要な事項 

（応援隊の派遣） 

第４条 応援市町村等の長は、当該市町村等区域内の警備に支障のない範囲において必要な応援を行

うものとする。 

２ 応援市町村等の長は、応援を行う消防隊等（以下「応援隊」という。）を派遣するときは、応援

に関し必要な事項を遅滞なく要請市町村等の長に通報するものとする。 

３ 応援市町村等の長は、応援の要請に応じることができない場合は、その旨を遅滞なく要請市町村

等の長に通報するものとする。 

  （応援隊の誘導） 

第５条 要請市町村等の長は、所属の消防職員又は消防団員を誘導員として応援隊の集結場所に待機

させ、応援隊の誘導を行うものとする。 

  （応援隊の指揮） 

第６条 応援隊の指揮は、要請市町村等の長が、応援隊の長に対して行うものとする。 

  （報告） 

第７条 要請市町村等の長は、災害活動の終了後、災害の概要を応援市町村等の長に報告するものと

する。 

２ 応援市町村等の長は、応援活動の終了後、応援活動の結果を要請市町村等の長へ報告するものと

する。 

  （費用負担） 

第８条 応援に要した費用については、次の区分により負担するものとする。ただし、ヘリコプター

による応援に係る費用については、別に定めるものがある場合、それによることができるものとす

る。 
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⑴ 応援市町村等が負担する経費 

ア  応援隊員の出動にかかる諸手当、車両等の燃料費その他の経常的経費 

イ  応援隊員の死傷による公務災害補償費 

⑵ 要請市町村等が負担する経費 

ア 現地で調達した、車両等の燃料費及び化学消火薬剤等の資器材費 

イ 応援活動中に第三者に損害を与えた場合の賠償費 

⑶ 前２号に定める経費以外の経費については、その都度応援市町村等と要請市町村等が協議のう

え、決定するものとする。 

  （代表消防機関等） 

第９条 この協定の円滑な運用を図るため、市町村等を別表に掲げるブロックに区分し、代表消防機

関及び各ブロックにブロック幹事消防本部（以下「代表消防機関等」という。）を定めるものとす

る。 

２ 代表消防機関等は、必要に応じて市町村等間の応援に係る連絡調整を行うものとする。 

  （代表消防機関等への通報） 

第１０条 要請市町村等の長は、応援の要請を行ったときは速やかに当該要請市町村等が属するブロ

ックのブロック幹事消防本部の消防長及び京都府へその旨を連絡するものとする。 

２ 前項により連絡を受けたブロック幹事消防本部の消防長は、遅滞なく代表消防機関の消防長へそ

の旨を連絡をするものとする。 

  （実施細目） 

第１１条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。 

 （疑義） 

第１２条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、市町村等がその都度協議の

うえ、これを決定するものとする。 

  （改廃） 

第１３条 この協定の改廃は、市町村等が協議のうえ、行うものとする。 

  （協定書の保管） 

第１４条 この協定を証するため、市町村等は、締結合意書に記名押印のうえ、この協定を締結した

者（以下、この条において「締結者」という。）の数と同数のこの協定書の正本を作成し、各締結

者で各１通を保管するものとする。 

   附  則 

１ この協定は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この協定の施行に伴い、平成 19 年３月 12日に締結した「京都府広域消防応援協定書」は廃止す

る。 

 

令和２年３月２７日 

 

 

京都市長 福知山市長 舞鶴市長 綾部市長 宇治市長 宮津市長 亀岡市長 城陽市長 

向日市長 長岡京市長 八幡市長 京田辺市長 京丹後市町 南丹市長 木津川市長 大山

崎町長 久御山町長 井手町長 宇治田原町長 笠置町長 和束町長 精華町長 南山城村

長 京丹波町長 伊根町長 与謝野町長 京都中部広域消防組合管理者 宮津与謝消防組合

管理者 乙訓消防組合管理者 相楽中部消防組合管理者 
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別表（第９条関係） 

ブロック 市町村等 

北
部
ブ
ロ
ッ
ク 

・舞鶴市（○舞鶴市消防本部） 

・福知山市（福知山市消防本部） 

・綾部市（綾部市消防本部）  

・宮津市、伊根町、与謝野町（宮津与謝消防組合消防本部） 

・京丹後市（京丹後市消防本部） 

 
 

 
 

・京都市（◎京都市消防局） 

南
部
ブ
ロ
ッ
ク 

第
１
ブ
ロ
ッ
ク 

・宇治市（○宇治市消防本部） 

・城陽市（城陽市消防本部）  

・八幡市（八幡市消防本部） 

・京田辺市、井手町、宇治田原町（京田辺市消防本部） 

・久御山町（久御山町消防本部） 

第
２
ブ
ロ
ッ
ク 

・向日市、長岡京市、大山崎町（○乙訓消防組合消防本部） 

・亀岡市、南丹市、京丹波町（京都中部広域消防組合消防本部） 

・木津川市、笠置町、和束町、南山城村（相楽中部消防組合消防本部） 

・精華町（精華町消防本部） 

備考 ◎は代表消防機関を、○はブロック幹事消防本部を表す。 
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京都府広域消防相互応援協定実施細目 
（趣旨） 

第１条 この実施細目は、京都府広域消防相互応援協定書（以下「協定」という。）第 11条の規定に
基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 
（応援の要請前の事前連絡） 

第２条 協定第３条第１項に規定する応援要請のうち、ヘリコプターによる応援の要請が必要となる
場合は、別表第１に掲げる事前連絡基準に基づき、京都市消防局消防航空隊に対して、電話により
事前連絡するものとする。 

 （応援の要請） 
第３条 協定第３条第１項に規定する応援の要請は原則として電話により行うものとし、事後速やか
第１号洋式の応援要請書をファクシミリにより送付するものとする。 

２ ヘリコプターによる応援を要請する場合における通報は、協定第３条第２項第１号及び第２号に
定めるほか、次の各号に掲げる事項により行うものとする。 
⑴ 離発着可能な場所 
⑵ 給油体制 
⑶ 離発着場における資器材の準備状況 
⑷ 他機関の航空機及びヘリコプターの活動状況 
⑸ 他の消防本部に対する応援ヘリコプターの要請状況 
⑹ 気象状況 
⑺ 誘導方法 

３ 第１項の応援の要請を行う場合で、ヘリコプターによる救急搬送が必要となるときは、当該要請
と併せて第２号様式のヘリコプターによる救急搬送連絡票（以下「連絡票」という。）を京都市消
防局消防航空隊及び同局指令センターにファクシミリにより連絡するものとする。この場合におい
て、連絡票は、参考資料に基づき作成するものとする。 

 （応援隊の派遣） 
第４条 協定第４条第２項の規定に基づく通報は、次の各号に掲げる事項により行うものとする。 
⑴ 出発時刻 
⑵ 派遣人員 
⑶ 車両、資器材等の種別及び数量 
⑷ 応援隊の長の職・氏名 
⑸ 到着予定時刻 
⑹ その他必要な事項 
（報告） 

第５条 協定第７条に規定する報告は、次の各号に掲げる事項により行うものとする。 
⑴ 要請市町村等の長が、応援市町村等の長に対して行う災害報告は、第３号様式及び第４号様式
により行うものとする。 

⑵ 応援市町村等の長が、要請市町村等の長に対して行う活動結果報告は、第５号様式により行う
ものとする。 

（応援要請連絡一覧表） 
第６条 応援の要請を迅速かつ的確に行うため市町村等を管轄する消防本部は、別表第２によりあら
かじめ相互に連絡するものとし、記載内容に変更が生じたときは速やかに他の市町村等を管轄する
消防本部に連絡するものとする。 
（代表消防機関） 

第７条 協定第９条第２項に規定する代表消防機関の役割は、次の各号に掲げるものとする。 
⑴ 市町村等との連絡調整 
⑵ 京都府との連絡調整及び情報交換 
⑶ 応援時における協議等 
ア 要請市町村等との応援要請に関する協議 
イ 応援市町村等との協議 
ウ 要請市町村等と応援市町村等間の連絡調整 
エ その他必要な事項 

⑷ その他必要な事項 
（連絡会議） 

第８条 市町村等は、協定の適正な運用を図るため必要の都度連絡会議を開くものとする。 
（その他） 

第９条 この実施細目の実施に関して必要な事項は、市町村等が協議して運用する。 
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   附 則 

 この実施細目は、令和２年４月１日から施行する。
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第１号様式（第３条関係） 

 

号 

平成  年  月  日 

           殿 

 

 

                           向日市長       印 

 

 

応 援 要 請 書 

 

京都府広域消防相互応援協定書第２条の規定に基づき下記のとおり応援を要請します。 

 

 

記 

 

 

① 災害種別  ① 火災   ② 救急   ③ 救助   ④ その他 

② 災害発生日時 

               午前 

     年  月  日             時  分 

               午後 

③ 災害発生場所 
 

④ 災害の状況 
 

⑤ 応援の内容 
 

⑥ 必要とする人員並びに

車両、資機材等の種別及

び数量 

 

⑦ 応援の場所及び終結場

所 

 

⑧ 現場最高指揮者の職・

氏名 

 

⑨ 無線局(主運用波)呼出

し名称 
基地局  現場指揮者 

 

⑩ 離発着可能な場所 
第１順位  

第２順位  
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⑪ 給油体制 

給油の可否 可  ・  否 

給油の方法  

体制作りの

所要時間 

 

⑫ 離発着場所における資

機材の準備状況 

 

⑬ 他機関の航空機及びヘ

リコプターの活動状況 

 

⑭ 他の消防本部に対する

応援ヘリコプターの要請

状況 

 

⑮ 気象状況 
  天候   風向   風力   M／S   視界 

                          M 

⑯ 誘導方法 

 

⑰ その他 

 

注１ ⑩～⑯については、ヘリコプターによる応援を要請する場合のみ記載すること。 

 ２ 災害発生場所の地水利図等、必要な図書を添付すること。 
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第２号様式（第３条関係） 

要請日時     年  月  日 午前・午後  時  分 

ヘリコプターによる救急搬送連絡票 

（発信先） 
京都市消防局消防航空隊    FAX：075-621-1683 

京都市消防局消防指令センター FAX：075-252-1190 

［担当：        ］ 

（発信元） 
担当課：    TEL： 

担当者：    FAX： 

１ ヘリ搬送の理由 

 

２ 傷病者情報 

氏 名  
性別 年齢 

生年月日   年  月  日 
男・女  

住 所  

傷病名  
バイタルサイン 

意識  
呼吸 回/分 

医療処置  
脈拍 回/分 

血圧 ／mmHg 

SpO2 -% 

特記事項 
※ヘリ搬送中，容態変化の可能性があれば必要な対策について記載 

３ ヘリ活動情報 

□ 機体名 あたご（ユーロコプターAS365N） コールサイン きょうしょう ヘリ１ 
□ 機体名 ひえい（ユーロコプターAS365N） コールサイン きょうしょう ヘリ２ 

搬送元 着陸場所 
主運用波１開局無線（コールサイン：       ） 

搬送先 着陸場所 
 主運用波１開局無線（コールサイン：       ） 

【持込み医療機器】 ※ 器材名，重量，寸法，駆動方式を記載すること。 ※ 機内に AC 電源有り。 

 

搬送元 病院情報 搬送先 病院情報 

病院名：         （科目：    ） 
 

（          連絡員：   ） 

病院名：         （科目：    ） 
 

（          連絡員：   ） 
担当医： 担当医： 

【ヘリ搭乗者氏名】 
※ 転院搬送は必ず医師１名を搭乗させる。 
※ 原則傷病者の関係者は搭乗させない。 

 

【その他】 
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第３号様式（第５条関係） 

災害報告 － １（概要表） 

No. 項  目 内        容 

１ 災害発生場所  

２ 災害発生日時 年   月   日     時    分頃 

３ 災 害 概 要  

４ 被 害 状 況 人的被害   死者        行方不明者       負傷者 

名                  名             名 

物的被害 

５ 出動車両及び人員  

計     台（機） 

 

計       名 

６ 活動台数及び人員  

計     台（機） 

 

計       名 

７ 活 動 概 要  
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第４号様式（第５条関係） 

災害報告 － ２（応援活動概要） 

No. 項  目 内        容 

１ 災害発生場所  

２ 災害発生日時 年   月   日     時    分 

３ 応援要請日時 年   月   日     時    分 

４ 応援消防機関  

 

 

５ 
応援開始日時 

 

応援終了日時 

出動         年    月    日    時    分 

集結場所到着          月    日    時    分 

引揚         年    月    日    時    分 

帰署（所）           月    日    時    分 

６ 応 援 車 両 等 （活動台数） 

 

計    台（機） 

７ 応 援 人 員 （活動人員） 

 

計       名 

８ 応 援 資 機 材  

９ 応援活動概要        

10 特 記 事 項  

日別、種別、 
数量 

日別、部隊別 

種別、数量 
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第５号様式（第５条関係） 

災害報告 － ３（応援活動概要） 

No. 項  目 内        容 

１ 
応援開始日時 

 

応援終了日時 

出動         年    月    日    時    分 

集結場所到着          月    日    時    分 

引揚         年    月    日    時    分 

帰署（所）           月    日    時    分 

２ 出 動 車 両 等 （活動台数） 

 

計    台（機） 

３ 応 援 人 員 （活動人員） 

 

計       名 

４ 使 用 資 機 材  

５ 活 動 概 況  

６ 特 記 事 項  

７ 消防機関名及び 

指揮者名 

 

種別、数量 

隊 別 

種別、数量 
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別表第１（第２条関係） 

 

消防（防災）ヘリコプターの要請に係る事前連絡基準 

 

【事前連絡基準作成の目的】 

  消防ヘリは要請を受けてから出動するまでに１０～３０分（飛行ルート確認、関係

機関への通報、燃料補給、必要器材の選定・積み込み等）要するため、現場到着までの

時間をできるだけ短縮できるよう、事案発生段階での各消防本部から消防航空隊への

連絡基準を構築しておくもの。 
区分 活動内容 事前連絡基準 

消
防
分
野 

建物火災 
・情報収集 
（赤外線映像含む） 

●建物火災で燐棟へ延焼拡大の恐れがあるとき 
●建物火災で飛火警戒が必要なとき 
●炎上火災で上空から情報収集がひつようなとき 
●延焼建物が以下に該当する場合 
 →到底用途防火対象物、興譲、学校、建物密集地 

林野火災 
・情報収集 
（赤外線映像含む） 
・空中消火 

●林野火災を受信（怪煙通報を含む）したとき 
 
            受信段階で即連絡を！！ 

救助 
（山岳等） 

・捜索 
・搬送 
・ピックアップ 

●災害発生場所から判断して、長時間の搬送やピック
アップ活動が予想されるとき 

 （過去に長時間活動を実施した場所である場合など） 
●通報内容に以下のキーワードがある場合 
 →「遭難」、「下山困難」 

救助 
（水難） 

・捜索 
・搬送 
・ピックアップ 

●河川や海岸部等で発生の水難事故を受信したとき 
●通報内容に以下のキーワードがある場合 
 →「流された」、「河川転落」 

救急 ・搬送 

●ドクターヘリでは対応できない転院搬送等 
●ドクターヘリの養成基準に該当するが、対応出来な 

い（出動中、夜間など）とき 
※ただし、消防ヘリも夜間の活動には、一定制限有り 

    

防
災
分
野 

自然 
・情報収集 
・人員及び物資搬送 

●孤立地域の情報を入手したとき 
●洪水による浸水地域が発生したとき 
●土砂災害が発生したとき 
●地震による複数の火災又は建物の倒壊が発生したと

き 
●その他、各消防本部で必要と認めるとき（雪害含む） 
※必要に応じて航空隊から情報収集活動等の実施を打

診することがある 

※上記以外にも必要と判断される事案は、消防航空隊まで御連絡ください。 

 

 

 

 

【連絡先】 

・京都市消防局消防航空隊：０７５－６２１－１８３４（ＴＥＬ） 

             ０７５－６２１－１６８３（ＦＡＸ） 

・京都府消防保安課 ：０７５－４１４－４４７１（ＴＥＬ） 

 （京都府への連絡は防災分野で消防ヘリが出動したときのみ） 

<連絡事項の例> 
●事故状況 ●事故発生場所 ●負傷者の状況 ●消防隊情報 ●活動障害 ●気象状況 
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資料 1-10 
京都市・乙訓消防組合・向日市消防相互応援協定 

 

 京都市長（以下「甲」という。）、乙訓消防組合管理者（以下「乙」という。）及び向日市長（以

下「丙」という。）は、消防組織法の規定に基づく京都市、乙訓消防組合及び向日市の消防相互応援

に関し、次のように協定する。 

 

 （相互応援） 

第１条 京都市、乙訓消防組合及び向日市は、京都市及び向日市のそれぞれ他方の区域内において、

火災又は救急事故若しくは救助事故（以下「災害」という。）が発生したときは、次の各号に定め

るところにより相互に応援するものとする。 

⑴ 京都市と向日市との境界付近で災害が発生した場合において、これを覚知したとき、又は応援

の要請を受けたときは、当該災害の状況に応じ、必要と認める数の消防隊、救急隊若しくは救助

隊（以下「消防隊等」という。）又は消防分団を派遣する。 

⑵ 前号に掲げる地域以外の地域で災害が発生した場合において、災害の規模その他特別の事情に

より応援の要請を受けたときは、当該要請に応じ、必要と認める数の消防隊等を派遣する。 

 （応援隊の指揮） 

第２条 前条の規定により派遣された消防隊及び消防分団（以下「応援隊」という。）の火災防御活

動、救急活動及び救助活動の実施については、受援側の消防長が指揮するものとする。 

 （経費の負担） 

第３条 応援に要した経費の負担は、次の各号に定めるところによる。 

⑴ 応援隊員の諸手当、車両等の燃料費その他の経常的な経費及び応援隊員の公務災害に係る諸経

費は、応援側の負担とする。 

⑵ 受援地において発生した一般人の死傷及び建物、工作物の破損等の事故に対する補償費その他

の経費は、原則として受援側の負担とする。 

⑶ 前２号に掲げる経費のほか、必要な経費の負担については、甲乙丙協議のうえ、そのつど定め

るものとする。 

（有効期間） 

第４条 この協定の有効期間は、平成 13 年４月１日から平成 14年３月 31日までとする。 

２ 前項の期間満了の１箇月前までに、甲乙丙いずれからも改定又は廃止の意志表示がないときは、

１年間期間を延長するものとし、以降も同様とする。 

 （その他） 

第５条 この協定について疑義又は変更の必要が生じたときは、甲乙丙協議のうえ、そのつど決定す

るものとする。 

 

この協定を証するため、本書３通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成 13 年４月１日 

 

甲 京都市長        ㊞

 

乙 乙訓消防組合管理者  ㊞

 

丙 向日市長       ㊞ 
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資料 1-11 
災害対策基本法に基づく通信設備の利用等に関する協定 

 

 災害対策基本法第 57 条に規定する通信設備の利用等に関して京都府知事と西日本旅客鉄道株式会

社社長は、同法施行第 22条の規定に基づき次のとおり協定する。 

 なお、同法第 79 条の規定に基づく通信設備の使用に関する事務の取扱いについても、本協定を準

用する。 

 

昭和 62 年６月１日 

 

京都府知事    ㊞

 

西日本旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長  ㊞ 
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資料 1-12 
災害対策基本施行令第 22 条に基づく協定 

 

（目  的） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（以下「法」という。）第 57 条の規定に基づき京都府知事が西

日本旅客鉄道株式会社（以下「西日本会社」という。）の通信を使用する場合に適用する。 

（通信の種類） 

第２条 京都府知事は、この協定に基づき利用することができる通信の種類は、鉄道電報及び鉄道電

話とする。 

（申し込み及び承認） 

第３条 京都府知事が、この協定による鉄道電報又は鉄道電話を使用する場合は、西日本会社の通信

設備設置箇所の長に対して、次の事項を申し出て承認を受けるものとする。 

⑴ 使用する理由 

⑵ 通信の内容 

⑶ 発信者及び受信者 

第４条 西日本会社の通信設備設置箇所の長は、前号による申し込みの内容が法第 57 条の規定に適

合し、西日本会社通信で到達可能と認めたとき、その使用を承認するものとする。 

（取扱順位） 

第５条 受け付けた通信の取扱順位は、当該通信の緊急性、通信の内容及び受付時刻の先後等を考慮

して、西日本会社において決定するものとする。 

第６条 西日本会社通信の非常通話及び非常報と当該通信とが競合した場合は、西日本会社通信が優

先するものとする。 

（通信の利用方） 

第７条 京都府知事が、西日本会社の通信を利用するときは、原則として、発、受信者とも、も寄駅

（駅員無配置駅は除く。）の駅長事務室へ出向して行うものとする。 

（免  責） 

第８条 西日本会社の取扱いにより生じた当該通信の通信上の事故については、西日本会社はその責

任を負わないものとする。 

（準用及びその周知） 

第９条 京都府内の市町村長が法第 57 条の規定に基づき当社の通信を使用する場合についても本協

定を準用するものとし、その周知は、市町村長については、京都府知事で、駅長については西日本

会社社長において、それぞれ行うものとする。 

附  則 

１. この協定は昭和 62年６月１日から昭和 63年３月 31 日まで有効とする。ただし、期間満了の

１ヶ月前までに相方いずれからも別段の意志表示がないときは、次の１ヶ年間この協定は継続す

るものとする。その後においてもこの例による。 

２. この協定の証として、協定書２通を作成し、双方がおのおの記名なつ印して、各自その１通

を保管する。 

３. 京都府知事と日本放送協会京都放送局長および株式会社京都放送社長との間に締結された

「災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定」第５条の規定により、必要な事項について、

当該放送機関に放送を要請する。 

 

昭和 41 年５月 10 日 

 

甲 京都府知事         ㊞ 

 

乙 日本放送協会京都放送局長  ㊞ 

 

  株式会社  京都放送局長  ㊞ 
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資料 1-13 
緊急警報放送の要請に関する覚書 

 

 災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定（昭和 41 年５月 10日締結、以下「協定」という。）

第６条に基づき、京都府知事（以下「甲」という。）と日本放送協会京都放送局長（以下「乙」とい

う。）は、電波法施行規則第２条第１項第 84 の２号に定める緊急警報信号により災害に関する放送

（以下「緊急警報放送」という。）を要請する場合の協定の実施について、必要な事項を次のとおり

定める。 

 

（緊急警報放送要請の要件） 

第１条 災害対策基本法第 57 条に基づく緊急警報放送の放送要請は、災害が発生し、又は発生する

恐れがある場合で多くの人命、財産を保護するため、避難勧告、警戒区域の設定等、緊急に住民に

対して周知する必要のある場合とする。 

なお、緊急警報放送中に、次に掲げる事項について、放送要請することができるものとする。 

⑴ 職員の動員命令の伝達 

⑵ 災害時の混乱を防示するための指示等 

⑶ 前各号のほか知事が特に必要と認めるもの。 

（緊急警報放送要請の手続） 

第２条 一時に多数の市町村からの放送要請にともなう混乱を防止するため、市町村（京都市長を除

く。以下同じ。）からの緊急警報放送の要請については、原則として京都府知事から行うものとす

る。 

２. 前項の例外措置として、市町村と府との通信途絶など特別の事情がある場合は、市町村長は放

送機関に対して直接要請することができるものとする。 

この場合市町村長は、事後速やかに知事に報告すると共に、放送機関においては、市町村長の放

送要請についてできる限り対応するものとする。 

３. 緊急警報放送の要請をするときは、甲は、乙に対して予め電話等により放送要請の予告をした

後、文書（別紙様式）により行うものとする。 

ただし、緊急を要し、文書による要請をするいとまのない場合は、電話等により別紙に定める事

項を明らかにして要請し、事後において速やかに文書を提出するものとする。 

（施行期日等） 

第３条 この覚書は、昭和 61年２月１日から施行する。 

 

この覚書の証として、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自１通を保有するものとする。 

 

昭和 61 年２月１日 

 

甲 京都府知事  ㊞

 

乙 日本放送協会京都放送局長  ㊞
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                                    番  号 

平成  年  月  日 

  

 

京都府知事 様 

 

 

                                                    向日市長    ㊞ 

 

 

緊急警報放送の放送要請について 

 

災害対策基本法第 57 条の規定により、次のとおり放送を要請します。 

 

１. 放送を求める理由 

⑴ 避難勧告・指示のため 

⑵ 各種予警報等の通知のため 

⑶ その他（                            ） 

 

２. 放送内容 

 

３. 希望する放送日時 

⑴ 即時 

⑵   日  時  分 

 

４. 災害等の状況（災害の態様、日時、場所等） 

 

５. その他 

 

 

発信者  職 名 

     氏 名 

      連絡先 
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資料 1-14 

市町村における緊急警報放送の放送要請手続について 

 

 市町村長が、電波法施行規則第２条第１項第 84 の２号に定める緊急警報信号による災害に関する

放送（以下「緊急警報放送」という。）を要請する場合の手続は、次によるものとする。 

 

１．市町村長が、緊急警報放送の放送を要請する場合は、京都府知事と日本放送協会京都放送局長と

が締結した緊急警報放送の要請に関する覚書（昭和 61年２月１日締結、以下「覚書」という。）に

よるところとするが、放送要請に関する連絡の確実、円滑を図るため、次のとおり連絡責任者を定

める。 

京都府の連絡責任者  京都府総務部消防防災課長 

市町村の連絡責任者  あらかじめ京都府知事に届出した者 

 

２．京都府知事は、市町村の連絡責任者の届出があった場合は放送機関に通知するものとする。 

 

３．市町村長が緊急警報放送の放送を要請するときは、予め電話等による放送要請の予告をした後、

文書（別紙様式）により行うものとする。 

 ただし、緊急を要し、文書による要請をするいとまのない場合は、電話等により別紙に定める事

項を明らかにして要請し、事後において速やかに文書を提出するものとする。 

 

４．覚書２条第２項に基づき、市町村長から直接放送機関に要請する場合は、前記３に準じた手続に

よるものとする。 
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資料 1-15 
災害時における相互援助協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時における応急対策の万全を期し、大阪府摂津市と京都府向日市が物資等

の相互援助を行うことについて定めるものとする。 

（要請） 

第２条 災害の発生により援助の要請をすることが必要であると認めるときは、文書をもって次に掲

げる事項を明らかにして要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等をもって要請

し事後文書を提出するものとする。 

⑴ 災害の状況及び要請理由 

⑵ 食料、飲料水及び生活必需物資並びに必要とする資器材等の種類、数量 

 ⑶ 必要とする時間 

 ⑷ 希望する場所 

⑸ その他必要事項 

（業務の実施） 

第３条 援助の要請を受けた市は、これを実施するものとする。 

（維持管理） 

第４条 援助のために要請した資器材等の維持管理については、援助を要請した市が行うものとする。 

（経費） 

第５条 第３条の業務実施及び前条の維持管理に要した費用は、援助を要請した市が負担するものと

する。 

（連絡責任者） 

第６条 第２条に掲げる要請に関する事項の連絡の確実及び円滑を図るため、次のとおり連絡責任者

を置く。 

⑴ 摂津市総務部総務課長 

⑵ 向日市市民生活部環境政策課長 

（その他） 

第７条 この協定の実施に関して必要な事項、及びこの協定に定めのない事項は双方が協議して定め

るものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、平成７年８月１日から平成 10年７月 31日までとする。 

２ 前項の期間満了の１か月前までに、双方からこの協定改正の意思表示がないとき 

はさらに１年間延長するものとし、以後同様とする。 

 

平成７年 ８月 １日 

                           摂津市長   ㊞ 

 

                                                 向日市長  ㊞ 

 

  他都市との協定締結状況 

 締  結  市  締   結   日    連 絡 責 任 者 

 兵庫県豊岡市  平成７年 ８月１日  豊岡市企画総務部総務課長 

 滋賀県近江八幡市  平成７年 ９月18日   近江八幡市総務部総務課長 

 奈良県桜井市  平成７年 ９月13日   桜井市市長公室企画課長 

 和歌山県有田市  平成７年 ９月20日   有田市民生部福祉事務所長 

 福井県敦賀市  平成７年  10月23日   敦賀市総務部総務課長 

 岐阜県羽島市  平成８年 １月10日   羽島市総務部総務課長 
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資料 1-16 

災害時等における医療救護活動についての協定書 

 

 向日市、長岡京市、大山崎町及び乙訓消防組合（以下「甲」という。）と一般社団法人乙訓医師会

（以下「乙」という。）は、災害時及び事故等における医療救護活動について、次のとおり協定を締

結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、向日市地域防災計画、長岡京市地域防災計画、大山崎町地域防災計画（以下「地

域防災計画」という。）及び救急救助業務に基づき、災害時等における医療救護の万全を期すため、

甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（医療救護計画） 

第２条 乙は、前条の規定による医療救護活動を円滑に実施するため、災害時等医療救護計画を別途

策定し、これを甲に報告するものとする。 

２ 前項の災害時医療救護計画には、次の事項を定めておくものとする。 

⑴ 医療救護班の編成・出動体制 

  ア 班の医師、看護師その他職種別構成 

  イ 班の地域別編成・出動体制 

⑵ 地区医師会その他関係機関との連絡体制 

⑶ 医薬品等の備蓄体制 

⑷ 日常訓練 

⑸ その他必要な事項 

（医療救護班の派遣） 

第３条 甲は、地域防災計画等に基づき、必要に応じて、乙に医療救護班の派遣を要請するものとす

る。 

２ 前項の要請は、次の事項を示した文書又は必要に応じ電話等により行うものとする。 

⑴ 災害発生時の日時及び場所 

⑵ 災害の原因及び状況 

⑶ 派遣を要する班数及び医薬品等 

⑷ 派遣の期間 

⑸ その他必要な事項 

３ 乙は、第１項の規定により甲から要請を受けた場合は、速やかに前条に定める医療救護計画に基

づき、医療救護班を派遣するものとする。ただし、事故等により医療救護班を派遣できない場合、

又は、救護班の活動に際し、班員の安全の確保が著しく困難であると認められる場合においては、

この限りではない。 

（医療救護班の業務） 

第４条 乙が派遣する医療救護班は、甲又は京都府が災害現場等に設置する救護所において医療救護

活動を行う。 

２ 医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

⑴ 傷病者等に対する応急処置及び必要な医療等 

⑵ 傷病者等の医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

⑶ 死亡の確認 

（医療救護班に対する指揮） 
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第５条 甲が行う乙が派遣する医療救護班に対する指揮は、乙の長を通じて行う。 

（医薬品等の供給） 

第６条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救護班が携行するものとする。 

（収容医療機関の指定） 

第７条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものとする。 

（医療費） 

第８条 救護所における医療費は無料とする。 

２ 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。ただし、収容医療機関において、

医療救護に係る医療費の未収が生じたときは、甲は乙と協議し、解決のための適切な措置を講じる

ものとする。 

（医事紛争の処理） 

第９条 医療救護班が救護所において行った業務において患者との間に医事紛争が生じた場合又は

転送した患者の診療について診療した収容医療機関と患者との間に医事紛争が生じた場合は、乙は

ただちに甲に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、乙と協議し、解決のための適切な措置を講

じるものとする。 

（費用弁償等） 

第１０条 甲の要請に基づき、乙が派遣した医療救護班に係る次の経費は、甲が負担する。 

⑴ 医療救護班の派遣に対する報償として、別表第１で定める額 

⑵ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償として別表第１で定める額 

⑶ 医療救護班員が医療救護活動に従事したことにより負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合

（以下「業務災害」という。）の補償として別表第２で定める額 

２ 前項に定める経費の請求については、医療救護活動に関する業務の終了後、別に定める第１号様

式により、乙が甲に請求するものとする。 

３ 甲は、前項の規定により請求を受けた場合は、その内容を確認し適当と認められたときは、これ

を乙に支払うものとする。 

（報告） 

第１１条 乙は、医療救護活動に関する業務実績を、別に定める第２号様式により、甲に報告するも

のとする。 

２ 乙は、業務災害が発生したときは、別に定める第３号様式により甲に報告するものとする。 

（京都府及び京都府医師会との調整） 

第１２条 甲は、地域防災計画に基づく医療救護活動について、京都府地域防災計画及び京都府と京

都府医師会の間で締結された「災害時における医療救護に関する協定」との整合性を図り、その円

滑な実施を確保することができるよう京都府と必要な調整を行うものとする。 

２ 乙は、前項による甲の医療救護活動の円滑な実施が確保されるよう、京都府医師会等と必要な調

整を行うものとする。 

（有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は平成２５年６月１日から平成２６年５月３１日までとする。ただ

し、この協定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、

有効期限満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長され、以後同様とする。 

（協議） 

第１４条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議してこれを

定めるものとする。 



                     1-37                  資料編 

（雑則） 

第１５条 この協定は、締結の日から施行する。なお、平成１３年６月１日締結した「災害時等にお

ける医療救護活動についての協定書」については、廃止する。 

 

 

 この協定の締結を証するため、この協定書を５通作成し、甲乙両当事者記名押印の上、各自１通を

保有する。 

 

平成２５年６月１日 

 

 

甲   向日市長 

長岡京市長 

大山崎町長 

乙訓消防組合管理者 

 

                       乙   一般社団法人乙訓医師会長
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 別表第１（第１０条関係） 
 
⑴ 医療救護班員に対する報償 

 

救護班員 報   償   の   額 
医 師 及 び 看 護 師 等  京都府災害救助法施行細則（昭和３８年京都府規則第２６号）第

１１条に定める額に準ずる 
 
 
⑵ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 
  健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法（昭和３３年厚生省告示第１７７号）

に基づく使用薬剤の購入価格（薬価基準） 
 
別表第２（第１０条関係） 
 

救護班員 区  分 補 償 内 容 
医 師 及 び 看 護 師 等 業 務 災 害 の 補 償  各市町消防団員等公務災害補償条例に

定める額 

 
 

第１号様式～第３号様式 略 
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資料 1-17 
災害時における物資の供給協力に関する協定書 

 

 向日市内に大地震、暴風雨等による災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれ

がある場合に対処するため、向日市（以下「甲」という。）と向日市商工会（以下「乙」という。）

は、別表に掲げる供給要請物資（以下「物資」という。）の供給協力に関し、次のとおり協定を締結

する。 

 

（協力の要請） 

第１条 甲は、向日市に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、物資を調達する必

要があると認めるときは、乙に対し物資の供給協力を要請することができる。 

（供給協力の実施） 

第２条 乙は、前条の規定により甲から供給協力の要請を受けたときは、物資の優先的供給及び運搬

の協力を積極的に努めるものとする。 

（要請の手続） 

第３条 甲は、乙に対し、物資の供給協力の要請をしようとするときは、文書をもって行うものとす

る。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口頭で要請し、その後すみやかに文書を提

出するものとする。 

（連絡責任者） 

第４条 要請に関する事項の連絡の確実及び円滑を図るため、次のとおり連絡責任者を置く。 

       甲 向日市市民部環境対策課長 

         乙 向日市商工会事務局長 

（価格の決定） 

第５条 物資の取引価格は、災害発生直前時における適正な価格（引き渡しまでの運賃を含む。）を

基準として、甲、乙協議して決定するものとする。 

（物資の引渡） 

第６条 物資の引き渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は当該場所に職員を派遣し、物資の品目、

数量等を確認のうえ引き渡しを受けるものとする。 

（代金の支払い） 

第７条 甲は、乙から供給を受けた物資の代金を、乙の請求に基づき支払うものとする。 

（供給可能数量の報告） 

第８条 乙は、この協定の成立の日及び毎年４月１日現在の物資の供給可能数量を別紙「物資供給可

能数量報告書」により甲に報告するものとする。 

（協  議） 

第９条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める。 

（有効期限） 

第１０条 この協定は、平成８年２月 23 日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協

定の終了を通知しない限り、その効力を持続する。 

 

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成 10 年 11 月 ２日 

 

                                         甲  向日市長     ㊞

 

                                         乙  向日市商工会会長 ㊞ 
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（別 表） 供給要請物資一覧表 

 

 主    食   米、粉乳、パン 

 副    食   漬物、梅干、つくだに、缶詰 

 そ の 他 食 料   弁当、インスタント食品、ペットボトル入り水・茶 

 衣 料 等   毛布、テント、シャツ、下着類、作業衣、タオル、軍手、靴下 

 日 用 品 等 

  雨具、紙おむつ、生理用品、石けん、飲料水用ポリタンク、洗剤、ちり紙、 

なべ・はんごう、やかん、皿、茶わん、はし、スプーン、 

  ほ乳びん、マッチ、ライター、懐中電灯、乾電池各種、運動靴、 

  家庭用医薬品セット 

 燃 料 等   カセットコンロ、カセットボンベ、炭、七輪 
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（別  紙） 

 

物資供給可能数量報告書 

 

                                                 （平成  年  月  日現在） 

 

 災害時における物資の供給協力に関する協定書により、当（社、店、組合）の物資供給可能数量を

下記のとおり報告します。 

 

                                         平成   年   月   日 

 

     向日市長              様 

 

                                      所 在 地 

                                      名  称 

                                      代 表 者 

                                      電話番号 

 

                  記 

品       名 数 量       参   考   事   項 

   

 

（注）１．品名については、別表の物資のうち、取扱品名を記入する。 

２．数量には、単位を付する。なお、単位は供給要請時の単位とする。 

   ３．物資が多数であるときは概数でさしつかえない。 

   ４．参考事項には、供給に必要な時間や日数、単位の説明、その他供給上参考となる事項を記

入する。 

      ５．弁当等の保存できない物資は、１日当たりの供給可能数量とし、その旨を参考事項に記入

する。 
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資料 1-18 
災害時応急工事等の協力に関する業務基本協定書 

 

 向日市（以下「甲」という。）と向日市商工会（以下「乙」という。）とは、「向日市地域防災計

画」に基づき大地震、暴風雨等（以下「災害」という。）の発生が予想される場合の被害の未然防止

及び災害が発生した場合の応急措置に係る工事等（以下「災害応急工事等」という。）の実施に関し、

次のとおり協定を締結する。 

 

（目  的） 

第１条 この協定は、災害時における民間協力の一環として、道路、河川等の公共施設の機能の確保

及び回復並びに倒壊家屋居住者の生活の安定を図るため応急仮設住宅の建設について、甲、乙間に

おいて基本的事項を定め、もって災害に対し迅速かつ的確に対応することを目的とする。  

（協力要請） 

第２条 甲は、災害応急工事等を実施する必要があると認めるときは、乙に対し協力を要請するもの

とする。 

２ 乙は、前項の協力要請を受けたときは、乙の会員で向日市建設工事入札参加資格者名簿に登載さ

れている業者から災害応急工事等に必要な人員、機械等を出動させ、甲が実施する災害応急措置に

協力するものとする。 

３ 甲が、乙に対して第１項の規程に基づき、協力の要請をする場合は市民部環境対策課が行うもの

とする。ただし、緊急を要する場合は、環境対策課以外の課等からも乙に対し協力を要請すること

ができるものとする。 

（費用の負担） 

第３条 甲の要請により、乙が災害応急工事等を実施した場合に要する費用は、甲が負担するものと

する。 

（被害が生じたときの措置） 

第４条 災害応急工事等の実施に伴い、第三者に被害が生じたときは甲、乙に協議して、その処理解

決に当たるものとする。 

（災害補償） 

第５条 第２条の規定により、災害応急工事等に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは

疾病にかかり、又は障害の状態になったときのその者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対する

災害補償については、労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50 号）を適用するものとする。 

（実施細目） 

第６条 この協定に関する実施細目は、甲、乙協議して別に定めるものとする。 

（協  議） 

第７条 この協定に定めない事項又は疑義が生じた事項については、甲、乙協議して定めるものとす

る。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 12年３月 23日までとする。 

２ 前項の期間満了の１月前までに、双方からこの協定改正の意志表示がないときは、さらに１年間

延長するものとし、以後同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自１通を保

有するものとする。 

 

平成 10 年 11 月 ２日 

 

                                       甲  向日市長      ㊞

 

                                       乙  向日市商工会会長 ㊞
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資料 1-19 
災害時における仮設トイレの設置協力に関する協定 

 

 向日市内に大地震、暴風雨等による災害（以下「災害」という。）が発生した場合に対処するため、

向日市（以下「甲」という。）と株式会社京都衛生開発公社（以下「乙」という。）は、仮設トイレ

の設置協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（協力の要請） 

第１条 甲は、向日市内に災害が発生した場合において、仮設トイレを設置する必要があると認める

ときは、乙に対し仮設トイレの優先的な設置協力を要請することができる。 

２ 乙は、前項の規定により甲から設置協力の要請を受けたときは、その要請に積極的に協力するも

のとする。 

（要請の手続き） 

第２条 甲は、乙に対し、仮設トイレの設置協力の要請をしようとするときは、文書をもって行うも

のとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口頭で要請し、その後すみやかに文

書を提出するものとする。 

（費用の負担） 

第３条 仮設トイレの設置及び維持管理に要する費用は、甲が負担するものとする。 

（設置場所） 

第４条 乙は、甲が指定する場所に仮設トイレを搬送、設置するものとする。 

（協  議） 

第５条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める。 

（有効期間） 

第６条 この協定は、平成９年３月 28 日から効力を発揮するものとし、甲、乙は乙が文書をもって

協定の終了を通知しない限り、その効力を持続する。 

 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自１通を保

有するものとする。 

 

  平成９年３月 28 日 

 

                                甲  向日市長  ㊞

 

                                   乙   株式会社 京都衛生開発公社  ㊞ 
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資料 1-20 
災害時における向日市と向日市内郵便局間の相互協力に関する覚書 

 
 向日市（以下「甲」という。）及び向日市内郵便局（以下「乙」という。）は、災害によって向日
市内に甚大な被害が生じた場合において、甲及び乙が相互に協力し、応急対策等に必要な対応を円滑
に遂行するため、次のとおり覚書を締結する。 
 （用語の定義） 
第１条 この覚書において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第２条第１号
に定める被害をいう。 

 （協力要請） 
第２条 甲及び乙は、向日市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力
を要請することができる。 
⑴ 災害救助法適用時における郵便、為替貯金及び簡易保険の郵政事業に係わる災害特別事務取扱
い 

⑵ 甲又は乙が管理する施設及び用地の提供 
⑶ 甲又は乙が収集した被災市民の避難先及び被災状況の情報の相互提供 
⑷ 避難場所に臨時郵便差出箱の設置 
⑸ その他前各号に定めのない事項で、協力できる事項 

 （協力の実施） 
第３条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その重要性に鑑み、協力するよう努め
なければならない。 

 （経費の負担） 
第４条 第２条に規定する協力要請に対して、協力をした側が要した経費については、法令その他に
別段の定めがあるものを除くほか、それぞれ要請した側が適正な方法により算出した金額を負担す
る。 

２ 前項の負担につき、疑義が生じたときは、両者が協議をし、負担すべき額を決定する。 
 （災害情報等連絡体制の整備） 
第５条 甲及び乙は、被災者の安否等災害情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議
するものとする。 

 （防災訓練等への参加） 
第６条 乙は災害発生に備え、甲が実施する防災訓練等に参加することができる。 
 （情報の交換） 
第７条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行
う。 

 （連絡担当部局及び連絡責任者） 
第８条 この覚書に関する連絡責任者は、甲においては向日市市民生活部環境政策課長、乙において
は向日町郵便局総務課長とする。 

 （協 議） 
第９条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じたときは、両者が協議し決定する。 
 
この覚書の締結を証するため、この書面７通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各１通を保有す

る。 
 
   平成 10 年  ９月 １日 
 
                               （甲） 向 日 市 長      ㊞ 
                                 (乙)   向日町郵便局長      ㊞ 
                                        向日町駅前郵便局長  ㊞ 
                                       向日町寺戸郵便局長  ㊞ 
                                       向日森本郵便局長    ㊞ 
                                       向日物集女郵便局長  ㊞ 

                                       向日上植野郵便局長  ㊞
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資料 1‐21 
分 水 協 定 書 

 

 京都市（以下「甲」という。）と向日市（以下「乙」という。）とは、災害その他非常の場合にお

ける分水等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

第１条 甲は、乙の水道施設が地震、風水害、落雷又はその他の事故により被害を受け、給水に支障

を来す恐れが予想されるときは、甲の区域の給水に支障のない限り乙に分水することができる。 

第２条 分水の開始は、要請書（第１号様式）により行う。ただし、緊急又はやむをえない事情がある

と認められるときは、乙からの電話、ファクシミリ又は口頭（通信ができないときに限る。）による

要請により行い、後日、速やかに要請書を提出するものとする。 

２ 分水は、乙が分水終了依頼書（第２号様式）を甲に提出することにより終了する。 

第３条 分水は、別表記載の箇所において、甲乙双方が布設したそれぞれの配水管に、乙が準備した

水道メーターを接続しておき、第１条に規定する事態が発生したそのつど、甲が仕切弁を開栓する

ことにより行うものとする。 

第４条 分水に必要な設備のための工事は、甲の区域内は甲が施行し、乙の区域内は乙が施行するも

のとする。この場合において、甲の施行に要する費用は、すべて乙の負担とする。  

２ 前項の規定は、布設替等分水を行うに当たり必要な設備の更新を行うときに準用する。 

第５条 甲乙双方は、それぞれが設置した設備を、それぞれが管理するものとする。 

第６条 第３条に規定する水道メーターを設置するとき又は取外すとき若しくは仕切弁を開閉する

ときは、甲乙立会いのうえ行うものとする。 

２ 前項の立会いに要した費用は、乙が負担する。ただし、地震等の自然災害を原因とする被害に基

づく分水のため仕切弁を開閉するときは、この限りでない。 

３ 甲の第１項の立会いに要した費用の額は、甲が別に定めた特別給水の料金算定要綱第２項の規定

を準用して算定した額とする。  

第７条 甲乙双方は、仕切弁を開く前及び閉じた後水道メーターの指示水量を確認し、分水量を決定

する。 

第８条 乙は、分水に係る料金を甲が指定する期日までに納入しなければならない。 

２ 前項の料金は、分水契約書第４条第２項の規定を準用して算定する。 

第９条 乙は、この協定に関連して乙の区域内に設置した甲の水道施設について、その占用に係る費

用を徴しない。 

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結日から平成 15年３月 31日までとする。 

２ 前項の規定による期間満了までに、甲乙いずれかの意思表示がないときは、期間満了の日の翌日

から１年間有効期間を延長するものとし、以後これに準ずる。 

３ 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、疑義があるときは、双方協議のうえこの協定を

改定することができる。 

 

 上記協定の証として本書３通を作成し、それぞれがその１通を保有する。 

 

  平成 14 年３月 26 日 

 

                 甲  京都市上下水道事業者  ㊞ 

 

乙  向日市長           ㊞ 

                    向日市水道事業管理者  ㊞
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資料 1-22 
日本水道協会京都府支部水道災害相互応援に関する覚書 

 

（趣旨） 

第１条 この覚書は、地震その他の災害並びに異常渇水及び大規模断水（以下「災害等」という。）

が発生した場合において、日本水道協会京都府支部（以下「支部」という。）の会員のうち末尾に

押印する府、市及び町（以下「正会員」という。）が、水道事業遂行のために相互間で行う応援活

動について必要な事項を定めるものとする。 

（応援内容） 

第２条 正会員が相互間で行う応援活動は、おおむね次のとおりとし、他の正会員から次条の応援要

請を受けた場合は、その能力の範囲において協力に努めるものとする。 

⑴ 応急給水作業 

⑵ 応急復旧作業 

⑶ 応急復旧用資機材の供出 

（応援の要請） 

第３条 災害等を受けた正会員（以下「被災正会員」という。）が、他の正会員の応援を必要とする

ときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし、電話又はメール等により要請し、事後において応援

の要請を承諾した正会員（以下「応援正会員」という。）に文書を提出するとともに、その写しを

支部長へ提出するものとする。 

⑴ 災害等の日時、場所及び状況 

⑵ 応援を必要とする職種別人数並びに機械、器具、車両、資材等の種類及び数量 

⑶ 応援場所及び日時 

⑷ その他応援に必要な事項 

（応援正会員） 

第４条 前条に基づき、応援正会員が応援業務に従事する職員（以下「応援職員」という。）を派遣

するときは、災害等の状況に応じて必要な食糧、被服等を携行させるものとする。 

２ 応援職員は、応援正会員を表示する腕章等の標識を着用し、その身分を明らかにするものとする。 

（連絡担当部課等の調査） 

第５条 正会員は、応援活動を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項を毎年４月３０日までに支部

長に報告するものとする。 

⑴ 連絡担当部課等調査表  （様式第１号） 

⑵ 応急給水用具調査表   （様式第２号） 

⑶ 応急備蓄資材調査表（緊急時用応急資材等の保有状況）   （様式第３号） 

⑷ 災害発生直後に応援に従事できる職員調査票   （様式第４号） 

⑸ 備蓄資材保管場所   （様式第５号） 

２ 支部長は、前項の調査を京都府に委託し、調査票の取りまとめ及び整理を行ったうえで京都府か

ら各正会員に送付するものとする。 

（費用の負担） 

第６条 この覚書に基づく応援に要する費用は、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、原則

として被災正会員が負担するものとする。ただし応援職員に係る人件費及び旅費の負担については

別途定める。 

２ 応援職員が応援活動により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合における災害補償は、被災正

会員の負担とする。 

３ 応援職員が第三者に損害を加えた場合における賠償責任は、応援活動中に生じたものについては

被災正会員が、被災正会員への往復途中に生じたものについては応援正会員が負うものとする。 

４ 前３項の定めにより難いときは、関係正会員が協議して定めるものとする。 
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（応援体制の組織編成） 

第７条 応援体制については、正会員をブロック分けした組織編成とし、支部内において災害等が発

生した場合は、組織編成に基づき相互応援すると共に、平常時においても連携を図ることに努める

ものとする。 

（協議） 

第８条 この覚書の実施に関し必要な事項又はこの覚書に定めのない事項については、その都度協議

して定めるものとする。 

 

（付則） 

 この覚書は、平成６年 10 月１日から適用する。 

（付則） 

 この覚書は、平成 11年 11 月１日から井手町が加入する。 

（付則） 

 変更 平成 15 年９月１日 

（付則） 

 この覚書の峰山町、大宮町、網野町、丹後町は、合併により削除し、京丹後市が平成１６年４月１

日から加入する。 

（付則） 

 この覚書の園部町・八木町は、合併により削除し南丹市が、岩滝町は、合併により削除し与謝野町

が、及び木津町・加茂町・山城町は、合併により削除し木津川市が平成 19年４月１日から加入する。 

（付則） 

この覚書は、平成３０年９月１日から京丹波町が加入する。 

 

 この文書の成立は証するため本書２３通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各自１通を保有するも

のとします。 

 

 

平成３０年９月１日 

 

 

京都府企業局長          ㊞  福知山市ガス水道事業管理者   ㊞ 

京都市公営企業管理者上下水道局長 ㊞  舞鶴市水道事業管理者職務代理者 ㊞ 

宇治市水道事業管理者       ㊞  綾部市長            ㊞ 

城陽市公営企業管理者職務代理者  ㊞  宮津市水道事業         ㊞ 

亀岡市長             ㊞  京丹後市長           ㊞ 

向日市水道事業管理者職務代理者  ㊞  大山崎町水道事業        ㊞ 

長岡京市水道事業管理者      ㊞  久御山町長           ㊞ 

八幡市水道事業管理者       ㊞  井手町水道事業管理者      ㊞ 

京田辺市水道事業管理者      ㊞  宇治田原町水道事業管理者    ㊞ 

木津川市水道事業管理者職務代理者 ㊞  精華町長            ㊞ 

南丹市長             ㊞  与謝野町水道事業管理者     ㊞ 

     京丹波町長            ㊞ 

 

様式第１号～第３号様式 略 
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資料 1-23 

水道施設の災害に伴う応援協定書 

 

 向日市水道事業（以下「甲」という。）と向日市指定上下水道協同組合加盟業者（以下「乙」とい

う。）は、次のとおり協定する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲が管理する水道施設が地震災害、風水害その他の災害（以下「災害」という。）

発生時に給水機能を早期に回復するため、乙の応援を得て、応急復旧工事等を実施することを目的

とする。 

（協力要請） 

第２条 前条の目的を達成するため、甲が主宰する水道施設災害対策会議に乙の参加を要請する。 

（要請手続） 

第３条 甲は、第２条第１項、第２項の規定により、乙の会議の参加要請及び出動要請を行う場合は、

電話により行うものとする。ただし、電話連絡が不可能なときは、職員を派遣し要請する。 

（復旧活動） 

第４条 乙は、第２条の出動要請又は派遣要請があったときは、乙の組合員の中から施工業者を選抜

し甲に報告するものとする。 

２ 施工業者は、甲が現場に派遣した職員の指示に従い、応急復旧工事等を実施する。 

（着工報告） 

第５条 施工業者は、応急復旧工事等に着手したときは、その状況を速やかに甲に報告する。 

（完了報告書） 

第６条 施工業者は、応急復旧工事等を完了したときは、甲に完了報告書を提出する。 

（費用の立替え） 

第７条 第５条の規定により生じた費用は、施工業者が一時立て替えておくものとする。 

（費用の支払い） 

第８条 前条の規定により施工業者が一時立て替えた費用の支払いについては、甲が定める単価によ

り精算し、施工業者と協議の上支払うものとする。 

（連絡責任者） 

第９条 甲及び乙は、災害情報の伝達を正確に行うため、連絡責任者を定める。 

（報告事項） 

第１０条 乙は、応急復旧工事等を円滑に実施するため、必要な資材、機材及び人員の把握に努め、

甲からの要請により報告するものとする。 

（疑義等の解決） 

第１１条 この協定に定める事項に疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、

その都度甲乙協議の上解決するものとする。 

 

 

平成 20 年５月 26 日 

 

 

甲 向日市長              ㊞

 

乙 向日市指定上下水道協同組合 理事長 ㊞ 
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資料 1-24 
災害時におけるエルピーガス等の供給に関する協定 

 

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に規定する災害が京都南部都市広域行政

圏（宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山

崎町）において発生し、多数の市民が避難所に避難した場合のエルピーガス等の供給に関し、京都南

部都市広域行政圏推進協議会（以下「甲」という。）と社団法人京都府エルピーガス協会（以下「乙」

という。）は次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、災害時に避難所等に多数の市民が避難した場合の甲が行うエルピーガス等の供

給及び附帯する業務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時においてエルピーガス等を市民が避難している避難所へ供給する必要が生じた

ときは、乙に対し、協力を要請するものとする。 

（要請事項の措置等） 

第３条 乙は、前条の規定に基づく甲からの要請を受けたときは、甲の指示により甲の構成市町が指

定する避難所等へエルピーガス等の供給及び附帯する業務について速やかに措置するものとする。 

（緊急要請） 

第４条 甲は、第２条の規定による協力要請において、やむをえない事情により乙と連絡を取れない

場合は、直接乙の組合員に対し協力を要請することができるものとする。 

（搬送体制の確保） 

第５条 エルピーガス等の搬送については、乙が行うものとする。ただし、乙の搬送経路の確保等に

ついて、甲は必要な措置を講じるものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、第３条の規定に基づき甲の要請を受けてエルピーガス等の供給及び附帯する業務を実

施したときは、実施内容を甲に報告するものとする。 

（費用負担） 

第７条 甲の要請に基づき乙から供給されたエルピーガス等の費用については、供給を受けた甲の構

成市町がその費用を負担するものとする。 

（支払いの請求） 

第８条 乙は、組合員の供給実績を集計し、甲の構成市町毎にその支払いを請求するものとする。 

（費用の支払い） 

第９条 甲の構成市町は、前条の規定に基づき乙から費用の支払いの請求があった場合は、速やかに

乙に支払うものとする。 

（価格の決定） 

第１０条 甲が負担する費用の価格は、災害発生時の直前における適正価格を基準として甲乙協議の

うえ決定するものとする。 

（訓練及び情報の交換） 

第１１条 乙は、この協定に基づく供給が円滑に行なわれるよう、甲が行う訓練等に参加するように

努めるとともに、甲及び乙は、平常時から必要に応じて情報の交換を行うものとする。 

（実施細目） 

第１２条 この協定を実施するために必要な事項については、甲乙協議のうえ実施細目で定めるもの
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とする。 

（協議） 

第１３条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、前条の規

定による実施細目に定めるもののほか甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

平成 17 年７月６日 

 

甲 向日市長 

 

乙 社団法人 京都府エルピーガス協会会長 
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災害時におけるエルピーガス等の供給に関する協定実施細目 

 

（趣旨等） 

第１条 この実施細目は、災害時におけるエルピーガス等の供給に関する京都南部都市広域行政圏推

進協義会と社団法人京都府エルピーガス協会との協定（以下「協定」という。）第１２条の規定に

基づき、協定の実施に関し必要な手続きその他の事項を定めるものとする。 

２ この実施細目における用語の意義は、協定の例による。 

（エルピーガス等の範囲） 

第２条 協定第２条に規定する甲が供給を要請するエルピーガス等の範囲は次のとおりとする。 

⑴ エルピーガス 

⑵ エルピーガス用のコンロ等 

⑶ その他必要なもの 

（要請手続） 

第３条 協定第２条の規定による甲の要請は、甲の会長が構成市町での必要品目、必要量等をまとめ、

乙の会長に対して行うものとする。 

２ 甲から乙への要請にあたっては、次に掲げる事項を口頭又は電話等の方法で行うものとし、事後、

要請書（様式１）により乙に提出するものとする。 

⑴ 要請を行った者の職、氏名 

⑵ 供給を受ける市町名及び供給場所 

⑶ 要請するエルピーガス等の品目、数量 

⑷ 履行の期日及び場所 

⑸ 供給場所への職員の派遣（供給を受ける市町の職員とする） 

⑹ その他必要な事項 

（組合員名簿） 

第４条 乙は、協定第３条に規定する業務に協力するために、事前に乙の組合員の名簿を甲に届け出

るものとする。 

（報告） 

第５条 乙は、協定第６条に規定する乙の甲への報告に当たっては、次に掲げる事項を速やかに口頭

又は電話等の方法で行うものとし、事後、報告書（様式２）により甲に提出するものとする。 

⑴ 供給したエルピーガス等の品目、数量 

⑵ 供給した市町名・供給場所 

⑶ 従事者の氏名 

⑷ その他必要な事項 

（支払いの請求方法） 

第６条 乙は、協定第８条に規定する費用の請求を、積算根拠を示す業務実績表を添付した請求書に

より行うものとする。 

 

附  則 

この細目は、協定の締結日から効力を生ずるものとする。
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様式１ 

第        番 

年  月  日 

 

社団法人京都府エルピーガス協会 

会長            様 

 

向日市長 

 

災害時におけるエルピーガス等の供給に関する協力要請書（第 報） 

 

災害時におけるエルピーガス等の供給に関する協定第２条に基づき、次のとおり協力を要請します。 

 

電話等による連絡日時 年  月  日   時  分 

  要請するエルピーガス等の 

  数量、履行期日 

用品名及び数量 

 

 

 

期日    年  月  日 

供給市町名及び供給場所 市町名 

 

 

場 所 

 

連絡担当者及び電話番号  

 

電 話 

備         考  

 

 

 

 

様式２ 略 
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資料 1-25 
災害発生時における物資の供給に関する協定書 

 

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に規定する災害が京都南部都市広域行政

圏（宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山

崎町）において発生し、応急措置のため緊急に物資の必要が生じた場合、その供給について京部南部

都市広域行政圏推進協議会（以下「甲」という。）と株式会社平和堂（以下「乙」という。）は次の

とおり協定を締結する。 

 

（総 則） 

第１条 この協定は、甲の地域防災計画（広域編）及び構成各市町の地域防災計画に基づき、生活救

援対策等に必要な物資（別紙１）の供給を円滑に行うため、乙との協力について必要な事項を定め

るものとする。 

（物資の確保） 

第２条 乙は、甲が災害発生時に必要となる物資の供給に協力するものとする。 

（供給手続） 

第３条 甲が物資の供給を受けようとする時は、災害緊急物資供給要請書（様式１）をもって、乙に

要請するものとする。 

ただし、緊急を要するときは電話等により要請できるものとし、事後速やかに要請書を提出する

ものとする。 

（物資の引渡し） 

第４条 前条の規定により要請を受けた乙は、物資が必要となった甲の構成市町に対し、直ちに適正

な価格で優先的に物資を供給するものとする。 

（費 用） 

第５条 前条の規定により乙が供給した物資の代金については、災害復旧後、供給を受けた市町が負

担するものとする。 

（期 間） 

第６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３ケ年とする。ただし、有効期間満了の１ケ月前

までに、甲・乙のいずれからも異議の申し立てのない限り、自動的に継続するものとする。 

（協 議） 

第７条 この協定の内容に疑義が生じた場合及び、この協定に定めのない事項については、その都度、

甲・乙協議するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成 16 年４月 27 日 

甲 京都府宇治市宇治琵琶 33 

京都南部都市広域行政圏推進協議会 

会長 宇治市長 

 

乙 滋賀県彦根市小泉町 31 

株式会社 平和堂 

代表取締役社長 
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別紙 

 

生 活 救 援 対 策 等 に 必 要 な 物 資 

 

 

１． 食糧品 

 

 

２． 衣類 

 

 

３． 寝具類 

 

 

４． 生活用消耗品 

 

 

５． 育児用品 

 

 

６． 医薬品 

 

 

７． 食器類 

 

 

８． その他生活救援に必要な物資 
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様式１ 

 

年  月  日 

 

株式会社 平和堂 

 代表取締役 様 

株式会社 ユタカファーマシー 

 代表取締役 様 

近畿コカ・コーラボトリング株式会社 

 代表取締役社長 様 

樋口鉱泉株式会社 

 代表取締役社長 様 

 

 

京都南部都市広域行政圏推進協議会 

                            会長 宇治市長 

 

災 害 緊 急 物 資 供 給 要 請 書 

 

災害発生時における物資の供給に関する協定書（平成 16年４月 27日付、平成 16年 12 月 10 日付、

平成 19 年３月 27 日付）（災害時における飲料の供給等協力に関する協定書（平成 19 年３月 27 日

付））に基づき、次の物資の供給を要請する。 

 

記 

 

１． 物資名（数量等） 

 

２． 供給時期 

 

３． 供給場所 

 

４． その他必要事項 
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災害発生時における物資の供給に関する協定書実施細目 

 

京都府南部都市広域行政圏推進協議会（以下「甲」という。）と株式会社平和堂（以下「乙」とい

う。）は、平成 16年４月 27 日に締結した「災害発生時における物資の供給に関する協定書」（以下

「協定書」という。）に基づき、次のとおり実施細目を定める。 

 

１． 緊急連絡先 

①「甲」緊急連絡先 

第１連絡先 宇治市企画管理部防災対策課長 

電 話 0774-22-3141（代） 

ＦＡＸ 0774-39-9422 

第２連絡先 向日市市民生活部環境政策課長 

電 話 075-931-1111（代） 

ＦＡＸ 075-922-6587 

第３連絡先 八幡市総務部市民自治安全課長 

電 話 075-983-1111（代） 

ＦＡＸ 075-982-7988 

②「乙」の連絡先 

株式会社 平和堂 総務部総務課長  電 話 0749-26-9610（代） 

ＦＡＸ 0749-23-3118 

衛星携帯電話(本部)090-7362-5019 

     (宇治東)090-7360-5238 

２．物資の確保 

協定書第２条の災害時に必要となる物資及び数量については概ね別記１のとおりとする。 

３．物資の引渡し湯所 

協定書第４条に基づき「乙」から「甲」に物資の引渡しを行う際の引渡し場所については、別記

２の物資を必要とする市町の配送予定場所の中から「甲」が指定するものとする。 

４．引渡し価格 

協定書第４条の「適正な価格」とは、「乙」が災害発生直前まで販売していた小売価格を基本に

決定するものとする。 

５．代金の支払い 

協定書第５条の物資の代金については、物資の供給を受けた市町に「乙」が請求し、請求を受け

た市町は応急復旧終了後、すみやかに支払うものとする。 

６．各市町の担当課 

「甲」の各市町の担当課は別記３の通りとする。 

 

この細目の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成 16 年 12 月 13 日 

甲 京都府宇治市宇治琵琶 33 

京都南部都市広域行政圏推進協議会 

会長 宇治市長 

 

乙 滋賀県彦根市小泉町 31 

株式会社 平和堂 

代表取締役 
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別記１ 

 

必要物資及び数量 

 

[食糧等] 

おにぎり 100,000個 アルファ米 50,000個 

飲料水（２Ｌ）（お茶） 110,000個 米 10,000kg 

パン（乾パン） 175,000個 缶詰（副食） 20,000個 

カップめん 60,000個 粉ミルク 5,000人分 

 

[衛生用品] 

包帯 1,000本 哺乳瓶 5,000個 

紙おむつ（大人用） 15,000セット ティッシュペーパー 10,000個 

紙おむつ（乳児用） 15,000セット 石鹸 50,000個 

生理用品 10,000袋 ごみ袋 100,000枚 

※ その他ラップ、トイレットペーパータオルなど 

 

[薬] 

消毒薬（水害時等に使用する乳剤）、風邪薬、胃腸薬、傷消毒薬等一般的な家庭医薬品 

 

[その他生活用品] 

毛布 40,000枚 懐中電灯 1,000個 

ビニール・シート 20,000枚 水袋 50,000袋 

カセットコンロ 3,000セット ポリタンク 5,000個 

肌着（子供用） 30,000セット 応急テント 500張 

肌着（大人用） 30,000セット   

 

〔その他の日用品〕 

バケツ、ライター、鍋、やかん、食器、携帯ラジオ、洗剤等 

 

 

 

別記２、別記３ 略 
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資料 1-26 
災害発生時における物資の供給に関する協定書 

 

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に規定する災害が京都南部都市広域行政

圏（宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山

崎町）において発生し、応急措置のため緊急に物資の必要が生じた場合、その供給について京都南部

都市広域行政圏推進協議会（以下「甲」という。）と株式会社ユタカファーマシー（以下「乙」とい

う。）は次のとおり協定を締結する。 

 

（総 則） 

第１条 この協定は、甲の地域防災計画（広域編）及び構成各市町の地域防災計画に基づき、生活救

援対策等に必要な物資（別紙１）の供給を円滑に行うため、乙との協力について必要な事項を定め

るものとする。 

（物資の確保） 

第２条 乙は、甲が災害発生時に必要となる物資の供給に協力するものとする。 

（供給手続） 

第３条 甲が物資の供給を受けようとする時は、災害緊急物資供給要請書（様式１）をもって、乙に

要請するものとする。 

ただし、緊急を要するときは電話等により要請できるものとし、事後速やかに要請書を提出する

ものとする。 

（物資の引渡し） 

第４条 前条の規定により要請を受けた乙は、物資が必要となった甲の構成市町に対し、直ちに適正

な価格で優先的に物資を供給するものとする。 

（費 用） 

第５条 前条の規定により乙が供給した物資の代金については、災害復旧後、供給を受けた市町が負

担するものとする。 

（期 間） 

第６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３ケ年とする。ただし、有効期間満了の１ケ月前

までに、甲・乙のいずれからも異議の申し立てのない限り、自動的に継続するものとする。 

（協 議） 

第７条 この協定の内容に疑義が生じた場合及び、この協定に定めのない事項については、その都度、

甲・乙協議するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成 16 年４月 27 日 

 

甲 京都府宇治市宇治琵琶 33 

京都南部都市広域行政圏推進協議会 

会長 宇治市長 

 

乙 岐阜県大垣市林町 10 

株式会社ユタカファーマシー 

代表取締役社長 
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別紙 

 

 

生 活 救 援 対 策 等 に 必 要 な 物 資 

 

 

１． 生活用消耗品 

 

２． 育児用品 

 

３． 医薬品 

 

４． 食糧品 

 

５． その他生活救援に必要な物資 

 

 

※「様式１」は株式会社 平和堂のものを準用 

  



資料編                  1-60 

資料 1-27 
災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協定 

 

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に規定する災害が京都南部都市広域行政

圏（宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山

崎町）において発生し、多数の死者が出た場合における棺等葬祭用品の供給に関し、京都南部都市広

域行政圏推進協義会（以下「甲」という。）と京都中央葬祭業協同組合（以下「乙」という。）は次

のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、災害時に多数の死者が発生した場合の甲が行う棺等葬祭用品の供給及び附帯す

る業務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時において棺等葬祭用品を市民へ供給する必要が生じたときは、乙に対し、協力

を要請するものとする。 

（要請事項の措置等） 

第３条 乙は、前条の規定に基づく甲からの要請を受けたときは、甲の指示により甲の構成市町が設

置する遺体収容所等への棺等葬祭用品の供給及び附帯する業努について速やかに措置するものと

する。 

（緊急要請） 

第４条 甲は、第２条の規定による協力要請において、やむをえない事情により乙と連絡を取れない

場合は、直接乙の組合員に対し協力を要請することができるものとする。 

（搬送体制の確保） 

第５条 棺等葬祭用品の搬送については、乙が行うものとする。ただし、乙の搬送経路の確保等につ

いて、甲は必要な措置を講じるものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、第３条の規定に基づき甲の要請を受けて棺等葬祭用品の供給及び附帯する業務を実施

したときは、実施内容を甲に報告するものとする。 

（費用負担） 

第７条 甲の要請に基づき乙から供給された棺等葬祭用品の費用については供給を受けた甲の構成

市町がその費用を負担するものとする。 

（支払いの請求） 

第８条 乙は、組合員の供給実績を集計し、甲の構成市町毎にその支払いを請求するものとする。 

（費用の支払い） 

第９条 甲の構成市町は、前条の規定に基づき乙から費用の支払いの請求があった場合は、速やかに

乙に支払うものとする。 

（価格の決定） 

第１０条 甲が負担する費用の価格は、災害発生時の直前における適正価格を基準として甲乙協義の

うえ決定するものとする。 

（実施細目） 

第１１条 この協定を実施するために必要な事項については、甲乙協議のうえ実施細目で定めるもの

とする。 

（有効期間） 
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第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の２ケ月前ま

でに、甲又は乙から書面による解約の申し出のない時は、なお１年間効力を有するものとし、以降

も同様とする。 

（協議） 

第１３条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、前条の規

定による実施細目に定めるもののほか甲乙協議のうえ決定するものとする。 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有す

る。 

 

平成 17 年３月 25 日 

 

甲 京都府宇治市宇治琵琶 33 

京都南部都市広域行政圏推進協義会 

会長 宇治市長 

 

乙 京都府中京区烏丸通六角上ル饅頭屋町 608 番地 

京都中央葬祭業協同組合 

理事長
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災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協定実施細目 

 

（趣旨等） 

第１条 この実施細目は、災害時における棺等葬祭用品の供給に関する京都南部都市広域行政圏推進

協議会と京都中央葬祭業協同組合との協定（以下「協定」という。）第１１条の規定に基づき、協

定の実施に関し必要な手続きその他の事項を定めるものとする。 

２ この実施細目における用語の意義は、協定の例による。 

（葬祭用品等の範囲） 

第２条 協定第２条に規定する甲が供給を要請する棺等葬祭用品の範囲は次のとおりとする。 

⑴ 内張り棺（衣装、納棺セット等を含む。） 

⑵ 骨つぼその他納骨に必要な物 

⑶ ドライアイス 

⑷ 線香・ロウソク・お花等焼香セット 

⑸ 棺覆い（白布） 

（要請手続） 

第３条 協定第２条の規定による甲の要請は、甲の会長が構成市町での必要品目、必要量等をまとめ、

乙の理事長に対して行うものとする。 

２ 甲から乙への要請にあたっては、次に掲げる事項を口頭又は電話等の方法で行うものとし、事後、

要請書（様式１）により乙に提出するものとする。 

⑴ 要請を行った者の職、氏名 

⑵ 供給を受ける市町名及び供給場所 

⑶ 要請する棺等葬祭用品の品目、数量 

⑷ 履行の期日及び場所 

⑸ その他必要な事項 

（組合員名簿） 

第４条 乙は、協定第３条に規定する業務に協力するために、事前に乙の組合員の名簿を甲に届け出

るものとする。 

（報告） 

第５条 乙は、協定第６条に規定する乙の甲への報告に当たっては、次に掲げる事項を速やかに口頭

又は電話等の方法で行うものとし事後、報告書（様式２）により甲に提出するものとする。 

⑴ 供給した棺等葬祭用品の品目、数量 

⑵ 供給した市町名・供給場所 

⑶ 従事者の氏名 

⑷ その他必要な事項 

（支払いの請求方法） 

第６条 乙は、協定第８条に規定する費用の請求を、積算根拠を示す業務実績表を添付した請求書に

より行うものとする。 

 

附   則 

この細目は、協定の締結日から効力を生ずるものとする。
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様式１ 

 

発     番 

年  月  日 

 

京都中央葬祭業共同組合理事長 様 

 

京都南部都市広域行政圏推進協議会 

                           会長 宇治市長 

 

 

災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協力要請書（第 報） 

 

 

 災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協定第２条に基づき、次のとおり協力を要請します。 

 

電話等による連絡日時 年  月  日   時  分 

要請する棺等葬祭用品の数

量、履行期日 

用品名及び数量 

 

 

 

期 日      年  月  日 

供給市町名及び供給場所 市町名 

 

 

場 所 

 

連絡担当者  

 

 

電 話 

備 考 
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資料 1-28 
災害時における飲料の供給等協力に関する協定書 

 

災害対策基本法（昭和３６年法律第 223 号）第２条第１号に規定する災害が京都南部都市広域行政

圏（宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山

崎町）において発生し、応急措置のため緊急に飲料の必要が生じた場合、その供給等について京都南

部都市広域行政圏推進協議会（以下「甲」という。）と近畿コカ・コーラボトリング株式会社（以下

「乙」という。）は、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲の地域防災計画（広域編）及び構成各市町の地域防災計画に基づき、京都南

部都市広域行政圏域で地震等による大規模災害が発生（以下「災害時」という。）し、被災者に飲

料等の供給等を円滑に行うため、乙との協力について必要な事項を定めるものとする。 

（協力の内容） 

第２条 甲は、乙に対し、次の事項について、協力を要請することができる。 

⑴ 災害時に被災者の応急救助が必要となった場合、甲乙協議のうえ決定した物流拠点における飲

料を供給すること。 

⑵ 乙が設置した災害対応型自動販売機の機内飲料を提供すること。 

２ 甲及び乙は、前項に定めのない事項について、相互に協力を要請することができる。 

（支援の要請手続き） 

第３条 前条の規定による要請は、災害緊急物資供給要請書（様式１）をもって行うものとする。た

だし、緊急を要するときは、口頭又は電話等をもって要請し、事後、速やかに文書を提出するもの

とする。 

（連絡体制等） 

第４条 甲及び乙は、緊急時の連絡体制及び連絡方法等について協議し、予め定めておくものとする。 

（経費の負担） 

第５条 第２条第１項第１号及び第２項に規定する事項に要した経費は、供給を受けた甲の構成市町

がその費用を負担とし、同条第１項第２号に規定する事項に要した経費は無償とする。 

（情報の交換） 

第６条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、必要に応じて、情報の交換を行うものとす

る。 

（協定の有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、有効期間満了の日の３０日前までに甲及び乙が協議し、異議のないと

きは、期間満了の日から起算して引き続き１年間効力を有するものとし、以後期間満了のときも同

様とする。 

（補足、協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲及び乙が協議の上、

これを定めるものとする。 
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この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙が記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成 19 年３月 27 日 

 

甲 宇治市宇治琵琶 33 

京都南部都市広域行政圏推進協議会 

会長 宇治市長 

 

乙  大阪府摂津市千里丘 7-9-31 

近畿コカ・コーラボトリング株式会社 

代表者 代表取締役社長 

 

 

※「様式１」は株式会社 平和堂のものを準用
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災害発生時における飲料の供給等協力に関する協定細目 

 

京都府南部都市広域行政圏推進協議会（宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・

久御山町・宇治田原町・井手町・大山崎町）（以下「甲」という。）、及び近畿コカ･コーラボトリン

グ株式会社（以下「乙」という。）が締結した、「災害発生時における飲料の供給等協力に関する協

定」（以下「協定」という。）については、次のとおり運用するものとする。 

 

第１ 甲が乙に対し供給協力を要請した場合、乙は、要請時点において保有する飲料について最大限

努力し、供給するよう協力するものとする。 

第２ 乙は、飲料の供給協力について、災害発生後、迅速・的確に実施できるよう体制整備を図るもの

とする。 

第３ 要請等の手続きに係る甲、及び乙の協定に関する連絡責任者は、窓口については、次のとおりと

する。 

 

①「甲」緊急連絡先 

第１連絡先 宇治市市長公室危機管理課長 

電 話 0774-39-9421 

ＦＡＸ 0774-39-9422 

第２連絡先 向日市市民生活部環境政策課長 

電 話 075-931-1111（代） 

ＦＡＸ 075-922-6587 

第３連絡先 八幡市総務部市民自治安全課長 

電 話 075-983-1111（代） 

ＦＡＸ 075-982-7988 

②「乙」の連絡先 

第１連絡先 近畿コカ･コーラボトリング株式会社 市場開発部 

電 話 06-6330-2104 

ＦＡＸ 06-6368-2381 

第２連絡先 近畿コカ･コーラボトリング株式会社 市場開発部京都担当 

携帯電話 090-2191-7198 

 

２ 前項の窓口に変更があった場合は、その都度、相互に文書で報告するものとする。 

第４ 協定第２条第１項第１号の規定による甲から乙に対する要請は、京都府及び京都市並びに近畿

コカ･コーラボトリング株式会社が締結している「災害時における飲料の提供等協力に関する協定」

により物流拠点飲料の提供要請をしていないときに限る。要請するときは、京都府と協議の後要請

するものとする。 

第５ 災害時に災害対応型自動販売機の機内飲料を提供する場合については、甲から乙に支援の要請

をした上で、甲が遠隔操作するものとする。 

第６ 災害時に災害対応型自動販売機のメッセージボードを活用する場合については、必要に応じて、

甲が操作し、災害情報等を表示させるものとする。 

２ 平常時については、甲において、時事ニュース等を表示させるものとし、必要に応じて、行政情報

の提供等に活用するものとする。 

第７ 甲、乙は協定の運用が円滑に行われるよう、必要に応じて、協議を実施するものとする。 

 

附  則 

この要領は、平成 19 年４月１日から施行する。 
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資料 1-29 
災害時における飲料の供給等協力に関する協定書 

 

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に規定する災害が京都南部都市広域行政

圏（宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山

崎町）において発生し、応急措置のため緊急に飲料の必要が生じた場合、その供給等について京都南

部都市広域行政圏推進協議会（以下「甲」という。）と樋口鉱泉株式会社（以下「乙」という。）は、

次のとおり協定を締結する。 

 

第１ 甲が乙に対し供給協力を要請した場合、乙は、要請時点において保有する飲料について最大限

努力し、供給するよう協力するものとする。 

第２ 乙は、飲料の供給協力について、災害発生後、迅速・的確に実施できるよう体制整備を図るも

のとする。 

第３ 要請等の手続きに係る甲、及び乙の窓口については、次のとおりとする。 

 

①「甲」緊急連絡先 

第１連絡先 宇治市市長公室危機管理課長 

電 話 0774-39-9421 

ＦＡＸ 0774-39-9422 

第２連絡先 向日市市民生活部環境政策課長 

電 話 075-931-1111（代） 

ＦＡＸ 075-922-6587 

第３連絡先 八幡市総務部市民自治安全課長 

電 話 075-983-1111（代） 

ＦＡＸ 075-982-7988 

②「乙」の連絡先 

樋口鉱泉株式会社         電 話 0774-22-1332 

ＦＡＸ 0774-24-7051 

 

２ 前項の窓口に変更があった場合は、その都度、相互に文書で報告するものとする。 

第４ 第２条第１項第１号の運搬については、甲の要請があった場合、乙が行うよう努める。 

第５ 災害時に災害対応型自動販売機の機内飲料を提供する場合については、甲から乙に支援の要請

をした上で、乙が予め災害対応型自動販売機設置する施設の管理者に鍵等を保管手渡し、甲の連絡

により操作するものとする。 

第６ 災害対応型自動販売機は、平常時防災の啓発をするものとする。 

第７ 甲及び乙は、協定の運用が円滑に行われるよう、必要に応じて、協議を実施するものとする。 

 

附  則 

この要領は、平成 19 年４月１日から施行する。 
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資料 1-30 
災害時における輸送車両提供の協力に関する協定 

 

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に規定する災害が京都南部都市広域行政

圏（宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山

崎町）において発生し、緊急的に災害応急対応や復興時に人員や物資輸送のため、車両が必要となっ

た場合における車両の提供について、京都南部都市広域行政圏推進協議会（以下「甲」という。）と

Ｆレンタリース（以下「乙」という。）は次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、甲の地域防災計画（広域編）及び構成各市町の地域防災計画に基づき、京都府

南部都市広域行政圏で地震等による大規模災害が発生（以下「災害時」という。）し、緊急応急対

策や災害復興時に甲が車両を必要とする場合、乙の車両提供協力に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時の応急対応や災害復興のための車両を必要とする時は、乙に対して車両（貸与）

提供の協力を要請するものとする。 

（要請手段） 

第３条 前条の規定による甲の要請は甲の会長が行う。ただし、災害の状態により甲の副会長又はこ

れに相当する者からも要請を行うことができる。 

２ 甲が乙に要請するに当たっては、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって連絡するものとし、

事後、甲は実施細目で定める車両提供の協力要請書を乙に提出するものとする。 

⑴ 要請を行った者の職名・氏名と担当者名 

⑵ 車両の提供を必要とする市町名及び場所 

⑶ 要請の理由 

⑷ 要請する車種及び台数 

⑸ 履行の期日及び場所 

⑹ その他必要な事項 

（提供） 

第４条 甲の要請により乙は速やかに必要車両を整え、優先的に提供するものとする。 

２ 乙は、要請に基づき、実施細目に定める場所又は甲の指示する場所へ車両を搬送するものとする。 

（実績報告） 

第５条 乙は、前条の規定により車両の提供を実施した場合は、次に掲げる事項を口頭又は電話等を

もって甲に報告するものとし、事後、乙は実施細目で定める災害時における輸送車両提供の協力実

績報告書を甲に提出するものとする。 

⑴ 提供した車両及び車両登録番号 

⑵ 履行の市町名及び場所 

⑶ 提供した日数及び走行距離 

⑷ その他必要な事項 

（費用の負担） 

第６条 甲の要請に基づき乙が実施した車両提供に係る費用については、無償提供とする。但し、提

供４日目以降は提供を受けた甲の構成市町がその費用を負担するものとする。 

（費用の請求） 

第７条 乙は、実施した車両の提供の協力実績を集計し、甲の構成市町毎にその支払いを請求するも
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のとする。 

（費用の支払い） 

第８条 甲の構成市町は、前条の規定に基づき乙から費用の支払いの請求があった場合は、速やかに

乙に支払うものとする。 

（費用の決定） 

第９条 甲が負担する費用については、災害発生時の直前における適正価格を基準として甲乙協議の

うえ決定するものとする。 

（通知） 

第１０条 甲は、災害時における円滑な輸送の協力が図られるよう、参集場所等に関して重要な変更

が生じた時は、その都度乙に通知するものとする。 

（実施細目） 

第１１条 この協定を実施するために必要な事項については、甲乙協議のうえ、実施細目で定めるも

のとする。 

（実施日） 

第１２条 この協定は、協定締結の日から実施する。 

（有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の２ヶ月前ま

でに、甲又は乙から書面による解約の申し出がない時は、なお１年間効力を有するものとし、以降

も同様とする。 

（協議） 

第１４条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、実施細目

に定めるもののほか甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

平成 17 年７月６日 

 

甲 京都府宇治市宇治琵琶 33 

京都南部都市広域行政圏推進協議会 

会長 宇治市長 

 

乙  京都府京田辺市三山木見尊田 16 

Ｆレンタリース株式会社 

 代表取締役会長 
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災害時における輸送車両提供の協力に関する協定実施細目 

 

（趣旨等） 

第１条 この実施細目は、災害時における輸送車両提供の協力に関する協定京都南部都市広域行政圏

推進協義会とＦレンタリース株式会社との協定（以下「協定」という。）第１１条の規定に基づき、

協定の実施に必要な手続きその他の事項を定めるものとする。 

２ この実施細目における用語の意義は、協定の例による。 

（要請手続） 

第２条 協定第３条第２項に規定する甲が乙に提出する災害時における輸送車両提供の協力要請書

（以下「要請書」という。）は、様式１のとおりとする。 

（要請連絡先） 

第３条 要請等の手続きに係る甲、及び乙の窓口については、次のとおりとする。 

①「甲」緊急連絡先 

第１連絡先 宇治市市長公室危機管理課長 

電 話 0774-39-9421 

ＦＡＸ 0774-39-9422 

第２連絡先 向日市市民生活部環境政策課長 

電 話 075-931-1111（代） 

ＦＡＸ 075-922-6587 

第３連絡先 八幡市総務部市民自治安全課長 

電 話 075-983-1111（代） 

ＦＡＸ 075-982-7988 

②「乙」の連絡先 

第１連絡先 Ｆレンタリース株式会社本社 

電 話 0120-37-8735 

ＦＡＸ 0774-68-2526 

第２連絡先 神戸空港営業所 

電 話 078-306-1134 

ＦＡＸ 078-306-1144 

第３連絡先 名古屋東営業所 

電 話 0561-55-3357 

ＦＡＸ 0561-55-3257 

（参集場所） 

第４条 協定第４条に規定する参集場所は、要請書に掲げる場所又は災害時に甲の指定する場所とし、

要望書に変更があった時は、甲はその都度これを乙に届け出ることとする。 

（車両提供実績報告書） 

第５条 協定第５条に規定する乙が甲に提出する災害時における輸送車両提供の協力実績報告書は、

様式２のとおりとする。 

（支払いの請求方法） 

第６条 乙は、協定第７条に規定する費用の請求を、実績一覧表を添付した請求書により行うものと

する。 

（実施日） 

第７条 この細目は、協定締結の日から効力を生ずるものとする。
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様式１ 

発     番 

年  月  日 

 

Ｆレンタリース株式会社 

代表取締役会長 様 

 

京都南部都市広域行政圏推進協議会 

会長 宇治市長 

 

災害時における輸送車両提供の協力に関する協定第３条第２項に基づき、次のとおり車両の提供協

力を要請します。 

 

 

要請を行った者の職名・           

氏名と担当者名及び連絡先 

 

 

 

電話 （   ）    － 

口頭・電話による連絡日時     年   月   日     時   分 

業務の提供を必要とする           

市 町 名 及 び 場 所           

市町名 

場 所 

要  請  理  由  

要 請 す る 車 種           

要 請 す る 車 両 台 数           

履 行 の 期 日 及 び 場 所            （期日）    年  月  日 ～    年  月  日（  日間） 

 （場所） 

備               考  

 

 

 

 

 

様式２ 略 
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資料 1-31 
災害時における支援協力に関する協定書 

 
 
 向日市（以下「甲」という。）とイオンリテール株式会社 近畿カンパニー（以下「乙」とい

う。）とは、次のとおり災害時等における支援協力に関する協定を締結する。 
 
 （目的） 
第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）に規定する災害（以下「災害」と

いう。）が発生し、又は発生する恐れがある場合において、甲から乙に対して行う支援協力の要

請に関し、その手続き等について定め、もって、災害応急対策及び災害復旧対策が円滑に実施さ

れることを目的とする。 
 （物資協力要請） 
第２条 甲は災害時における応急措置のため、緊急に物資等を調達する必要があると認めるとき

は、乙の保有する物資等の供給を要請できるものとする。 
 （協力の実施） 
第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、保有又は調達可能な物資を速やかに供給する。 
 （物資の範囲） 
第４条 甲が乙に要請する物資等は、次の各号に掲げるもののうち、乙が保有又は調達可能な物資

とする。 
⑴ 別表に掲げる物資 
⑵ その他、甲が指定する物資 

 （要請の方法） 
第５条 甲が前条に掲げる物資の供給を受けようとする時は、出荷要請書（様式第１号）をもって

乙に要請するものとする。但し、緊急を要するときは、口頭でもって申し出を行い、事後に出荷

要請書を提出するものとする。 
 （物資の引渡し） 
第６条 物資の運搬は、甲の指定する場所に、乙において搬送するものとし、甲は職員を派遣し、

調達物資を確認のうえ、これを引き取るものとする。 
２ 甲は、物資を確認後、速やかに納品確認書（様式第２号）を乙に提出するものとする。 
 （費用の負担） 
第７条 乙が供給した物資の代金及び運搬費用は、乙の請求に基づき、甲が負担するものとする。 
２ 甲は、前項の請求があったときは、その日から起算して 30日以内に支払わなければならない。

ただし、甲において予算上の措置を必要とする場合は、この限りではない。 

 （物資の価格） 

第８条 物資の価格は、災害が発生する直前における適正な価格とする。 
 （改正又は廃止） 
第９条 この協定の改正又は廃止は、甲又は乙が文書をもって１か月前以前に相手側に通知をしな

い限り、その効力を持続するものとする。 
（平時における協力） 

第１０条 甲、乙は、平常時においても連携を密にし、乙は、甲が実施する防災訓練等へ業務に支

障をきたさない範囲で参加・協力するものとする。 
 （協議） 
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第１１条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、その都

度、甲乙、協議して定めるものとする。 
この協定の成立を証するため本書を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自１通を保

有する。 
 

平成 30 年６月 14 日 

 
 
                           甲：京都府向日市寺戸町中野 20番地 
 
                     向日市長 
 
 
                           乙：大阪府大阪市福島区海老江１丁目１番 23 号 
                             イオンリテール株式会社近畿カンパニー 
                                         専務執行役員 
 
                         支 社 長 
 
 
 
 
別表 
■ 災害時の主な必要物資一覧表 

災害発生直後に必要な物資 
(概ね発災～３日間程度) 

その後に必要な物資 

食料品 
 おにぎり、パン類、カップ麺、飲料水、 
粉ミルク、缶詰(イージーオープン) 

 
生活必需品 
 毛布、紙おむつ、生理用品、哺乳瓶、 
 ラジオ、乾電池、懐中電灯、箸、スプーン、 
 使い捨て食器類、ラップ、固形燃料、 
 ウェットティッシュ、ゴミ袋、医薬品、 

衛生用品 
蚊取り線香(夏季) 

 使い捨てカイロ(冬季) 

食料品 
 精米、即席麺、パン類、レトルト食品、 
 調味料、菓子類、果物、離乳食、飲料 
 
生活必需品 
 タオル、肌着、履物、作業服、軍手、 
鍋、炊飯用具、簡易コンロ、カセットボンベ、 
石鹸、歯ブラシ、ティッシュペーパー、 
トイレットペーパー、防水シート、 
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様式第１号 

年   月   日  

 

イオンリテール株式会社近畿カンパニー 

支社長          様 

 

出荷要請書 

 

向日市長              

 

災害時における支援協力に関する協定書第５条に基づき、次のとおり物資の供給を要請します。 

納入場所 向日市 

納品希望日時      年    月    日（ ）午前・午後   時   分 

 

 物  資 数  量 
備考 

品目・規格・寸法 単位 数 量 

１ 
 

 

   

２ 
 

 

   

３ 
 

 

   

４ 
 

 

   

５ 
 

 

   

６ 
 

 

   

７ 
 

 

   

８ 
 

 

   

９ 
 

 

   

１０ 
 

 

   

＜特記事項＞  
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様式第２号 

年   月   日  

イオンリテール株式会社近畿カンパニー 

支社長          様 

納品確認書 

 

向日市長             

 

災害時における支援協力に関する協定書第６条第２項に基づき、納品を受けた物資について次の

とおり確認しました。 

納入場所 向日市 

納品日時      年    月    日（  ）午前・午後   時   分 

納入者 
 

 

受取者 
 

 

 物  資 数  量 
備考 

品目・規格・寸法 単位 数 量 

１ 
 

 

   

２ 
 

 

   

３ 
 

 

   

４ 
 

 

   

５ 
 

 

   

６ 
 

 

   

７ 
 

 

   

８ 
 

 

   

９ 
 

 

   

１０ 
 

 

   

＜特記事項＞ 
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資料 1-32 

災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 

 
向日市（以下「甲」という。）と株式会社ゼンリン（以下「乙」という。）とは、第１条第(1)号に

定める災害時において、乙が、乙の地図製品等（第２条に定義される）を甲に供給すること等につい

て、以下のとおり本協定を締結する。 
 
第１条（目 的） 

本協定は、以下各号の事項を目的とする。 
(1) 甲の区域内で災害対策基本法第２条第１号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場

合において、甲が災害対策基本法第 23 条の２に基づく災害対策本部（以下「災害対策本部」

という。）を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めるこ

と。 
(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄

与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。 
第２条（定 義） 

本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。 
(1)「住宅地図」とは、向日市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。 
(2)「広域図」とは、向日市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。 
(3)「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味

するものとする。 
(4)「ID 等」とは、ZNET TOWN を利用するための認証 ID 及びパスワードを意味するものとす

る。 
(5)「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及び ZNET TOWN の総称を意味するものとする。 

第３条（地図製品等の供給の要請等） 
１．乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を

供給するものとする。 
２．地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。 
３．甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書（以下「要請書」という。）

を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請で

きるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。 
４．乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。 
５．本条に基づく地図製品等の供給にかかる対価は、甲乙別途協議のうえ決定するものとする。 
第４条（地図製品等の貸与及び保管） 
１．乙は、第３条第１項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める

時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及び ID 等を甲に貸与するものとする。

なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。 
２．甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲の事務所内において、善良な

る管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更

新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当

該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。 
尚、引き取りをした旧版の住宅地図及び広域図については、乙により、適切に処理をするものと

する。 
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３．乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による住宅地図の保管・管理状況を確

認することができるものとする。 
第５条（地図製品等の利用等） 
１．甲は、第１条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策及び災害復旧・復興

にかかる資料として、第３条又は第４条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、

以下各号に定める利用を行うことができるものとする。 
(1)災害対策本部設置期間中の閲覧 
(2)災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製 

２．甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告す

るものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管・

管理するものとする。 
３．甲は、第１項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該防

災業務を統括する部署内において、広域図及び ZNET TOWN を利用することができるものとす

る。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET 
TOWN を利用する場合は、本協定添付別紙の ZNET TOWN 利用約款に記載の条件に従うもの

とする。 
第６条（情報交換） 

甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害

時に備えるものとする。 
第７条（有効期間） 

本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から１年間とする。但し、当該有効期間満了の３

ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更

に１年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。 
第８条（協 議） 

甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協

議し解決に努めるものとする。 
 
以上、本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各１通を保有

する。 
平成 28 年３月７日 

 
                    甲）京都府向日市寺戸町中野２０番地 
                       向日市長 
 

乙）株式会社ゼンリン 
                      神戸市中央区御幸通４丁目２番２０号 
                         三宮中央ビル１階 

                                        株式会社ゼンリン 関西第二エリア統括部長 
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【添付別紙】 
ZNET TOWN 利用約款 

 
第１条（定 義） 

本約款で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとします。 
(1)「ID 等」 
本サービスを利用するための認証 ID 及びパスワードをいいます。 

(2)「アクセス権者」 
対象機器を使用する甲の職員であり、かつ、ID 等を使って本システムにアクセスする者をいい

ます。 
(3)「対象機器」 
甲の庁内 LAN に接続された端末機器及び庁内業務での利用に限った端末機器をいいます。 

(4)「本サービス」 
乙がアクセス権者からの要求に応じて本システムから対象機器に対して本データを送信する

サービスをいいます。 
(5)「本システム」 
本サービスを提供するための乙が第三者に管理・運用を委託する WWW サーバ、回線、周辺機器

等の一連のシステムをいいます。 
(6)「本データ」 
本サービスにおいて乙から提供される住宅地図データ、道路地図データ、別記データ、一般種

アイコン、その他各種データをいいます。 
第２条（本約款の適用） 

本約款は、本協定書の内容の一部を構成するものとし、本サービスを甲が利用することに関する

一切に適用されるものとします。 
第３条（本サービスの内容） 

乙は、本サービスの内容を任意に、甲に事前通知することなく変更することができるものとしま

す。 
第４条（本サービスの中断・中止） 
１．乙は、本サービスの改善などの理由により、甲に対する事前の通知なく本サービス内容の変更、

追加、削除を行うことができるものとします。 
２．乙は、乙の事情により本サービスを中止する場合は、甲に事前に通知するものとします。 
３．乙は、甲が本約款に違反したときは、事前の催告を要することなく、本サービスの提供を中止す

ることができるものとします。 
第５条（本データの使用許諾） 

乙は、甲に対して、本データについて、以下の権利を非独占的に許諾します。 
(1) 対象機器上で閲覧すること。 
(2) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、対象機器に PDF 形式でダウンロードし、

当該ダウンロードした対象機器に保存し、当該保存した本データを甲の防災業務内で使用する

こと。 
(3) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、前号所定の対象機器が設置された部署

内における防災業務の目的において紙媒体に印刷出力すること（本号に基づき印刷出力した本

データを以下「印刷地図」という。）。 
第６条（甲の遵守事項） 
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甲は、以下の事項を遵守するものとします。 
(1) アクセス権者に限り、乙に本データの送信を求めさせること。 

(2) ID 等を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、第三者に使用又は利用

させないこと。 

(3) 乙の指定する利用環境を確保・維持すること。 

(4) 本条第(1)号のために、アクセス権者の認証にあたり、その仕組み、システム等について現

時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。 

(5) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データの一部でも複製、加工、改変、出力、抽

出、転記、送信その他の使用及び利用をしないこと。 

(6) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ（形態の如何を問わず、その全部又は一

部の複製物、出力物、抽出物その他の利用物を含む。）の一部でも有償無償を問わず、又は譲

渡・使用許諾、送信その他いかなる方法によっても第三者に使用させないこと。 

(7) 本データを印刷出力するにあたり以下の事項を遵守すること。但し、事前に乙の許諾を得

た場合はこの限りではないものとします。 
イ）印刷地図を第５条第(3)号所定の目的以外の目的で使用又は利用しないこと。 
ロ）乙の指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。 
ハ）印刷地図を製本、冊子、ファイリング等のまとめた形態又は印刷地図同士を貼り合わせた

形態にして使用及び利用しないこと。 
ニ）印刷地図を第三者に配布しないこと。 
ホ）印刷地図のサイズは A３判以下とすること。 

(8)本サービスの利用状況の記録（対象機器の台数、設置場所、アクセス権者の数等）を作成し、

かつ、乙が要請した場合には、これを閲覧又はコピーさせること。 
第７条（不保証及び免責） 
１．乙は、本サービス又は本データが完全性、正確性、非侵害等を有することを保証するものではな

いものとします。 
２．乙は、甲の本サービスの利用に伴い、甲又は第三者が被った損害について免責されるものとしま

す。 
第８条（権利の帰属） 

本サービス及び本データに関する知的財産権は乙又は乙に権利を許諾した第三者に帰属するも

のとします。 
第９条（その他） 

甲は、乙の書面による事前の承諾なくして、本約款に基づく本サービスの利用権を他に譲渡し又

は担保に供してはならないものとします。  
 
 

以 上 
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資料 1-33 
災害時における霊柩自動車輸送の協力に関する協定 

 

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１項に規定する災害が京都南部都市広域行政

圏（宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山

崎町）において発生し、多数の死者が集中的に出た場合における遺体の搬送について、京都南部都市

広域行政圏推進協議会（以下「甲」という。）と社団法人全国霊柩自動車協会（以下「乙」という。）

は次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、災害時に多数の死者が発生した場合の甲が行う遺体搬送について、乙の輸送業

務の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時の遺体搬送のための車両を必要とする時は、乙に対して輸送業務の協力を要請

するものとする。 

（要請手段） 

第３条 前条の規定による甲の要請は甲の会長が行う。ただし、災害の状態により甲の副会長又はこ

れに相当する者からも要請を行うことができる。 

２ 甲が乙に要請するに当たっては、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって連絡するものとし、

事後、甲は実施細目で定める霊柩自動車輸送の協力要請書を乙に提出するものとする。 

⑴ 要請を行った者の職名・氏名と担当者名 

⑵ 輸送業務の提供を必要とする市町名及び場所 

⑶ 要請の理由 

⑷ 要請する車両台数 

⑸ 履行の期日及び場所 

⑹ その他必要な事項 

（輸送業務） 

第４条 甲の要請により乙は速やかに輸送体制を整え、遺体の輸送業務にあたるものとする。 

２ 乙の協会員は、要請に基づき、実施細目に定める参集場所又は甲の指示する参集場所へ参集する

ものとする。 

（輸送協力実績報告） 

第５条 乙は、前条の規定により輸送業務を実施した場合は、次に掲げる事項を口頭又は電話等をも

って甲に報告するものとし、事後、乙は実施細目で定める霊柩自動車輸送の協力実績報告書を甲に

提出するものとする。 

⑴ 従事した車両及び車両登録番号 

⑵ 輸送業務の従事者の氏名 

⑶ 履行の市町名及び場所 

⑷ 従事した日数及び走行距離 

⑸ その他必要な事項 

（費用の負担） 

第６条 甲の要請に基づき乙が実施した輸送業務に係る費用については、業務の提供を受けた甲の構

成市町がその費用を負担するものとする。 

（費用の請求） 

第７条 乙は、協会員の実施した輸送業務の協力実績を集計し、甲の構成市町毎にその支払いを請求



                     1-81                  資料編 

するものとする。 

（費用の支払い） 

第８条 甲の構成市町は、前条の規定に基づき乙から費用の支払いの請求があった場合は、速やかに

乙に支払うものとする。 

（費用の準定） 

第９条 甲が負担する費用については、災害発生時の直前における近畿運輸局長への届出運賃を基準

として甲乙協議のうえ決定するものとする。 

（職員の同乗等） 

第１０条 甲は、必要に応じ、乙の輸送車両に職員を同乗させることができるものとする。 

２ 乙が輸送業務を実施しようとする時は、必要に応じ、甲に職員の同乗を要請することができる。 

（通知） 

第１１条 甲は、災害時における円滑な輸送の協力が図られるよう、参集場所等に関して重要な変更

が生じた時は、その都度乙に通知するものとする。 

（実施細目） 

第１２条 この協定を実施するために必要な事項については、甲乙協議のうえ、実施細目で定めるも

のとする。 

（実施日） 

第１３条 この協定は、協定締結の日から実施する。 

（有効期間） 

第１４条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の２ケ月前ま

でに、甲又は乙から書面による解約の申し出がない時は、なお１年間効力を有するものとし、以降

も同様とする。 

（協議） 

第１５条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、実施細目

に定めるもののほか甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

平成 17 年３月 25 日 

 

甲 京都府宇治市宇治琵琶 33 

京都南部都市広域行政圏推進協議会 

会長 宇治市長 

 

乙 大阪市城東区関目 1-21-19 

社団法人全国霊柩自動車協会 

 近畿支部連合会会長 
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災害時における霊柩自動車輸送の協力に関する協定実施細目 

 

（趣旨等） 

第１条 この実施細目は、災害時における霊柩自動車輸送の協力に関する京都南部都市広域行政圏推

進協議会と社団法人全国霊柩自動車協会との協定（以下「協定」という。）第１２条の規定に基づ

き、協定の実施に必要な手続きその他の事項を定めるものとする。 

２ この実施細目における用語の意義は、協定の例による。 

（要請手頃き） 

第２条 協定第３条第２項に規定する甲が乙に提出する霊柩自動車輸送の協力要請書（以下「要請書」

という。）は、様式１のとおりとする。 

（協会員の名簿） 

第３条 乙は協定第４条に規定する業務に協力するために、事前に指定する乙の協会員名簿を甲に届

け出ることとし、変更があった場合もその都度これを甲に届け出ることとする。 

（参集場所） 

第４条 協定第４条に規定する参集場所は、要請書に掲げる場所又は災害時に甲の指定する場所とし、

要請書に変更があった時は、甲はその都度これを乙に届け出ることとする。 

（輸送協力実績報告書） 

第５条 協定第５条に規定する乙が甲に提出する霊柩自動車輸送の協力実績報告書は、様式２のとお

りとする。 

（支払いの請求方法） 

第６条 乙は、第７条に規定する費用の請求を、積算根拠を示す輸送業務実績一覧表を添付した請求

書により行うものとする。 

（実施日） 

第７条 この細目は、協定締結の日から効力を生ずるものとする。 
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様式１ 

第      番 

年  月  日 

 

霊柩自動車輸送の協力要請書 

 

（社）全霊協 近畿支部連合会 

会長                     様 

 

京都南部都市広域行政圏推進協議会 

会長 宇治市長 

 

災害時における霊柩自動車輸送の協力に関する協定第３条第２項に基づき、次のとおり遺体の輸送

協力を要請します。 

 

 

要請を行った者の職名・           

氏名と担当者名及び連絡先 

 

 

 

電話 （   ）    － 

口頭・電話による連絡日時     年   月   日     時   分 

業務の提供を必要とする           

市 町 名 及 び 場 所           

市町名 

場 所 

要  請  理  由  

要 請 す る 車 種           

要請する車両台数           

履行の期日及び場所            （期日）   年  月  日 ～   年  月  日（  日間） 

 （場所） 

備               考  

様式２ 略 



資料編                  1-84 

資料 1-34 
災害時における避難所の相互利用に関する協定書 

 

 向日市（以下「甲」という。）と長岡京市（以下「乙」という。）は、向日町南山急傾斜地崩壊危

険区域で、土砂災害、地震、風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害

時」という。）において、甲又は乙がその地域防災計画に基づき開設する一時避難所（以下「避難所」

という。）を付近の住民の避難所として相互利用するため、次のとおり協定を締結する。 

 （相互利用する避難所） 

第１条 甲及び乙は、この協定に定めるところにより、次に掲げる避難所を相互利用するものとする。 

⑴ 甲が開設する避難所 

ア 向日市立向陽小学校 

イ 向日市向日コミュニティセンター 

⑵ 乙が開設する避難所 長岡京市立滝ノ町保育所 

 （利用の要請） 

第２条 甲又は乙は、災害時において前条に掲げる避難所のうち他の一方が開設する避難所の利用を

一時的に必要とするときは、避難所の開設及び利用について協議し、次に掲げる事項を記載した避

難所利用要請書（様式）により要請するものとする。 

⑴ 災害の状況 

⑵ 利用を要請する日時 

⑶ 利用を要請する避難所の名称及び収容人員 

⑷ 甲又は乙が派遣する職員の職及び氏名 

⑸ その他避難所の開設及び利用に必要な事項 

２ 前項の規定にかかわらず、避難所利用要請書により要請する暇がないときは、口頭により要請す

ることができる。この場合において、甲又は乙は、可及的速やかに、避難所利用要請書を提出する

ものとする。 

 （利用の承認） 

第３条 甲又は乙は、前条の規定による要請を受けたときは、特別の理由がない限り、他の一方がそ

の責任において避難所を利用することを承認するものとする。 

 （避難所の運営） 

第４条 この協定書に基づき、甲又は乙が他の一方が開設する避難所に収容することができる避難住

民は、災害時において住居を失い、又は失うおそれがある者とする。 

２ 甲及び乙は、災害のおそれがなくなり、又は避難住民の移動が可能となったときは、他の一方が

開設した避難所に収容している避難住民を当該避難住民の居住地の避難所に移動させ、収容するも

のとする。 

 （経費の負担） 

第５条 避難所の開設に係る光熱水費、人件費その他の経費は、当該避難所を開設する市が負担する

ものとする。 

 （協議） 

第６条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度甲乙協議の上定める

ものとする。 

 （有効期間） 
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第７条 この協定は、平成 18 年 10 月 20 日から甲又は乙が文書をもって解除を申し入れるまで、そ

の効力を有する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自１通を保有するものと

する。 

 

平成 18 年 10 月 20 日 

 

（甲）  向日市寺戸町中野 20 番地 

      向日市長 

 

（乙）  長岡京市開田一丁目１番１号 

                         長岡京市長
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様式 

 

第     号 

年  月  日 

 

  ○○○○市長 ○○○ ○○○ 様 

 

 

                       ○○○○市長  ○○○ ○○○  

 

避 難 所 利 用 施 設 要 請 書 

 

  災害時における避難所の相互利用に関する協定書第２条の規定に基づき、次のとおり 

 避難所の利用を要請します。 

 

１ 災害の状況 

 

 

  

 

  

 

 ２ 利用を要請する日時（避難日時） 

年  月  日（ ）    時   分 

～ 

年  月  日（ ）    時   分 

 

 ３ 避難所の名称及び収容人員 

   名称  甲が開設する避難所   向日市立向陽小学校         名 

                   向日コミュニティセンター      名 

       乙が開設する避難所   長岡京市立滝ノ町保育所       名 

 

 ４ 派遣職員 

   （所属）        （職）        （氏名）         

 

 ５ その他必要事項 

   市担当者： （所属）            （職）           

         （氏名）            （電話）          
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資料 1－35 

災害時における輸送業務に関する協定 

 

 向日市（以下「市」という。）と都タクシー株式会社（以下「都タクシー」という。）との間に

おいて、災害時における人員等の輸送について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、向日市内において、災害等が発生し、または発生するおそれがある場合（以 

下「災害時」という。）に、市から都タクシーに対して行う支援協力の要請に関し、その手続き

を定め、災害応急対策を円滑に遂行することを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 市は、災害時において、都タクシーに対して次に掲げる事項について協力を要請するこ 

とができる。 

⑴ 一般貸切旅客自動車(以下「事業用自動車」という。)による災害時要配慮者等の輸送業務 

   ・災害時要配慮者の定義 

    協定における事業用自動車の旅客の対象者である災害時要配慮者とは、災害時に、その 

    状況に応じて適切かつ迅速に行動することができない市民のうち、病人、負傷者、妊産 

    婦、障がい者及び高齢者等とする。 

２ 都タクシーは、市から要請を受けたときは、公共輸送機関としての責務を十分に自覚し、や 

むを得ない事由のない限り、通常業務に優先して輸送業務等の協力を行うものとする。 

３ １項の要請により人員を輸送する避難所等は、向日市地域防災計画に定める指定避難所のほか、

市が指定する避難場所とする。 

（要請の方法） 

第３条 前条の要請は、文書（第１号様式）により行うものとする。ただし、緊急を要する場合 

は、電話等により支援要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。 

（事業用自動車の供給手続） 

第４条 市は、都タクシーから事業用自動車供給の協力を受け事業用自動車を運行したときは、 

供給の協力が完了した後、速やかに使用状況について事業用自動車使用確認通知書（第２号様 

式）により都タクシーに通知するものとする。 

２ 都タクシーは、市から要請を受け事業用自動車を運行し、前項の通知を受けたときは、事業 

用自動車使用報告書（第３号様式）により、市に報告するものとする。 

（経費の負担） 

第５条 市は、市の使用に係る事業用自動車の経費（燃料費及び人件費等の実費負担額）を負担する。 

２ 都タクシーは、前項の規定により、実費負担額が確定したときは、経費明細書等を作成し、市か

ら通知された事業用自動車使用確認通知書を添付のうえ、経費を請求するものとする。 

３ 市は、前項の請求があったときは、その日から起算して３０日以内に、経費を支払わなければな

らない。ただし、経費の支払いに予算上の措置を必要とする場合は、この限りではない。 

（事故等） 

第６条 都タクシーの供給した事業用自動車が故障その他の理由により運行の継続が困難な場合は、

都タクシーは、速やかに当該事業用自動車を交換のうえ、引き続き供給協力を行うものとする。 

２ 都タクシーは、その事業用自動車の運行に際し、事故が発生したときは、市に対し、事業用自

動車事故報告書（第４号様式）により速やかにその状況を報告するものとする。 

（旅客及び第三者に対する責任等） 
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第７条 都タクシーは、第２条により要請された業務の運行に際し、都タクシーの責に帰する理由

により、旅客及び第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。また、その際

に生じた業務従事者に対する災害補償も都タクシーが負うものとする。 

（損害賠償） 

第８条 市は、その責めに帰する理由により、使用中の事業用自動車を損傷し、又は滅失したときは、

都タクシーに対しその損害を賠償する。 

（災害補償） 

第９条 この協定に基づいて協力業務に従事した都タクシーが雇用する運転者が、本業務において負

傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、都タクシーが対応するも

のとする。 

（車両の通行） 

第１０条 市は、都タクシーが第２条により要請された業務の運行に際し、車両を緊急又は優先車

両として通行できるように可能な範囲で支援するものとする。 

（防災訓練等への参加） 

第１１条 都タクシーは、平常時においても市が実施する防災訓練等へ業務に支障をきたさない範

囲で参加するものとする。 

（期間及び改廃） 

第１２条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、市または都タクシーが、この協

定を改正し、または廃止しようとするときは、その３か月前までに相手方に文書をもって通知し

なければならない。 

２ 協定の終了を通知しない限り、その効力は継続するものとする。 

（協議） 

第１３条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、両者が協議し決定

する。 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、市、都タクシー両者押印の上、各１通を保

有する。 

 

 

平成２８年２月１９日 

 

京都府向日市寺戸町中野２０番地 

京都府向日市長 

 

京都市南区上鳥羽塔ノ本３０番地２ 

都タクシー株式会社 

                  代表取締役社長 
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資料 1-36 
京都南部都市災害時相互応援協定書 

 

（主旨） 

第１条 この協定は、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、久御山町、宇治田原

町、井手町、大山崎町（以下「協定市町」という。）において災害が発生し、災害を受けた市町（以

下「被災市町」という。）独自では十分な応急対策及び復旧対策が実施できない場合に、災害対策

基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 67 条第１項の規定に基づく市町相互の応援（以下「応援」と

いう。）を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。 

（連絡体制） 

第２条 協定市町は、あらかじめ相互応援のための連絡窓口を定め、災害が発生した場合には、速

やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。 

（応援の内容） 

第３条 応援の内容は、次の各号に掲げるものとする。 

⑴ 物資等の提供及び斡旋並びに人員の派遣 

ア 食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供及び斡旋 

イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材の提供及び斡旋 

ウ 応援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供及び斡旋 

エ 救援及び応急措置に必要な医療職、技術職、技能職員の派遣 

⑵ 被災者の一時収容のための施設の提供及び斡旋 

⑶ 清掃、防疫その他保健衛生のために必要な車両、施設の提供及び斡旋 

⑷ 緊急離発着場等の救護拠点の相互利用、緊急輸送路の共同啓開等必要な措置 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、特に要請がある事項 

（応援要請の手続き） 

第４条 応援を要請しようとする被災市町は、次の事項を明らかにし、他の協定市町と十分な連絡調

整を行い、第８条に定める連絡担当部局を通じて、電話又は電信により応援を要請するものとする。

この場合において、被災市町は必要事項を記載した文書を後日、速やかに協定市町に送付しなけれ

ばならない。 

⑴ 被害の状況 

⑵ 前条第 1号から第 3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

⑶ 応援場所及び応援場所への経路 

⑷ 応援の期間 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援の実施） 

第５条 応援を要請された協定市町は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、極力これに応

じ応援活動に努めるものとする。 

２ 激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市町との連絡がとれない場合には、被災市町以外

の協定市町相互が連絡調整し、自主応援活動を行うことができる。 

３ 応援を行うとする協定市町は、他の協定市町と十分な連絡調整を行うものとする。 

（応援経費の負担） 

第６条 応援に要した経費は、原則として被災市町の負担とする。ただし、これによりがたい場合は、

被災市町と協定市町が協議して別に定めるものとする。 

２ 被災市町が負担すべき費用を支弁するいとまがない場合は、応援した協定市町が一時繰替支弁す
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るものとする。 

（自主的な応援） 

第７条 被災市町との連絡が取れない場合又は甚大な被害が予想される場合には、被災市町以外の協

定市町は、自主的に職員を派遣し、被災市町の被害状況等の情報を収集するとともに、当該情報に

基づいて必要な応援を行うことが出来るものとする。 

２ 前項の応援については、被災市町から応援の要請があったものとみなす。この場合において、被

災市町の情報収集に要した経費については、前条の規定にかかわらず自主的に職員を派遣した協定

市町の負担とする。 

（連絡担当部局） 

第８条 協定市町は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速

やかに情報を相互に交換するものとする。 

（京都南部都市広域防災連絡会の設置） 

第９条 協定市町は、この協定に基づく応援の推進及び円滑な実施のため、京都南部都市広域防災連

絡会（以下「連絡会」という。）を設置する。 

２ 連絡会の所掌事務は、規約により定める。 

３ 連絡会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

（その他） 

第１０条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

２ この協定に定めのない事項については、協定市町が協議して定めるものとする。 

 

 附  則 

 １ この協定は平成 22年４月１日から施行する 

 ２ この協定を証するため、本協定書 10 通を作成し、各協定市町は記名押印のうえ、各一通を保

管するものとする。 

 ３ この協定は、京都南部都市広域行政圏推進協議会広域防災連絡会の一部を引き継ぐものとする。 

 

平成 22 年４月１日 

 

宇 治 市 長         ㊞   京 田 辺 市 長         ㊞  

城 陽 市 長         ㊞   久 御 山 町 長         ㊞  

向 日 市 長         ㊞   宇 治 田 原 町 長         ㊞  

長 岡 京 市 長         ㊞   井 手 町 長         ㊞  

八 幡 市 長         ㊞   大 山 崎 町 長         ㊞  



                     1-91                  資料編 

資料 1-37 

災害時における避難所等施設利用に関する協定 

 

 向日市（以下「甲」という。）と京都府立向陽高等学校（以下「乙」という。）は、災害発生時

において、避難場所及び避難所（以下「避難所等」という。）としての施設利用に関して、次のと

おり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時において甲が乙の管理する施設の一部を、避難所等として利用するこ

とについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（避難所等の使用施設） 

第２条 甲は、災害時において避難所等として開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所を開

設することができる。ただし、乙が被災し、避難所等として使用不能となったときはこの限りで

はない。 

（使用の態様） 

第３条 前条に定める避難所等としての使用は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の

４第７項に定める目的外使用とし、次の各号に定める場合に、乙はその使用について特段の支障

のない限りにおいて了承するものとする。 

⑴ 甲が災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）（以下「災対法」という。）第 60 条１項に

定める避難勧告又は避難の指示を発したとき。 

⑵ 甲が災害対策本部を設置し、住民を保護する必要があると判断したとき。 

⑶ 甲が災対法第 86 条の８第３項及び第 86条の９第５項に基づき被災住民を受け入れるとき。 

２ 前項の使用については、特段の理由のない限り、京都府行政財産使用料条例（昭和 39 年京都府

条例第 38号）第３条第１号及び第３号により、使用料を免除するものとする。 

（開設の通知） 

第４条 甲は、前条に基づき避難所等を開設する際、事前に乙に対しその旨を、文書または口頭で

通知するものとする。 

２ 甲は、避難所等の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、乙の承認した施設を

避難所等として開設することができるものとする。ただし、できるだけ早い時期に、甲は、乙に

対し開設した旨通知するものとする。 

（避難所等の管理） 

第５条 甲は、前条に定める使用をしようとするときは、施設の開錠及び避難所等の管理運営のた

めの要員を直ちに派遣しなければならない。 

２ 避難所等の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 

３ 避難所等の管理運営については、乙は甲に協力するものとする。 

（開設期間） 

第６条 避難所等の開設期間は、原則として災害発生の日から７日以内とし、被災者が自宅に帰宅

するまで又は甲が指定する施設に移動するまでの期間とする。ただし、状況により期間を延長す

る必要がある場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

（避難所等解消への努力） 

第７条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所等の早期解消

に努めるものとする。 

（避難所等の終了） 
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第８条 第３条に定める使用が終了したときは、甲は乙の敷地、施設、設備、備品等すべて原状に

復したうえで、乙に返還しなければならない。 

（鍵等の事前管理） 

第９条 乙は、甲と協議の上、必要に応じて第２条に定める施設の鍵を貸与し、甲は、これを善良

なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により管理者を定めたときは、乙に対し、速やかに報告するものとする。 

３ 第１項に要する経費は、甲の負担とする。 

４ 第１項に定める事前管理のため、乙は、鍵等を変更した場合は速やかに甲に連絡するものとす

る。また、甲は、毎年１回以上、乙に対し変更等について確認することとする。 

（協定の期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 26 年３月 31 日までとする。ただし、有

効期間終了の日の１月前までに、甲又は乙いずれからも何ら意思表示がないときは、有効期間終

了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長され、以後同様とする。 

（その他） 

第１１条 この協定に定めのない事項で、必要があるときは、甲乙協議のうえ対処するものとす

る。 

 

 

この協定の締結を証するため、正本２通を作成し、甲及び乙が各１通を保持するものとする。 

 

 

平成 26 年３月 28 日 

 

（甲） 向日市寺戸町中野 20番地 

      向日市長 

 

       （乙） 京都府立向陽高等学校 
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資料 1-38 

災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定 

 

向日市（以下「市」という。）と【施設管理者】（以下「施設管理者」という。）は、福祉避難

所の設置及び運営に係る協力について、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、向日市内に災害対策基本法（昭和36年法律223号）第２条第１号の災害が発生

した場合において、市が施設管理者に対して福祉避難所の設置運営に関する協力を要請するにあ

たり必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 

第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、通常の避難所では避難生活が困難な援護を要する

状態にある者（以下「要援護者」という。）のために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び運営並びに受け入れた要援護者に対する日常

生活上の支援（相談等を含む。）とする。 

（対象者） 

第３条 この協定による援護の対象者は、福祉施設又は医療機関に入所又は入院するに至らない在

宅の要援護者で、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。 

（協力の要請） 

第４条 市は、災害時において、対象者の存在を把握した場合は、施設管理者に対し、当該対象者

の受入れを要請するものとする。 

２ 施設管理者は、市からの要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。 

（要援護者等の受入れ等） 

第５条 施設管理者は、前条の規定による市の要請を受け入れることが可能と判断したときは、速

やかに要援護者の受入体制を整え、受け入れることができる要援護者の人数等を市に報告するも

のとする。 

２ 市は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に避難させる要援護者を特定し、これを施設管

理者に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要援護者の状況報告、必要な処遇の協議等は、市及び施設管理者が連

携して行うものとする。ただし、緊急の場合においては、この限りではない。 

４ 要援護者を介助する者については、当該要援護者とともに福祉避難所に避難させることができ

るものとする。 

（開設期間等） 

第６条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、期間の延長が必要

な場合は市及び施設管理者は協議の上、延長することができるものとする。 

２ 施設管理者は、前項の開設期間中は、福祉避難所の施設管理のため可能な範囲で当直者を配置

するものとする。  

３ 前項の当直者を施設管理者が配置できない場合については、市は適切な者を選定し、その職に

あたらせるものとする。  

（対象者の移送） 

第７条 市の要請に基づき、施設管理者が受入れを了承した場合、福祉避難所への対象者の移送

は、当該対象者の家族若しくは支援者が行い、又は当該福祉避難所の従事者が消防団、警察、福

祉タクシー事業者等の協力を得て実施する。 

（必要な物資の調達及び人的支援）  
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第８条 市は、避難した要援護者に係る必要な物資の調達に努めるものとする。  

２ 施設管理者は、前項に定める物資の調達について、市と連携の上、可能な範囲で協力するもの

とする。 

３ 施設管理者は、要援護者の生活支援、相談等を実施できるよう、介護支援者等の確保及び配置

に努めるものとする。 

４ 市は、前項に定める介護支援者等の確保及び配置を支援するものとする。  

（経費の負担） 

第９条 市は、施設管理者に対し、福祉避難所の設置及び運営管理に係る経費について、災害救助

法（昭和22年法律第118号）その他関連法令等の定めるところにより、所要の実費を負担するもの

とする。 

（福祉避難所の早期閉鎖への努力） 

第１０条 市は、施設管理者が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉避

難所の早期閉鎖に努めるものとする。 

（個人情報の保護） 

第１１条 施設管理者は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た要援護者又はその家

族等の固有の情報を第７条に規定する場合のほか、市以外の者に漏らしてはならない。 

２ 前項に規定する個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなけれ

ばならない。  

（権利義務の譲渡等の制限） 

第１２条 施設管理者は、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継さ

せ、又はその権利を担保に供してはならない。 

（関係書類の保管  

第１３条 施設管理者は、この協定に関する書類等を事業所に整備するほか、事業実施後５年間は

これを保管しなければならない。 

（協定の解除） 

第１４条 市は、施設管理者がこの協定に基づく指示に違反したことにより、この協定の目的を達

成することができないと認めるときは、これを解除できるものとする。 

（協定締結期間） 

第１５条 この協定の締結期間は協定締結後１年間とし、市、施設管理者いずれかより異議の申し

出がない限り、毎年自動更新されるものとする。 

（協議） 

第１６条 この協定に定める事項その他業務上の必要な事項について疑義が生じた場合は、市と施

設管理者が協議の上、解決に努めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、市、施設管理者双方記名押印の上、各自１通

を保有するものとする。 

 

平成25年11月１日 

向日市 

           社会福祉法人向陽福祉会 

           社会福祉法人向日春秋会 
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資料 1-39 

向日市自治会等自主防火防災用器具設置事業補助規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、向日市補助金等交付規則（平成 20 年規則第９号）及びこの規則の定めるとこ

ろにより、火災、地震等の災害に備え、市民による自主防火防災組織の活動を推進するための防火

防災用器具を設置する者に対し、補助金の交付を行い、もって市民の防火防災意識の高揚及び普及

を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 補助金交付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する地域で組織する自主防火防災組織と

する。 

⑴ 戸数が 10以上の自治会、町内会又は隣組 

⑵ 前号に掲げる地域のほか、市長が特に必要と認めた地域 

（対象事業） 

第３条 この規則により補助を行うことのできる事業は、次のとおりとする。 

⑴ 別表に掲げる防災用器具の設置事業（以下「防災用器具設置事業」という。） 

⑵ 消火器の設置又は格納箱の設置事業（住戸内に設置する場合及び共同住宅、寄宿舎又はこれら

に準ずる建物の所有者が、当該共同住宅、寄宿舎又はこれらに準ずる建物に設置する場合を除く。

以下「消火器設置事業」という。） 

⑶ 消火訓練によって消火薬剤を使用した消火器の薬剤の詰め替え事業（以下「消火薬剤詰替事業」

という。） 

（補助金の額） 

第４条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、次の各号に掲げる事業の区分によ

り当該各号に定めるところによる。 

⑴ 防災用器具設置事業 当該事業に要する費用の２分の１以内とし、年間 200,000 円を限度とす

る。 

⑵ 消火器設置事業 当該事業に要する費用の２分の１以内 

⑶ 消火薬剤詰替事業 当該事業に要する費用のうち消火薬剤の材料費に相当する額 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、代表者を定め、自主防火防災用器具設置事業補助金交

付申請書（様式第１号）に自主防火防災組織規約を添えて市長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の申請があったときは、交付の可否及び補助金の額を決定し、自主防火防災用

器具設置事業補助金交付決定（却下）通知書（様式第２号）により申請者に通知しなければならな

い。 

（自主防火防災用器具の設置） 

第７条 前条の補助金交付の決定を受けた者は、防火防災用品販売業者と契約し、設置するものとす

る。 

２ 前項の設置が完了したときは、自主防火防災用器具設置完了届出書（様式第３号）を、市長に提

出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第８条 市長は、前条の完了届出書の提出があったときは、直ちに検査を行い、検査合格後、補助金

を交付するものとする。 
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（委任） 

第９条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

（向日市消火器設置事業補助規則の廃止） 

２ 向日市消火器設置事業補助規則（昭和 49 年規則第３号。以下「旧規則」という。）は、廃止す

る。 

（旧規則の廃止に伴う経過措置） 

３ この規則の施行の際、現に旧規則第５条の規定による交付申請をしている者の補助金の交付決定

及び額については、なお従前の例による。 

   附 則（平成 13年３月 30 日規則第 11号） 

この規則は、平成 13 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 24年３月 19 日規則第 6号） 

 この規則は、平成 24年４月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

補助の対象となる防火防災用器具一覧表 

水バケツ 

  ヘルメット 

  メガホン 

  携帯マイク 

  ライト 

  担架（二つ折） 

  防水シート 

  一輪車 

  スコップ（剣先） 

  ツルハシ 

  バール 

  ノコギリ 

  器具保管庫 

  その他 特に市長が必要と認めるもの 
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資料１-40 

福祉避難所の開設・運営に関する申し合わせ 

 

乙訓福祉施設事務組合（以下「組合」という。）と向日市、長岡京市、大山崎町（以下「２市１町」

という。）は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）及び災害救助法（昭和 22 年法律 118 号）

に基づく福祉避難所の開設・運営について、次のとおり申し合わせる。 

 

（開設要請） 

第１条 災害時、２市１町は、組合に対して、組合の管理運営する次の施設（以下「各施設」という。）

に福祉避難所を開設することをそれぞれ要請できるものとする。 

施設名 所在地 

乙訓若竹苑 京都府長岡京市井ノ内西ノ口１７－８ 

乙訓ポニーの学校 京都府長岡京市井ノ内西ノ口１７－８ 

２ 前項による要請があった場合、組合はこれに応じるものとする。 

（避難者の受入） 

第２条 各施設の避難者収容人数は、原則、次のとおりとする。 

施設名 収容人数 備考 

乙訓若竹苑 70 名 左記人数には要配慮者に付き添う家族等の

人数も含む。 乙訓ポニーの学校 50 名 

  ※収容人数は１人約２～４㎡を基準として算出 

２ 各施設における２市１町から受入可能な避難者数の目安は、各市町の人口割合（直近の 10 月１

日現在住民基本台帳の人口）に応じるものとする。 

３ ２市１町からの避難者数が前項に定める目安を上回る場合は、各市町の被災の状況に応じて、組

合と２市１町が別途調整する。 

（対象避難者） 

第３条 各施設の受入対象避難者は、原則、障がいのある者で、障がいの特性により一般の避難所で

は生活困難な者（要配慮者）及び当該要配慮者に付き添う家族等とする。 

２ ２市１町が、前項に定める者以外の避難者を各施設に避難させる場合は、あらかじめ組合に当該

避難者（要配慮者）が必要とする支援の態様を伝え、時期・方法等について調整するものとする。 

３ 医療的支援の必要な避難者（要配慮者）については、付き添う家族等が対応できる者は受け入れ

るものとする。 

（運営） 

第４条 ２市１町は、各施設における福祉避難所の開設及び閉鎖を決定し、対象者の入退所の調整な

ど必要な管理を行うものとする。 

２ 組合は、避難者の生活に必要な援助（食事の提供、生活必需品の給貸与などを含む。）を行い、

福祉避難所を運営するものとする。なお、具体的な運営方法については、組合と２市１町が別途協

議して定めるものとする。 

３ 組合は、災害時に福祉避難所を円滑に運営することができるよう訓練を実施するとともに、必要

最小限の物資の備蓄に努めるものとする。 

４ ２市１町は、各施設における福祉避難所の運営に必要な物資の支援を行うものとする。 

（費用負担） 

第５条 福祉避難所の開設・運営に関する費用は、２市１町が、原則、各市町からの延べ避難者数に

応じて、負担するものとする。 
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（その他） 

第６条 この申し合わせに定めるもののほか、福祉避難所の開設・運営に関して必要な事項は、組合

と２市１町が協議の上、別途定めるものとする。 

 

 この申し合わせを証するため、本書４通を作成し、管理者・各市町長が記名押印の上、それぞれ１

通を保有する。 

 

 平成 27年１月 30日 

 

乙訓福祉施設事務組合管理者 

向日市長 

長岡京市長 

大山崎町長 
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資料１－41 

京都市及び向日市「新市街地ゾーン」地域防災に関する協定 

 

 イオンモール株式会社（以下「甲」という。）と京都市（以下「乙」という。）及び向日市（以下

「丙」という。）は、甲が所有するイオンモール京都桂川が、乙及び丙の「新市街地ゾーン」に立地

することから、当該地域における地域防災の推進に資するため、次のとおり協定を締結する。 

 

１．協定の目的 

   甲及び乙・丙は、甲がイオンモール京都桂川を置く「新市街地ゾーン」における防災意識及び防

災性の向上を図るために連携し、相互に協力することを確認する。 

 

２．甲の役割 

   甲は、当該地域における防災意識及び防災性の向上を図るため、乙・丙が実施する防災啓発活動

や防災訓練などの各種防災施策に協力するよう努めるものとする。 

 

３．乙・丙の役割 

   乙・丙は、「新市街地ゾーン」の住民及び来街者等の生命及び身体、財産を災害から保護するた

め、乙・丙が連携して各種防災施策を積極的に推進し、関係団体等と調整の上、甲と協力して地

域の防災対策の強化を図るものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書３通を作成し、甲及び乙・丙署名押印の上、各１通を保有する

ものとする。 

 

 

 平成 26年 10 月 17 日 

 

    （甲）イオンモール株式会社 

       代表取締役社長 

 

       （乙） 京都市長 

 

    （丙） 向日市長 
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資料１-41 

京都市及び向日市「新市街地ゾーン」地域防災に関する協定 

 

 オムロンヘルスケア株式会社（以下「甲」という。）と京都市（以下「乙」という。）及び向日市

（以下「丙」という。）は京都市及び向日市の「新市街地ゾーン」の形成にあたり、当該地域におけ

る地域防災の推進に資するため、次のとおり協定を締結する。 

 

１．協定の目的 

   甲及び乙・丙は、甲が本社をおく「新市街地ゾーン」における防災意識及び防災性の向上を図る

ために連携し、相互に協力することを確認する。 

 

２．甲の役割 

   甲は、当該地域における防災意識及び防災性の向上を図るため、乙・丙が実施する防災啓発活動

や防災訓練などの各種防災施策に協力するよう努めるものとする。 

 

３．乙・丙の役割 

   乙・丙は、「新市街地ゾーン」の住民及び来街者等の生命及び身体、財産を災害から保護するた

め、各種防災施策を積極的に推進し、関係団体等と調整の上、甲と協力して地域の防災対策の強

化を図るものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書３通を作成し、甲及び乙・丙署名押印の上、各１通を保有する

ものとする。 

 

 

 平成 26年 12 月 11 日 

 

     （甲）オムロンヘルスケア株式会社 

        代表取締役社長 

 

          （乙）京都市長 

 

     （丙）向日市長 
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資料１-41 

京都市及び向日市「新市街地ゾーン」地域防災に関する協定 

 

 学校法人真言宗洛南学園（以下「甲」という。）と京都市（以下「乙」という。）及び向日市（以

下「丙」という。）は京都市及び向日市の「新市街地ゾーン」の形成にあたり、当該地域における地

域防災の推進に資するため、次のとおり協定を締結する。 

 

１．協定の目的 

   甲及び乙・丙は、甲が洛南高等学校付属小学校を置く「新市街地ゾーン」における防災意識及び

防災性の向上を図るために連携し、相互に協力することを確認する。 

 

２．甲の役割 

   甲は、当該地域における防災意識及び防災性の向上を図るため、乙・丙が実施する防災啓発活動

や防災訓練などの各種防災施策に協力するよう努めるものとする。 

 

３．乙・丙の役割 

   乙・丙は、「新市街地ゾーン」の住民及び来街者等の生命及び身体、財産を災害から保護するた

め、各種防災施策を積極的に推進し、関係団体等と調整の上、甲と協力して地域の防災対策の強

化を図るものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書３通を作成し、甲及び乙・丙署名押印の上、各１通を保有する

ものとする。 

 

 

 平成 27年２月 18日 

 

    （甲）学校法人真言宗洛南学園 

       学園長 

 

        （乙）京都市長 

 

    （丙）向日市長 
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資料１-41 

京都市及び向日市「新市街地ゾーン」地域防災に関する協定 

 

 株式会社京都銀行（以下「甲」という。）と京都市（以下「乙」という。）及び向日市（以下「丙」

という。）は、甲が所有する金融大学校桂川キャンパスが、乙及び丙の「新市街地ゾーン」に立地す

ることから、当該地域における地域防災の推進に資するため、次のとおり協定を締結する。 

 

１．協定の目的 

   甲及び乙・丙は、甲が金融大学校桂川キャンパスを置く「新市街地ゾーン」における防災意識及

び防災性の向上を図るために連携し、相互に協力することを確認する。 

 

２．甲の役割 

   甲は、当該地域における防災性の向上を図るため、乙・丙が実施する防災啓発活動や防災訓練な

どの各種防災施策に甲が取組んでいる京都ＢＣＰの推進において対応可能な範囲で連携するよ

う努めるものとする。 

 

３．乙・丙の役割 

   乙・丙は、「新市街地ゾーン」の住民及び来街者等の生命及び身体、財産を災害から保護するた

め、乙、丙が連携して各種防災施策を積極的に推進し、関係団体等と調整の上、甲の対応可能な

範囲での協力も得て、地域の防災対策の強化を図るものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書３通を作成し、甲及び乙・丙署名押印の上、各１通を保有する

ものとする。 

 

 

 平成 27年３月９日 

 

     （甲）京都銀行株式会社 

        代表取締役 

 

          （乙）京都市長 

 

     （丙）向日市長 
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資料 1－42 

水害時における一時避難場所としての使用に関する協定 

 
向日市（以下「市」という。）と三菱電機株式会社京都製作所（以下「事業所」という。）は、集

中豪雨などにより桂川の水位が上昇し、越水や堤防の決壊等による大規模な浸水が市内に発生するお

それがある場合（以下「水害時」という。）における避難者の一時受入れ等について、次のとおり協

定を締結する。 
 
（趣旨） 

第１条 この協定は、水害時に避難が必要になった者に対し、市が、第３条に規定する施設を一時避

難場所（以下「避難場所」という。）として利用することについて、必要な事項を定めるものとす

る。 
（避難場所開設の要請） 

第２条 市は、水害時において避難場所を開設する必要があると認めるときは、事前に事業所に対し、

様式第１号により、避難場所開設を要請するものとする。ただし、文書を持って要請することがで

きない場合は、口頭により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 
（協力） 

第３条 事業所は、市から前条の規定により避難場所開設の要請があったときは、特段の理由がない

限り、以下の施設を市の責任において使用することを承認するものとする。なお、開設時期につい

ては、原則として市又は事業所の職員の体制が整ってからとする。 
避難場所として使用する施設及び付帯設備 

京都府長岡京市馬場図所１番地 
三菱電機株式会社京都製作所内 

（避難場所の運営） 
第４条 この協定に基づく避難場所の運営は、次のとおりとする。 
⑴ 避難場所における避難者については、市が市の現場責任者を通して支援するものとする。 
⑵ その他避難場所の運営について必要な事項は、市と事業所が協議の上、市が実施するものとす

る。 
（受入れ場所） 

第５条 避難場所として開設する施設は、以下のとおりとし、他の施設については使用しないものと

する。 
社員食堂棟の２階 
但し、食堂２階の机・椅子・エアコン・水道・食堂１階トイレ等の付帯設備については使用

を認める事とする。 
（開設期間） 

第６条 避難場所の開設期間は、第２条の開設から気象警報等が解除され被害の恐れがなくなるまで

の間とする。 
（避難場所解消への努力） 

第７条 市は、事業所の業務に支障を来たさないようにするため、早期に事業所の業務が再開できる

よう、避難場所の早期解消に努めるものとする。 
（避難場所の終了） 

第８条 市は、避難場所の運営を終了するときは、事業所に対し様式第２号により、その旨を報告す

るものとする。 
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（経費の負担） 
第９条 避難場所を開設したことに伴い発生した経費については、平常時の費用等を参考にしなが

ら、市と事業所が協議のうえ、市は水害に起因する経費分を事業所に支払うものとする。 
２ 所要経費の算出に当たっては、避難場所開設時の当該地域での物価指数などを基準とし、市と事

業所が協議の上決定するものとする。 
（損害賠償） 

第１０条 第４条の規定による避難場所の開設、運営上において生じた施設、設備及び器物の破損等

の損害は、事業所の報告によりその損害に応じた費用を市が負担するものとする。 
２ 避難者の施設内で発生した事故等に対する責任を事業所は負わないものとする。 
（有効期間） 

第１１条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２９年３月３１日までとする。ただし、有

効期間終了の日の１箇月前までに、市又は事業所いずれからも何ら意思表示がないときは、有効期

間終了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長され、以後同様とする。 
（その他） 

第１２条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、市と事業所が協議の上定め

るものとする。 
 

この協定の締結を証するため、正本２通を作成し、市及び事業所が記名押印の上、各自１通を保

有する。 
 
 

平成２８年 １月 ５日 
 

京都府向日市寺戸町中野２０番地 
向日市長  

 
 

京都府長岡京市馬場図所１番地 

三菱電機株式会社京都製作所所長 
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資料 1-43 
向日市浸水防除に係る資機材貸与及び活動費助成要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域における浸水防除対策の推進を図るため、浸水防除に係る組織に対し、予

算の範囲内で浸水防除用資機材を貸与すること及び活動費を助成することについて必要な事項を

定めるものとする。 

（貸与及び助成の対象） 

第２条 資機材貸与及び活動費助成の対象となる組織は、地域住民が風水害等の災害に対処するため

におおむね 50戸以上の世帯で組織した団体であって、市長に組織結成の届出をしたものとする。 

２ 前項の届出には、当該組織の規約及び会員名簿を添付しなければならない。 

３ 当該組織の規約及び会員に変更が生じた場合は、すみやかに変更の届出をしなければならない。 

（貸与資機材） 

第３条 貸与資機材は、浸水防除に必要な物品とし、別表に定めるところによる。 

（貸与資機材の申請） 

第４条 資機材の貸与を受けようとする組織は、浸水防除用資機材貸与申請書（様式第１号）を市長

に提出しなければならない。 

（活動助成金） 

第５条 活動助成金は、予算の範囲内で交付することができる。 

２ 活動助成金の額は、当該組織の活動運営に要する費用（食糧費は除く。）の２分の１以内とする。 

（活動助成金の申請） 

第６条 活動助成金の交付を受けようとする組織は、浸水防除活動助成金交付申請書（様式第２号）

に、年度事業計画書等の書類を添えて当該年度の４月30日までに市長に提出しなければならない。 

（貸与等の決定） 

第７条 市長は、第４条及び前条の申請があったときは、これを審査し、貸与の可否及び交付額を決

定し通知するものとする。 

（資機材の管理責任） 

第８条 貸与を受けた組織は、資機材を責任をもって管理、保管しなければならない。 

（補  則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。 

 

      附 則 

   この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

      附 則 

   この告示は、平成８年６月 18 日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 
貸 与 資 機 材 表 

区    分 品         名 

 水害排除用具  水中ポンプ、土のう袋、スコップ、つるはし、掛矢、ロープ 

 運搬用具   一輪車、石み 

 照明用具   懐中電灯 

 情報関係用具   トランシーバー、トランジスターラジオ 

 安全用具   ヘルメット、合羽、長靴、救急セット 

 その他   市長が認めるもの 
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資料 1-44 

自主防火防災組織規約 

 

○○会自主防火防災会規約 

（名  称） 

第１条 この会は、○○会自主防火防災会（以下「本会」という。）と称する。 

（事務所の所在地） 

第２条 本会の事務所は、○○に置く。 

（目  的） 

第３条 本会は、○○会の住民が連帯共同して、火災、地震その他の災害（以下「地震等」という。）

による被害を未然に防止し、又は被害を軽減することを目的とする。 

（事  業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

⑴ 防火防災に関する知識の普及に関すること。 

⑵ 地震等に対する災害予防に関すること。 

⑶ 地震等の発生時における警戒、情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に

関すること。 

⑷ 防火防災訓練等の実施に関すること。 

⑸ 防火防災用資機材等の整備に関すること。 

⑹ その他本会の目的を達成するために必要な事項。 

（会  員） 

第５条 本会は、○○会内にある世帯をもって構成する。 

（役  員） 

第６条 本会に会長、副会長、幹事、会計、監査を置く。 

２ 役員は、会員の互選による。 

３ 役員の任期は、○年とする。ただし、再任することができる。 

（役員の任務） 

第７条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮を行う。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代行する。 

３ 幹事は、会務の運営にあたる。 

４ 会計は、会の会計事務をつかさどる。 

５ 監査は、会の会計を監査する。 

（会  議） 

第８条 本会に、役員会その他の会議を置く。 

（防災計画） 

第９条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画について協議する。 

２ 協議事項は、次のとおりとする。 

⑴ 地震の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。 

⑵ 防災知識の普及に関すること。 

⑶ 防災訓練に関すること。 

⑷ 地震等の発生時における警戒、情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導

に関すること。 

⑸ その他必要な事項 

 

    附 則 

この規約は、○年○月○日から実施する。
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別表第１ 

○○自主防災会編成表（例） 

（ 本 部 組 織 ） 

区       分 住     所   ・   氏     名 

会       長  

副   会   長  

役       員 

（幹事、会計監査等） 
 

 

 

（ 組    織 ） 

 ○  ○  ○  ○ 

 自主防災部長 
 

応

急

活

動

班 

情  報  班
 
 

消  火  班
 
 

救 出 救 護 班
         

避 難 誘 導 班
         

給 食 給 水 班
         

構  成  人  員
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別表第２ 

 

○○自主防災会の編成と任務（例） 

 

 
会  長

  

 

                               ① 火災等の災害予防に関すること 

 
副 会 長

          ②  防災知識の普及に関すること 

             ③  防災訓練の実施に関すること  

                           ④ 災害応急対策に関すること 

 
役  員

              ⑤  その他 

             〔上記事項の計画策定と推進〕  

 

 

    （幹事、会計監査等） 

 

 

応

急

救

護

活

動

班 

      ○ ○ ○ ○    自 主 防 災 部 長  

情  報  班
 

災害情報の収集と関係先などへの通報連絡、広報活動
 

消  火  班
 

出火等の災害発生防止、初期消火などの防ぎょ活動
 

救出救護班
 

負傷者の救出救護活動
 

避難誘導班
 

人員の把握と避難誘導活動
 

給食給水班
 

水、食料の配布、炊き出し等の給食・給水活動
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資料 1-45 
向日市防災協力農地登録制度実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この制度は、災害発生時における緊急避難場所及び仮設住宅建設用地並びに復旧用資材置場

等として活用できる農地をあらかじめ登録しておくことにより、災害時の市民等の安全確保と復旧

活動の円滑化を図るための用地を確保するとともに、農地が農作物の生産の場だけでなく、環境面、

防災面からも重要なオープンスペースであることを市民に理解してもらうことにより、農家と地域

住民相互の協力のもとでの、「防災のまちづくり」を推進することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるものとする。 

⑴ 防災協力農地とは、本要綱に基づき、登録された農地をいう。 

⑵ 緊急避難場所とは、市民等が災害のため住家に被害を受け、居住の場所を失った者又は被害を

受けるおそれがある者が一時的（７日以内をいう。以下同じ。）に避難する場所をいう。 

⑶ 仮設住宅建設用地とは、災害救助法第 23 条第１項第１号の応急仮設住宅を建設する用地をい

う。 

⑷ 復旧用資材置場等とは、応急仮設住宅資材、鋼材、材木、袋詰めセメントその他の災害復旧工

事に必要と認められる資材及びこれらに準ずるもので農地の原形復旧に支障とならないものを

仮置きする場所をいう。 

⑸ 災害とは、災害対策基本法第２条第１号に定めるもので、向日市災害対策本部が設置された災

害をいう。 

 （防災協力農地の用途） 

第３条 防災協力農地の用途は、緊急避難場所、仮設住宅建設用地、復旧用資材置場等とする。 

 （登録） 

第４条 自己の所有する農地を防災協力農地として登録しようとする者は、防災協力農地登録申請書

（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

２ 前項の農地に小作権等が設定されている場合、農地の所有者は借手の同意を得るものとする。 

３ 市長は、防災協力農地登録申出書の提出があった場合は、その記載に重大な誤りがある場合を除

き、これを防災協力農地登録簿（様式第２号）に記載するものとする。 

 （登録証の交付） 

第５条 市長は、農地を防災協力農地として登録したときは、その申し出をした所有者に速やかに登

録証（様式第３条）を交付するものとする。 

 （登録の期間） 

第６条 防災協力農地の登録期間は、登録日から２年を経過した最初の３月３１日までとする。ただ

し、市長が当該農地を防災協力農地として必要がないと認めた場合又は登録をした所有者（以下「登

録者」という。）が登録を継続しない旨の意思表示をした場合を除き、期間満了毎に自動的に３年

間登録を継続するものとする。 

２ 前条の登録証は、登録の継続に際しても、登録者に交付するものとする。 

３ 登録期間中、登録の抹消をしようとする登録者は、登録抹消届出書（様式第４号）により、市長

に届け出るものとする。 

 （標識の設置） 

第７条 市長は、必要に応じて、防災協力農地に、これを表示する標識を設置するものとする。 
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 （使用） 

第８条 市長は、災害が発生した場合、防災協力農地を登録者の許諾なく、緊急避難場所として一時

的に使用することができる。 

２ 市長は、災害が発生した場合に、防災協力農地を８日以上緊急避難場所として使用しようとする

場合又は仮設住宅建設用地若しくは復旧用資材置場等として使用しようとする場合は、登録者にそ

の使用を要請するものとする。 

３ 使用の要請は文書をもって行う。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭その他の文書以外の方

法によって行うことができる。 

４ 使用の要請を受けた農地の登録者は、特段の支障のない限り、要請に応じるものとする。 

 （使用期間） 

第９条 前条第２項に係る防災協力農地の使用期間は２年以内とする。ただし、市長が必要と認めた

場合は、登録者の同意を得て、これを延長することができる。 

 （補償及び土地使用料等） 

第 10条 防災協力農地を使用した場合の補償及び土地使用料等については、市長が別に定める。 

 （原形復旧） 

第 11 条 防災協力農地の使用が終了したときは、市長は速やかにこれを農地として原形復旧し、所

有者に返還しなければならない。 

 （その他） 

第 12条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

付 則 

 この要綱は、平成 10年９月９日から施行する。
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様式 第１号 （第４条第１項） 

 

 

防災協力農地登録届出書 

 

年  月  日 

 

向日市長 様 

 

                   届 出 者  住所 

                   (所有者)    氏名          印 

                               電話 

 

   次の農地を向日市の防災協力農地として、登録することを申し出ます。 

 

農地の所在地
 現況 

地目 
面 積

 市街化区域 市 街 化 

調整区域 

借手（小作）の同意 

生産緑地 宅地化農地 借手（小作）名 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

（注）農地に小作権等を設定している場合は、借手の同意欄に借手が署名捺印して下さい。 
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資料 1－46 

 

向日市災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する協定書 

 
向日市（以下「甲」という。）と社会福祉法人向日市社会福祉協議会（以下「乙」という。）

は、次のとおり向日市災害ボランティアセンター（以下「センター」という。）の設置及び運営に

関する協定を締結する。 
（目的） 

第１条 この協定は、向日市地域防災計画に基づき、災害が発生した場合におけるセンターの設置

運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 
（用語の定義） 

第２条 この協定において、「災害」とは災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に定

める被害をいう。 

（運営） 
第３条 甲は、災害が発生し、ボランティアによる活動が必要と認めたときは、乙に対しセンター

の設置を要請する。 
２ 乙は、前項の要請があった場合には、すみやかにセンターを設置し、運営を担う。 
（設置場所） 

第４条 乙は、センターを向日市福祉会館に設置する。ただし、当該施設が被災し、設置すること

が困難な場合は、甲乙協議の上、適切な設置場所を確保するものとする。 
（業務） 

第５条 センターが行う業務は、次のとおりとする。 
⑴ 災害ボランティアの受入れ及び活動依頼等に関すること 
⑵ その他、災害ボランティア活動を支援するために必要な業務 
（要請手続） 

第６条 甲は、乙にセンターの運営を要請するときは、センターの設置の日時、場所及び運営に必

要な事項を明記し、文書により行うものとする。ただし、特に緊急を要する場合は、甲は、口頭

等により要請し、後日文書をもって処理するものとする。 
（関係団体との協力体制） 

第７条 甲及び乙は、各種ボランティア、地域住民及び地域の自主防災組織、消防関係団体と情報

交換、防災訓練等を行い、平常時からこれら団体との連携に努めるものとする。 
（資機材等の確保） 

第８条 甲及び乙は、センターの運営に必要な資機材を協力して確保するものとする。 
（センターの閉鎖） 

第９条 センターの閉鎖は、災害復旧状況を考慮し、甲乙協議の上、甲が決定する。 
（研修等の実施） 

第１０条 甲と乙は、平常時から協力して、災害時におけるボランティア活動に関する研修・講習会

を実施し、人材育成に努めるものとする。 

（平常時の取り組み） 
第１１条 乙は平常時より、災害時に備えたセンターの機能を整備するものとし、甲は、乙に対し

て整備に関する必要な支援に努めるものとする。 
（費用負担） 

第１２条 要請に基づき、乙が協力した事項に要した費用のうち、甲が認めた費用については、甲

が負担するものとする。ただし、当該災害ボランティア活動に係る支援募金、助成金等の収入が

あるときは、これらの収入を当該費用に充てるものとする。 
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２ 乙は、前条に規定する費用の内訳について、甲が説明を求めたときは、これに応じなければなら

ない。 

３ 第１項に規定する費用の支払方法は、甲乙協議して別に定める。 
（損害賠償等） 

第１３条 乙は、災害時のボランティア活動中の事故に備え、災害発生時のボランティア活動開始

時に、活動参加者を保険に加入させることとし、災害応急・復旧活動に関し、ボランティアが被

った損害に対する賠償等は、保険により対応するものとする。 

（報告） 
第１４条 甲は、乙に対し、センターの運営状況について報告を求めることができる。 

（協議） 
第１５条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関する疑義については、甲乙協議の上、決定

する。 

 
この協定の締結の証として、本協定書を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その１通

を保有する。 
 

平成２７年３月３１日 
 

甲  向日市市長 
 

乙  社会福祉法人 
 向日市社会福祉協議会会長 
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資料 1－47 
災害時における物資の供給に関する協定書 

 
向日市（以下「甲」という）とレンゴー株式会社新京都事業所（以下「乙」という）は災害時にお

ける支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。 
 
（趣旨） 

第１条 この協定は、向日市内で地震、風水害その他の災害が発生し、または発生する恐れがある場

合に、甲が被災者等への物資供給と避難所における生活環境の整備を円滑に行うため、乙との協力

について必要な事項を定めるものとする。 
（物資の範囲） 

第２条 甲が乙に対して供給を要請することができる物資は次のとおりとする。 
⑴ 段ボール製品（段ボールシート及び段ボールケース） 

 ⑵ 段ボール製簡易ベッド 
⑶ その他乙の取り扱う商品 
（協力要請及び手続） 

第３条 甲は災害時に、物資等を確保する必要があると認めたときは、乙に対し、前条に定める物資

の供給を要請することができるものとする。 
２ 前項の要請は文書にて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭により要請し、その後

速やかに文書を提出するものとする。 
３ 乙は、第 1 項の要請を受けたときには可能な範囲で応じるものとする。なお、当該の要請に応じ

ることが困難な場合は、その旨を申し出るとともに、要請のあった物資の供給の見込みについて、

甲に通知するものとする。 
（物資の引渡し） 

第４条 乙は前条第２項により甲が指定した場所に物資を運搬し、甲の職員に引き渡すものとする。 
２ 甲は、乙が物資の運搬に使用する車両が優先車両として通行できるよう配慮するものとする。 
３ 乙は、物資の引き渡し後、速やかに文書にて甲に報告するものとする。 
（費用の負担） 

第５条 乙の物資供給にかかる費用は、甲が負担するものとする。 
２ 前項の費用は、災害発生の直前における価格を基準として、甲と乙が協議の上、算定するものと

し、物資引渡しまでの運搬にかかる費用その他の経費を含むものとする。 
３ 甲は、前項の請求があったときは、その日から起算して３０日以内に乙に対し、経費を支払わな

ければならない。ただし、経費の支払いに予算上の措置を必要とする場合は、この限りではない。 

（平時からの協力） 

第６条 乙は、甲が実施する防災訓練等へ業務に支障をきたさない範囲で参加するなど、平時から

協力体制を構築するものとする。 

（期間及び改廃） 

第７条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が、この協定を改正し、

または廃止しようとするときは、その３か月前までに相手方に文書をもって通知しなければなら

ない。 

２ 協定の終了を通知しない限り、その効力は継続するものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、両者が協議し決定す
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る。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２８年１２月２０日 

 

甲 京都府向日市寺戸町中野２０番地 

                  向日市長 

 

乙 京都府長岡京市勝竜寺八反田１番地 

                  レンゴー株式会社新京都事業所 

                  事業所長 
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＜様式第１号＞ 
 

年   月   日 
レンゴー株式会社新京都事業所 御中 
 

物資供給要請書 

 
向日市長            

 
 
災害時における物資の供給に関する協定書第３条第２項に基づき、次のとおり物資の供給を要請し

ます。 
 
 
＜物資の概要＞ 
 ・品目 
 ・数量 
 ・引渡場所（納入場所） 
 ・引渡日時（納期） 
 
＜備考欄＞ 
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＜様式第２号＞ 
 

年   月   日 
向日市長 様 
 

物資供給報告書 

 
レンゴー株式会社新京都事業所 

 
災害時における物資の供給に関する協定書第４条第３項に基づき、次のとおり物資の供給について

報告します。 
 
 
＜物資の概要＞ 
 ・品目 
 ・数量 
 ・引渡場所（納入場所） 
 ・引渡日時（納期） 
 
 
＜備考＞ 
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資料 1－48 
災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書 

 
向日市（以下「市」という。）と社会福祉法人向陵会（以下「施設管理者」という。）は、福祉

避難所の設置及び運営に係る協力について、次のとおり協定を締結する。 
（目的） 

第１条 この協定は、向日市内に災害対策基本法（昭和３６年法律２２３号）第２条第１号の災害

が発生した場合において、市が施設管理者に対して福祉避難所の設置運営に関する協力を要請す

るにあたり必要な事項を定めるものとする。 
（福祉避難所） 

第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、通常の避難所では避難生活が困難な援護を要する

状態にある者（以下「要援護者」という。）のために開設する避難所をいう。 
２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び運営並びに受け入れた要援護者に対する日常

生活上の支援（相談等を含む。）とする。 
（対象者） 

第３条 この協定による援護の対象者は、福祉施設又は医療機関に入所又は入院するに至らない程

度の在宅の要援護者で、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。 
（協力の要請） 

第４条 市は、災害時において、対象者の存在を把握した場合は、施設管理者に対し、当該対象者

の受入れを要請するものとする。 
２ 施設管理者は、市からの要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。 
（要援護者等の受入れ等） 

第５条 施設管理者は、前条の規定による市の要請を受け入れることが可能と判断したときは、速

やかに要援護者の受入体制を整え、受け入れることができる要援護者の人数等を市に報告するも

のとする。 
２ 市は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に避難させる要援護者を特定し、これを施設管

理者に通知するものとする。 
３ 福祉避難所に受け入れた要援護者の状況報告、必要な処遇の協議等は、市及び施設管理者が連

携して行うものとする。ただし、緊急の場合においては、この限りではない。 
４ 要援護者を介助する者については、当該要援護者とともに福祉避難所に避難させることができ

るものとする。ただし、この場合通常の避難所の対象者として取り扱うものとする。 
（開設期間等） 

第６条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、期間の延長が必要

な場合は市及び施設管理者は協議の上、延長することができるものとする。 
２ 施設管理者は、前項の開設期間中は、福祉避難所の施設管理のため当直者を配置するものとす

る。 
（対象者の移送） 

第７条 市の要請に基づき、施設管理者が受入れを了承した場合、福祉避難所への対象者の移送

は、当該対象者の家族若しくは支援者が行い、又は当該福祉避難所の従事者が消防団、警察、福

祉タクシー事業者等の協力を得て実施する。 
（必要な物資の調達及び人的支援） 

第８条 市は、避難した要援護者に係る必要な物資の調達に努めるものとする。 
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２ 施設管理者は、前項に定める物資の調達について、市と連携の上、可能な範囲で協力するもの

とする。 
３ 施設管理者は、要援護者の生活支援、相談等を実施できるよう、介護支援者等の確保及び配置

に努めるものとする。 
４ 市は、前項に定める介護支援者等の確保及び配置を支援するものとする。 
（経費の負担） 

第９条 市は、施設管理者に対し、福祉避難所の設置及び運営管理に係る経費について、災害救助

法（昭和 22 年法律第 118 号）その他関連法令等の定めるところにより、所要の実費を負担する

ものとする。 
（福祉避難所の早期閉鎖への努力） 

第１０条 市は、施設管理者が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉避

難所の早期閉鎖に努めるものとする。 
（個人情報の保護） 

第１１条 施設管理者は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た要援護者又はその家

族等の固有の情報を第７条に規定する場合のほか、市以外の者に漏らしてはならない。 
２ 前項に規定する個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなけれ

ばならない。 
（権利義務の譲渡等の制限） 

第１２条 施設管理者は、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継さ

せ、又はその権利を担保に供してはならない。 
（関係書類の保管） 

第１３条 施設管理者は、この協定に関する書類等を事業所に整備するほか、事業実施後５年間は

これを保管しなければならない。 
（協定の解除） 

第１４条 市は、施設管理者がこの協定に基づく指示に違反したことにより、この協定の目的を達

成することができないと認めるときは、これを解除できるものとする。 
（協定締結期間） 

第１５条 この協定の締結期間は協定締結後１年間とし、市、施設管理者いずれかより異議の申し

出がない限り、毎年自動更新されるものとする。 
（協議） 

第１６条 この協定に定める事項その他業務上の必要な事項について疑義が生じた場合は、市と施

設管理者が協議の上、解決に努めるものとする。 
 
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、市、施設管理者双方記名押印の上、各自１ 

通を保有するものとする。 
 
平成２６年４月１８日 

 
市     向日市寺戸町中野２０番地 

向日市長 
 

施設管理者 向日市上植野町五ノ坪１１番地の１ 
社会福祉法人向陵会 理事長 
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別記 
個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 
第１ 施設管理者は、この協定による業務を行うに当たり、個人の権利利益を侵害することのない

よう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 
（秘密の保持） 

第２ 施設管理者は、この協定による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な

目的に使用してはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。 
（収集の制限） 

第３ 施設管理者は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目

的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 
（漏えい、滅失及びき損の防止） 

第４ 施設管理者は、この協定による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び

き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 
（業務従事者への通知） 

第５ 施設管理者は、この協定による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても

当該協定による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはな

らないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。 
（個人情報の目的外利用・外部提供の禁止） 

第６ 施設管理者は、市の指示がある場合を除き、この協定による業務に関して知り得た個人情報

を当該協定の目的以外の目的に利用し、又は市の承諾なしに第三者に提供してはならない。 
（複写又は複製の禁止） 

第７ 施設管理者は、この協定による業務を遂行するために市から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、市の指示に基づく場合は、この限りで

ない。 
（作業場所の特定及び保管場所） 

第８ 施設管理者は、個人情報が記録された資料等を市の承諾なしに所定の場所から搬出してはな

らない。 
２ 施設管理者は、個人情報が記録された資料等を市又は施設管理者の従業員だけが立入ることの

できる場所に設置された施錠のできる保管施設に保管しなければならない。 
（再委託等の禁止） 

第９ 施設管理者は、この協定による業務を遂行するための個人情報を自ら取り扱うものとし、当

該業務を他に委託し、又は請け負わせてはならない。 
ただし、書面により市の承諾を得たときは、この限りでない。 
（資料等の返還） 

第１０ 施設管理者は、この協定による業務を遂行するために、市から提供を受け、又は施設管理

者自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この協定の完了後直ちに市に

返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは当該方法によるものとす

る。 
（調査） 

第１１ 市は、施設管理者がこの協定による業務を行うにあたり取り扱っている個人情報の状況に

ついて、随時調査することができる。 
（事故発生時における報告） 
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第１２ 施設管理者は、個人情報の漏えい、滅失、き損、改ざん等の事故が生じ、又は生じるおそ

れのあることを知ったときは、漏えい、滅失、き損、改ざん等のあった個人情報の項目、内容、

数量、事故の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面をもって速やかに市に報告し、市の指

示に従うものとする。 
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資料 1－49 
災害時等における緊急放送に関する協定書 

 

 災害時緊急放送の実施について、向日市（以下「甲」という。）と一般社団法人ＦＭおとくに（以

下「乙」という。）との間に次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、向日市に災害等が発生し、または発生するおそれがある場合に、災害等の情

報について緊急放送を行うことにより、災害等による被害の軽減を図り、市民生活の安全確保に

寄与することを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は災害情報等について市民への緊急放送が必要な場合は、乙に対し協力を要請すること

ができる。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、特別な理由がない限り協力するものとする。 

（協力の内容） 

第３条 乙の甲に対する協力の内容は、次のとおりとする。 

⑴ 地震、台風、大雨、大規模火災、武力攻撃事態、その他非常事態による災害等が発生し、又

は発生するおそれがある場合の災害情報及び避難情報の提供 

⑵ その他人命の保護等に係る緊急、重大な情報の提供 

（要請方法） 

第４条 甲の乙に対する要請は、次に掲げる事項を文書又は口頭で行うものとする。 

⑴ 要請の理由 

⑵ 要請の内容 

⑶ その他必要な事項 

（費用負担） 

第５条 乙がこの協定に基づく放送を行った場合に要する費用は、甲と乙が協議の上、別に定める

ものとする。 

（協定の期間） 

第６条 この協定の期間は、協定締結の日から平成 31 年３月 31 日までとする。ただし、前項の期

間満了の日の３ヵ月前までに、甲乙いずれからも相手方に対して協定の解除、又は変更の申し出

がないときは、この期間を更に１年間延長するものとし、以降も同様とする。 

（疑義の解決） 

第７条 この協定について疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項で必要がある場合は、

甲乙協議の上、定めるものとする。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名の上、各自１通を保有するものとす

る。 

 

  平成３０年１２月２日 

（甲）向日市寺戸町中野 20 番地 

向日市長 

 

（乙）向日市寺戸町七ノ坪１４１ ＳＵ・ＢＡ・ＣＯ４階 

一般社団法人 ＦＭおとくに 代表理事 
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資料 1－50 
災害時における復旧活動に要する用地の使用に関する協定書 

 

向日市（以下「甲」という。）及び大阪ガス株式会社（以下「乙」という。）は、向日市内で地

震、風水害その他の大規模な災害が発生した場合（以下「災害時」という。）における、復旧活動

に要する用地（以下「用地」という。）の使用に関して、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害対策基本法 第八十条 第二項に基づき、乙の所掌業務に係る応急措置が

円滑に実施されるよう、災害時における用地の使用に関する事項を定めることを目的とする。 

（使用対象） 

第２条 使用対象は、別表に掲げる用地内の一部区域とする。 

（使用申請） 

第３条 乙が用地を使用する場合は、様式第１号により、甲に申請を行うものとする。ただし、緊

急を要するときは、口頭、電話等により申請し、後日速やかに書面を提出するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による使用申請があった場合には、用地の使用状況や住民避難状況、広域的

支援部隊の展開状況等を踏まえ、支障が無い範囲で使用を認め、様式第２号により許可を与える

ものとする。 

３ 甲は、前項の規定による許可を与えた場合、各用地に関係する条例等で規定した「行為の許可」

について、乙の手続きは不要とする。 

（使用料の免除） 

第４条 甲は、前条による許可を与えた場合、乙の用地使用にかかる使用料及び占用料を免除とす

る。 

（用地の使用） 

第５条 乙は、所掌業務に係る応急措置を実施するための設備を用地内に設置する場合には、甲と

協議の上、自己の責任と負担において設置する。 

２ 乙は、用地を使用する際、同用地を使用している他の機関と相互に調整を行うものとする。 

（原状回復） 

第６条 乙は、用地の使用期間終了後、前条第１項による設備の撤去も含め、自己の責任と負担に

おいて原状回復を行うものとする。 

（損害賠償） 

第７条 乙は、用地の使用に際し、自己の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を及ぼ

したときは、自己の責任と負担において解決するものとする。 

（許可の取り消し） 

第８条 甲は、第３条第２項に基づく許可に関わらず、本来の用途に使用する必要がある場合又は

使用の許可を継続しがたいと判断した場合は、これを取り消すことができる。 

２ 第１項により取り消しがあった場合についても、乙は、第６条の規定を遵守しなければならな

い。 

（有効期間） 

第９条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間の満了の日の１ヶ

月前までに、甲、乙のいずれかより文書による申し出がない限り、引き続き 1 年間有効とし、以

後も同様の措置とする。 

（疑義等の決定） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義の生じた事項については、必要に応
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じ、甲及び乙で協議の上、決定するものとする。 

 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙の記名押印の上、各自１通を保有

するものとする。  

 

令和元年５月１４日 

 

                 甲  京都府向日市寺戸町中野２０番地 

向日市長 

 

 

 

                 乙  京都府京都市下京区中堂寺粟田町９３ 

大阪ガス株式会社 ネットワークカンパニー 

京滋導管部長 
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別表 

 

使用対象の用地一覧表          

№ 名  称 所 在 地 面 積(㎡) 使用可能区域 

１ 市民ふれあい広場 向日市鶏冠井町十相地内 2,100 グラウンド 

２ 第５向陽小学校 向日市上植野町五ノ坪１ 7,600 グラウンド 

３     

４     

５     
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様式第１号（第３条関係） 

                                   年  月  日 

 様 

                        申請者 

住 所 

名 称               印  

 

 

災害時における復旧活動に要する用地使用申請書 

 

「災害時における復旧活動に要する用地の使用に関する協定書」第３条第１項の規定により、下記のとおり使用を申請し

ます。 

 

記 

１ 使用期間 

        年   月   日 ～    年   月   日 

 

２ 使用申請用地 

№ 名  称 所 在 地 面 積(㎡) 備 考 

     

     

     

 

３ 担当者名及び連絡先 
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様式第２号（第３条関係） 

                            年  月  日 

 

         様 

 

 

 

  印 

                        

 

 

災害時における復旧活動に要する用地使用許可書 

 

 年 月 日付けの用地使用申請については、「災害時における復旧活動に要する用地の使用に関

する協定書」第３条第２項の規定により、下記のとおり使用を許可します。 

 

記 

１ 使用期間 

       年  月  日 ～   年  月  日 

 

２ 使用許可用地 

№ 名  称 所 在 地 面 積(㎡) 備 考 

     

     

     

 

３ 許可条件など 
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資料 1－51 
災害時における情報提供に関する協定書 

 

向日市（以下「甲」という。）及び大阪ガス株式会社（以下「乙」という。）は、向日市内にお

いて地震、風水害その他の大規模な災害が発生した場合（以下「災害時」という。）において、乙

から甲に提供される災害時における情報（以下「情報」という。）に関して、次のとおり協定を締

結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、都市ガス供給を停止した住民への、都市ガス供給の復旧についての円滑な情

報提供に関する事項を定めることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 情報の提供対象は、甲の運用するウェブサイトの閲覧者とする。 

（情報提供の手段） 

第３条 情報は平常時に予め乙から甲にデータ形式で提供する。 

２ 甲は災害時にこれを甲の運用するウェブサイトに掲載する。この際、乙に掲載可否の確認は必

要としない。 

（情報の内容） 

第４条 乙は甲に「マイコンメーター復帰手順の情報」及び「ガス復旧状況の情報」を提供する。

詳細は別紙１に記載する。 

２ 乙は情報の内容が変更された場合、速やかに甲に連絡の上、最新の情報提供を行う。 

（有効期間） 

第５条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間の満了の日の１ヶ

月前までに、甲及び乙のいずれかより文書による申し出がない限り、引き続き 1 年間有効とし、

以後も同様の措置とする。 

（疑義等の決定） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、

甲及び乙で協議の上、決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙の記名押印の上、各自１通を保有す

るものとする。 

 

令和元年５月１４日 

 

                 甲  京都府向日市寺戸町中野２０番地 

向日市長 

 

 

                 乙  京都府京都市下京区中堂寺粟田町９３ 

大阪ガス株式会社 ネットワークカンパニー 

京滋導管部長 
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（別紙１） 

１． マイコンメーター復帰手順の情報 

以下の情報データを掲載。 
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２． ガス復旧状況の情報 

ガス管の復旧状況進捗を HP で確認できる大阪ガスの「復旧見える化システム」を掲載。 

【リンク先】 http://www.osakagas.co.jp/area-exhibition/ 

＊大規模災害発生時などに、大阪ガスホームページトップの緊急用画面に掲載します 

 

「復旧見える化システム」 

地域毎にガスの復旧進捗状況などを掲載した一覧リストと、ガスの復旧進捗状況毎に色分けしたマ

ップが、大阪ガスのホームページトップ画面から閲覧可能です。「供給停止（閉栓中）」、「道路

面のガス管検査中」、「道路面のガス管修理中」、「お客さま宅のガス設備検査・開栓実施中」、

「お客様宅への訪問・開栓一巡完了」の５区分を明示します。 

① 一覧リスト 

お客さまがお住まいの地域をお調べになりやすいよう、町名入力による絞り込み検索機能を

設け、地域毎（町丁単位）に復旧完了見込み日、復旧進捗状況を表示します。 

（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② マップ 

復旧進捗状況毎に色分けして表示し、お客さまがお住まいの地域を選択すると復旧完了見込

み日を表示します。 町名入力による絞り込み検索機能も設けています。 

  （イメージ） 
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資料 1-52 

災害時における福祉用具等物資の供給等の協力に関する協定書 

 

 向日市（以下「甲」という。）と一般社団法人日本福祉用具供給協会（以下「乙」という。）と

は、災害時における福祉用具等物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災

害」という。）に甲が避難所等において必要とされる介護用品、衛生用品等の福祉用具等物資（以

下「物資」という。）の供給を、乙から受けることに関して必要な事項を定めるものとする。 

（要請及び協力） 

第２条 甲は、災害時において、緊急に物資確保を図る必要のあるときには、乙に対してその保有

する物資の供給について協力を要請することができるものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、可能な限り甲に協力するものとする。 

（物資の内容） 

第３条 甲が乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とす

る。 

⑴ 別表に掲げる物資 

⑵ その他甲が指定する物資 

２ 乙は、甲の要請があったときは、前項により定めた物資以外の物資の供給についても可能な範

囲で協力するものとする。 

（物資の要請手続） 

第４条 甲の乙に対する要請手続きは、「物資供給要請書」（様式第１号）をもって行うものとす

る。ただし、文書により要請できない場合は、口頭又は電話等により要請し、その後速やかに文

書を提出するものとする。 

（供給） 

第５条 乙は、物資の供給をレンタル又は販売によって行うものとし、いずれによるかは甲乙協議

のうえ決定するものとする。 

２ 物資の引渡し場所は、甲が指定するものとし、その指定場所までの運搬は、原則として乙が行

うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運

搬するものとする。 

３ 甲は、当該場所において、甲又は甲が指定する者が物資を確認のうえ、受け取るものとする。 

（物資の適合確認） 

第６条 物資の適合確認は、甲の要請に対し、乙の福祉用具専門相談員が現地の状況や災害時要配

慮者の状態を踏まえ必要に応じて行うものとする。 

（車両の通行） 

第７条 甲は、乙が物資を運搬又は供給する際には、警察等の関係機関への連絡を行い、乙の車両

を緊急通行車両として通行できるように支援するものとする。また甲は、乙が燃料や車両等の輸

送手段の確保が困難な場合には可能な限り協力を行うものとする｡ 

（配慮事項） 

第８条 甲は、乙に第２条の規定により協力要請を行う場合は、各種警報、避難勧告その他立入制

限が出されている地域への要請を避けるなど、輸送業務従事者及び福祉用具等の設置に従事する

乙の福祉用具専門相談員の生命・身体の安全に配慮するものとする。 
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（報告） 

第９条 乙は、供給を実施したときは、「物資供給報告書」（様式第２号）により報告を行うもの

とする。ただし、文書により報告できない場合は、口頭により報告し、その後速やかに文書を提

出するものとする。 

（費用） 

第１０条 乙が甲に供給した物資及び乙が行った運搬等の費用については甲が負担するものとす

る。 

２ 前項に規定する費用は、災害時直前の平常時における適正な価格を基準とし、甲乙協議のうえ

速やかに決定するものとする。 

（損害の負担） 

第１１条 この協定に基づく供給の実施にあたり損害が生じたときは、その賠償の責について甲乙

協議のうえ定めるものとする。 

（費用の請求及び支払） 

第１２条 乙は、供給に要した費用について、第９条の規定による文書の提出後、甲に請求するも

のとする。 

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、３０日以内にその代金を支払うものとする。た

だし、支払期限については、甲乙協議の上、変更することができるものとする。 

（連絡体制） 

第１３条 甲及び乙は、災害時における要請及び供給に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うた

め、毎年４月に連絡責任者名簿（様式第３号）を作成し、これを互いに通知して情報連絡体制を

確認するものとする。 

２ 連絡責任者名簿に変更が生じた場合は、改正した名簿を相手先に速やかに提出するものとする。 

（疑義の決定） 

第１４条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、必要に応じ協議を行うもの

とする。 

２ この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議のうえ決

定するものとする。 

（平常時の防災活動への協力） 

第１５条 乙は、次に掲げる甲の平常時における防災活動に対し協力するよう努めるものとする｡ 

⑴ 甲が実施する防災啓発事業及び防災訓練への参加  

⑵ その他甲の要請に基づく平常時の防災活動への協力 

（協定書の有効期間） 

第１６条 この協定書は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定

の終了を通知しない限り継続するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有するもの

とする。  

 

 令和元年１２月１０日  

 

                                 甲 向日市長 

 

                       乙 一般社団法人 日本福祉用具供給協会 
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別表様式（第３条関係） 

福祉用具等物資の内容 介護用品、衛生用品、食事用品、トイレ・おむつ用品、特殊寝台及び付

属品、車椅子及び付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロ

ープ、歩行器、歩行補助杖、移動用リフト等 
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資料 1-53 

災害時等における無人航空機の運用に関する協定書 

 

向日市（以下「甲」という）と株式会社 Fujitaka JUAVAC ドローンエキスパートアカデミー京都

校（以下「乙」という）は、災害時等における無人航空機の運用に関し、次のとおり協定を締結す

る。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時等における無人航空機（航空法（昭和 27 年法律第 231 号）第２条第 22

号に規定する無人航空機をいう。以下同じ。）による災害情報の収集等の業務に関し、甲が乙に

協力を要請する場合の必要な事項を定めるものとする。 

第２条 甲は、災害時において情報収集等のため必要があると認める場合は、乙に対して協力を要

請することができる。ただし、乙は、特別な理由があるときは、甲の要請に協力できないことが

ある。この場合において乙は、責任を負わないものとする。 

（協力業務の範囲） 

第３条 前条の規定による甲の要請により、乙が協力する業務（以下「協力業務」という）は次に

揚げる業務とする。 

⑴ 災害対応に必要な映像による情報収集に関する業務 

⑵ 災害地図の作成支援に関する業務 

⑶ その他甲が必要と認める業務 

（協力要請書） 

第４条 第２条の規定による甲の要請は、協力業務の内容、実施場所及び実施時期その他必要事項

を明らかにした協力要請書（別記様式）を乙に交付することにより行うものとする。ただし、緊

急を要するときは、電話等により要請し、事後において速やかに協力要請書を提出することによ

り当該要請をすることができるものとする。 

（協力業務の実施） 

第５条 乙は協力要請書の提出を受けた時は直ちに協力業務に必要な無人航空機及び資機材並び

に人員を出動させ、甲が指定する指揮者の指示に従い協力業務を実施するものとする。 

（安全の確保等） 

第６条 甲が指定する指揮者は、乙の構成員に対し、協力業務の内容に応じ安全確保に十分配慮す

るものとする。 

（業務報告） 

第７条 乙が第５条の規定により協力業務を実施したときは、当該協力業務の完了後速やかに、そ

の実施した協力業務の内容を甲に報告するものとする。 

（映像等の所有権） 

第８条 この協議に基づく協力業務による映像等の所有権は、甲に帰属するものとする。なお、乙

は協力業務により撮影した映像等を、甲の許可なくインターネット、テレビ放送その他の特定の

発信者から不特定多数の受け手へ向けての情報伝達手段で公開しないものとする。 

（費用負担） 

第９条 協力業務の実施に要する無人航空機及び資機材並びに人員にかかわる費用の負担につい

ては、乙が負担するものとし、特別な事案が発生した場合のみ、甲乙協議の上、決定するものと

する。 
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（協力業務の責任負担） 

第１０条 協力業務の実施において発生した事故については、乙の責めに帰すべき事由に対しての

み、乙が責任を負い、乙の名において誠実に処理しなければならない。 

２ 乙は、収集した情報の正確さに最大限配慮するものとする。 

３ 収集した情報の要否については、甲が指定した指揮者がその判断を行うものとし、乙は責任を

負わない。 

（平常時の準備） 

第１１条 乙は無人航空機の運用方法をマニュアルに定めるとともに、平常時から乙の構成員の無

人航空機の活用技術の維持向上に努め、災害時における緊急連絡体制を整備するものとする。 

（訓練の参加） 

第１２条 乙は、この協定による協力業務が円滑に行われるよう、甲が行う防災訓練等への参加に

努めるものとする。 

（実施細目） 

第１３条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲乙協議の上、別に定める。 

（協議） 

第１４条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた時は、その都度、甲乙協議の上、

定めるものとする。 

（有効期間） 

第１５条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文章で協定の

解除をしない限り、その効力を継続するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和２年１月９日 

 

                 甲  京都府向日市寺戸町中野２０番地 

 

                    向日市長 

 

 

                 乙  京都府京都市下京区東塩小路町６０６番地 

                    三旺京都駅前ビル ７階 

                    株式会社 Fujitaka 

                    JUAVAC ドローンエキスパートアカデミー京都校 

                    校長 
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別記様式（第４条関係） 

年  月  日 

 

株式会社 Fujitaka 

JUAVAC ドローンエキスパートアカデミー京都校 様 

 

向日市長 

 

 

協 力 要 請 書 

 

 災害時等における無人航空機の運用に関する協定第２条の規定により、次のとおり協力を要請し

ます。 

 

要請担当者 

所属 職名 

氏名 電話 

電話・FAX 等による

要請日時 
   年   月  日 午前・午後  時  分頃 

要 請 内 容 

 

出 動 場 所 

 

業 務 期 間 年  月  日 から    年  月  日   

備    考 
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資料 1-54 

特設公衆電話の設置・利用に関する協定書 

 

向日市（以下「甲」という。）と西日本電信電話株式会社（以下「乙」という。）は、大規模災害等

が発生した際に乙の提供する非常用電話（以下「特設公衆電話」という。）の設置及び利用・管理等に

関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 
第１条 本協定は、災害の発生時において、甲乙協力の下、特設公衆電話を設置し、避難者等の通信

の確保を目的とする。 
（用語の定義） 

第２条 本協定書に規定する「災害の発生」とは、災害発生時または、災害が発生するおそれがあり、

甲において避難所開設を行う必要がある場合、または同様の事象の発生により社会の混乱が発生し

ていることをいう。 
２ 本協定書に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議のうえ定めた設置場所に電気通信回線及び

電話機接続端子を設置し、災害の発生時に電話機を接続することで避難者等へ通信の提供を可能と

するものをいう。 
（通信機器の管理） 
第３条 甲は、本協定書に基づき、災害発生時に速やかに利用が可能な状態となるよう電話機を適

切な場所に保管の上、管理することとする。 
（通信設備の管理及び破損） 
第４条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備（電話機、端子盤、配管、引込柱等）を整備し、乙

が設置する通信設備（屋外線、保安器、屋内配線、モジュラージャックを含む。以下同じ。）とと

もに、災害発生時に速やかに利用が可能な状態となるよう維持に努めることとする。 
２ 乙が設置する通信設備が甲の故意または重過失により破損した場合は、甲は乙に速やかに書面

をもって報告することとする。なお、乙に対する修復に係る費用の支払については、原則、甲が

負担するものとする。 
（特設公衆電話の設置） 
第５条 特設公衆電話の設置に係る電気通信回線数については、甲乙協議の上、乙が決定すること

とし、設置場所等の必要な情報は別記を作成し甲乙互いに保管するものとする。なお、保管にあた

っては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名を別紙１に定める様式をもって相互に通

知することとする。 
２ 前項に定める特設公衆電話の設置に係る経費は、乙が負担するものとする。ただし、設置に際

して屋内配管等新たな設備の設置が必要な場合は、甲乙協議の上、甲が負担するものとする。 
（移転、廃止等） 
第６条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生が明らかになった場合は、速や

かにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。また、新たな設置場所を設ける場合は、甲

は乙に対し報告することとする。 
（定期試験の実施） 

第７条 甲および乙は、年に１回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できるよ

う、別紙２に定める接続試験を実施することに努めるものとする。 
（故障発見時の扱い） 

第８条 甲および乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合

は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。 
（特設公衆電話の開設） 

第９条 特設公衆電話の開設が必要となった場合は、甲の判断により利用を開始することができるも
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のとし、特設公衆電話の撤去後甲は乙に対し施設場所・期間について連絡を行うこととする。 
２ 前項の定めは、甲が実施する防災訓練等で甲が特設公衆電話を利用することを妨げるものではな

い。 
（特設公衆電話の利用） 

第１０条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう努めるものとす

る。 
２ 特設公衆電話の利用に関する費用は、乙が負担する。ただし、甲が第１４条に反して目的外利用

を行った場合は、この限りでない。 
（国際通話可能な回線の扱い） 

第１１条 国際通話可能な回線については、原則１避難所１台として設置する。 
（特設公衆電話の利用の終了） 

第１２条 特設公衆電話の利用の終了については甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、甲は特設公

衆電話を速やかに撤去するものとする。ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した

場合においては、甲は速やかに特設公衆電話を撤去し、後日、甲は乙に対し撤去した施設場所の連

絡を行うこととする。 
（設置場所の公開） 

第１３条 乙は、災害時の通信確保のために、特設公衆電話の設置場所について、乙のホームペー

ジ上で公開するものとする。 

（目的外利用の禁止） 
第１４条 甲は、第７条に規定する定期試験及び第９条に規定する開設を除き、特設公衆電話の利用

を禁止するものとする。 
２ 乙は、特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。 
３ 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措置

を講じ、その旨を乙に報告するものとし、甲の目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担

するものとする。 
４ 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議のうえ講

ずるものとする。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合の撤去に関する

工事費用等は、甲が負担するものとする。 
（有効期間） 

第１５条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文章で協定の解

除をしない限り、その効力を継続するものとする。 
（協議事項） 

第１６条 本協定書に定めのない事項又は本協定書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意を もっ

て協議のうえ定めるものとする。 
 
本協定書を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名・押印のうえ，各自がその１通を保有する。 

 

令和２年３月２４日 

 

甲  京都府向日市寺戸町中野２０番地 

   向日市長 

 

乙  京都府京都市中京区烏丸三条上ル場之町６０４ 

西日本電信電話株式会社京都支店長 
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資料 1-55 

災害時における物資の供給に関する協定書 

 

向日市（以下「甲」という）とフジカ株式会社（以下「乙」という）は災害時における支援協力に

関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、向日市内で地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合

に、甲が被災者等への物資供給と避難所における生活環境の整備を円滑に行うため、乙との協力に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（物資の範囲） 

第２条 甲が乙に対して供給を要請することができる物資は次のとおりとする。 

（１） 段ボールパーテーション 

（２） 段ボール簡易ベッド 

（３） 段ボールケース 

（４） テープ 

（５） ポリ袋 

（６） その他乙の取り扱う商品 

（協力要請及び手続） 

第３条 甲は災害時に、物資等を確保する必要があると認めたときは、乙に対し、前条に定める物資

の供給を要請することができるものとする。 

２ 前項の要請は文書にて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭により要請し、その後

速やかに文書を提出するものとする。 

３ 乙は、第１項の要請を受けたときには可能な範囲で応じるものとする。なお、当該の要請に応じ

ることが困難な場合は、その旨を申し出るとともに、要請のあった物資の供給の見込みについて、

甲に通知するものとする。 

（物資の引渡し） 

第４条 乙は前条第２項により甲が指定した場所に物資を運搬し、甲の職員に引き渡すものとする。 

２ 甲は、乙が物資の運搬に使用する車両が優先車両として通行できるよう配慮するものとする。 

３ 乙は、物資の引き渡し後、速やかに文書にて甲に報告するものとする。 

（費用の負担） 

第５条 乙の物資供給にかかる費用は無償とする。 

（平時からの協力） 

第６条 乙は、甲が実施する防災訓練等へ業務に支障をきたさない範囲で参加するなど、平時から

協力体制を構築するものとする。 

（期間及び改廃） 

第７条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が、この協定を改正し、

または廃止しようとするときは、その３か月前までに相手方に文書をもって通知しなければなら

ない。 

２ 協定の終了を通知しない限り、その効力は継続するものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、両者が協議し決定す

る。 
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 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和２年７月２８日 

 

甲 京都府向日市寺戸町中野２０番地 

 

                  向日市長   

 

 

乙 滋賀県大津市苗鹿１－１－１７ 

 

フジカ株式会社 

代表取締役   
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資料 1-56 

災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書 

 

 

 向日市（以下「市」という。）と介護老人保健施設ケアセンター回生（以下「施設管理者」という。）

は、福祉避難所の設置及び運営に係る協力について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、向日市内に災害対策基本法（昭和３６年法律２２３号）第２条第１号の災害が

発生した場合において、市が施設管理者に対して福祉避難所の設置運営に関する協力を要請するに

あたり必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 

第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、通常の避難所では避難生活が困難な援護を要する状

態にある者（以下「要援護者」という。）のために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び運営並びに受け入れた要援護者に対する日常生

活上の支援（相談等を含む。）とする。 

（対象者） 

第３条 この協定による援護の対象者は、福祉施設又は医療機関に入所又は入院するに至らない在宅

の要援護者で、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。 

（協力の要請） 

第４条 市は、災害時において、対象者の存在を把握した場合は、施設管理者に対し、当該対象者の

受入れを要請するものとする。 

２ 施設管理者は、市からの要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。 

（要援護者等の受入れ等） 

第５条 施設管理者は、前条の規定による市の要請を受け入れることが可能と判断したときは、速や

かに要援護者の受入体制を整え、受け入れることができる要援護者の人数等を市に報告するものと

する。 

２ 市は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に避難させる要援護者を特定し、これを施設管理

者に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要援護者の状況報告、必要な処遇の協議等は、市及び施設管理者が連携

して行うものとする。ただし、緊急の場合においては、この限りではない。 

４ 要援護者を介助する者については、当該要援護者とともに福祉避難所に避難させることができる

ものとする。 

（開設期間等） 

第６条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、期間の延長が必要な

場合は市及び施設管理者は協議の上、延長することができるものとする。 

２ 施設管理者は、前項の開設期間中は、福祉避難所の施設管理のため可能な範囲で当直者を配置す

るものとする。 

３ 前項の当直者を施設管理者が配置できない場合については、市は適切な者を選定し、その職にあ

たらせるものとする。 
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（対象者の移送） 

第７条 市の要請に基づき、施設管理者が受入れを了承した場合、福祉避難所への対象者の移送は、

当該対象者の家族若しくは支援者が行い、又は当該福祉避難所の従事者が消防団、警察、福祉タク

シー事業者等の協力を得て実施する。 

（必要な物資の調達及び人的支援） 

第８条 市は、避難した要援護者に係る必要な物資の調達に努めるものとする。 

２ 施設管理者は、前項に定める物資の調達について、市と連携の上、可能な範囲で協力するものと

する。 

３ 施設管理者は、要援護者の生活支援、相談等を実施できるよう、介護支援者等の確保及び配置に

努めるものとする。 

４ 市は、前項に定める介護支援者等の確保及び配置を支援するものとする。 

（経費の負担） 

第９条 市は、施設管理者に対し、福祉避難所の設置及び運営管理に係る経費について、災害救助法

（昭和 22 年法律第 118 号）その他関連法令等の定めるところにより、所要の実費を負担するもの

とする。 

（福祉避難所の早期閉鎖への努力） 

第１０条 市は、施設管理者が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉避難

所の早期閉鎖に努めるものとする。 

（個人情報の保護） 

第１１条 施設管理者は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た要援護者又はその家族

等の固有の情報を第７条に規定する場合のほか、市以外の者に漏らしてはならない。 

２ 前項に規定する個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければ

ならない。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第１２条 施設管理者は、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、

又はその権利を担保に供してはならない。 

（関係書類の保管） 

第１３条 施設管理者は、この協定に関する書類等を事業所に整備するほか、事業実施後５年間はこ

れを保管しなければならない。 

（協定の解除） 

第１４条 市は、施設管理者がこの協定に基づく指示に違反したことにより、この協定の目的を達成

することができないと認めるときは、これを解除できるものとする。 

（協定締結期間） 

第１５条 この協定の締結期間は協定締結後１年間とし、市、施設管理者いずれかより異議の申し出

がない限り、毎年自動更新されるものとする。 

（協議） 

第１６条 この協定に定める事項その他業務上の必要な事項について疑義が生じた場合は、市と施設

管理者が協議の上、解決に努めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、市、施設管理者双方記名押印の上、各自１通を

保有するものとする。 
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 令和２年８月１日 

 

         市   向日市寺戸町中野２０番地 

             

向日市長     

 

 

           施設管理者  向日市物集女町中海道 19 番地の 5   

             介護老人保健施設ケアセンター回生 

                          施設長 
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資料 1-57 

災害時における帰宅困難者の受入れ等に関する協定書 

 

 

 向日市（以下「甲」という。）と株式会社リヴ（以下「乙」という。）は、向日市地域防災計画に

基づき、地震、風水害などの災害が発生した場合又は災害の発生するおそれがある場合（以下「災害

時」という。）における帰宅困難者（他市から本市へ通勤若しくは通学している者又は観光その他の

理由により本市を訪れている者で徒歩により容易に帰宅することが困難なものをいう。以下同じ。）

の受入れ等について、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、災害時に公共交通機関の運行が停止するなどの事由により発生した帰宅困難者

に対し、甲が、第３条に規定する施設を帰宅困難者用の避難所（以下「避難所」という。）として

利用することについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （避難所開設の要請） 

第２条 甲は、災害時において避難所を開設する必要があると認めるときは、事前に乙に対し、様式

第１号により、避難所開設を要請するものとする。ただし、文書を持って要請することができない

場合は、口頭により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

 （協力） 

第３条 乙は、甲から前条の規定により避難所開設の要請があったときは、帰宅困難者の災害時等に

おける一時的な避難所として可能な範囲で以下の施設を使用することを承認するものとする。 

所 在 地  京都府向日市寺戸町七ノ坪１４１  

 施 設 名  ＳＵ・ＢＡ・ＣＯ（株式会社リヴ本社） 

 受入れ場所  １階フロア部分 

（避難所の運営） 

第４条 この協定に基づく避難所の運営は、次のとおりとする。 

 （１）避難所における帰宅困難者の生活は、甲が甲の現場責任者を通して支援するものとする。 

 （２）その他避難所の運営について必要な事項は、甲と乙が協議の上、甲が実施するものとする。 

 （開設期間） 

第５条 避難所の開設期間は開設した日から３日以内とする。ただし、状況により期間を延長する必

要がある場合、甲は乙と協議の上、その旨を決定するものとする。 

 （避難所解消への努力） 

第６条 甲は、乙の業務に支障を来たさないようにするため、早期に乙の業務が再開できるよう、避

難所の早期解消に努めるものとする。 

（避難所の終了） 

第７条 甲は、避難所の運営を終了するときは、乙に対し様式第２号により、その旨を報告するもの

とする。 

 （経費の負担） 

第８条 この協定に基づく、避難所の管理運営に係る費用について、甲が負担することを原則として、

甲乙協議により決定するものとする。 

 （損害賠償） 

第９条 第４条の規定による避難所の開設、運営上において生じた施設、設備及び器物の破損等の損

害は、乙の報告によりその損害に応じた費用を甲が負担するものとする。 
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 （有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただし、有効

期間終了の日の１箇月前までに、甲又は乙いずれからも何ら意思表示がないときは、有効期間終了

の日の翌日から起算して１年間この協定は延長され、以後同様とする。 

（その他） 

第１１条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲と乙が協議の上定めるも

のとする。 

  この協定の締結を証するため、正本２通を作成し、甲及び乙が署名の上、各自１通を保有する。 

 

 令和２年１０月２７日 

 

甲 京都府向日市寺戸町中野２０ 

 

向日市長   

 

乙 京都府向日市寺戸町七ノ坪１４１  

         ＳＵ・ＢＡ・ＣＯ  

株式会社 リヴ 

代表取締役 
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資料 1-58 

災害時における情報発信等に関する協定書 

 

向日市（以下「甲」という。）とヤフー株式会社（以下「乙」という。）は、地震、風水害などの

災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）における情報発信等

に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時に甲が市民に対して必要な情報を迅速に提供し、 

かつ行政機能の低下を軽減させるため、乙と協力して様々な取組みを行うことを目的とする。 

（取組み） 

第２条 この協定における取組みの内容は次の中から、甲乙の協議により具体 

的な内容及び方法について合意が得られたものを実施するものとする。 

（１） 乙が、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、キャッシュ

サイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。 

（２） 甲が、市内の避難所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時からヤフーサ

ービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

（３） 甲が、市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフー

サービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

（４） 甲が、災害発生時の市内の被害状況、ライフラインに関する情報及び避難所におけるボラン

ティア受入れ情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、

一般に広く周知すること。 

（５） 甲が、市内の避難所等における必要救援物資に関する情報を乙に提供し、乙が、この必要救

援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

（６） 甲が、市内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、乙が提示する所定のフォ

ーマットを用いて名簿を作成すること。 

２ 甲及び乙は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびその担当

者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとす

る。 

３ 第１項各号に関する事項及び同項に記載のない事項についても、甲乙で適宜協議を行い、決定し

た取組みを随時実施するものとする。 

（費用） 

第３条 前条に基づく甲及び乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われる 

ものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。 

（情報の周知） 

第４条 乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さない 

限り、この協定の目的を達成するため、乙が適切と判断する方法（提携先への提供、ヤフーサービ

ス以外のサービス上での掲載等を含む）により、一般に広く周知することができる。ただし、乙は、

この協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。 

（公表） 

第５条 この協定の締結の事実及び内容を公表する場合、甲及び乙は、その時 

期、方法及び内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。 

（期間） 
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第６条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とし、期間満了前まで 

にいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通

知がなされない限り、さらに１年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及び協定に関して疑義が生じた事項につい 

ては、甲及び乙は、誠実に協議して解決を図る。 

 

この協定締結の証として本書２通を作成し、甲と乙それぞれ記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

令和２年１２月２１日 

 

甲 京都府向日市寺戸町中野２０番地 

     

向日市長     

     

乙 東京都千代田区紀尾井町１番３号 

ヤフー株式会社 

代表取締役  
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資料 1-59 

水害時における一時避難場所としての使用に関する協定書 

 

 向日市（以下「甲」という。）とアンダーツリー株式会社（以下「乙」という。）は、水害が発生

した場合又は発生するおそれがある場合（以下、「水害時」という。）において、甲が乙の所有する

施設を一時避難場所として使用することに関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、水害時に避難が必要になった者に対し、市が次条に規定する施設を一時避難場

所として利用することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（使用施設） 

第２条 乙は、次に掲げる施設を一時避難場所（以下、「避難場所」という。）として、甲に使用さ

せるものとする。 

（１）所 在 地 向日市上植野町尻引１番１号 

（２）所 有 者 アンダーツリー株式会社 

（３）施 設 名 称 キコーナ京都向日店 

（４）受 入 場 所 立体駐車場（鉄骨造 ５階建） 

（５）受入可能人数 約 2,272 名（1 台当たり 4名乗車計算）車両 568 台 

（使用の期間） 

第３条 避難場所としての使用期間は甲が避難情報を発令したときから解除するまでの期間とする。 

（使用料等） 

第４条 避難場所の使用料は、無料とする。 

（施設破損時の対応） 

第５条 施設が避難場所として使用された場合の施設の破損・汚損について、甲は原状に回復する義

務を負う。ただし、地震、洪水等の災害により生じた部分の破損等についてはこの限りではない。 

（使用中の事故に対する責任） 

第６条 乙は、施設に地域住民等が避難した際に発生した事故等に対する責任を一切負わないものと

する。ただし、乙の責に帰すべき事由による事故等については、この限りではない。 

（施設の廃止又は変更等の届出） 

第７条 乙は、施設を廃止し、又は改築その他の事由により避難場所の現状に重要な変更を加えよう

とするときは、甲に届出を行い、必要に応じて甲乙が協議し、協定内容を変更する。 

（有効期限） 

第８条 この協定の締結期間は、協定締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただし、有効期

間終了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、有効期間終了の日の

翌日から起算して１年間この協定は延長され、以後同様とする。 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、

甲乙が協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自その１通を

保有する。 
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令和３年２月５日 

 

 

 

甲 京都府向日市寺戸町中野２０番地     

向日市長 

 

乙 大阪市西区西本町一丁目２番８号   

アンダーツリー株式会社 

代表取締役      

 

 




